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事 務 局 職 員 出 席 者

１ 定 予 特
職 名 氏 名

3. 8 3.11 3.14 3.20 3.15 3.18

議 会事務局長 内 野 博 之 ○ ○ ○ ○ ○ ○

書 記 佐 藤 友 歌 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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平 成 ３ １ 年

上砂川町議会第１回定例会会議録（第１日）

３月８日（金曜日）午前１０時００分 開 会

午後 １時３９分 散 会

〇議事日程 第１号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 会期決定について

３月８日～３月２０日

１３日間

第 ３ 諸般の報告

１）議会政務報告

２）空知中部広域連合議会第１回定

例会結果報告（吉川議員）

３）第１回砂川地区保健衛生組合議

会定例会結果報告（伊藤議員）

４）第１回砂川地区広域消防組合議

会定例会結果報告（伊藤議員）

５）中空知広域市町村圏組合議会第

１回定例会結果報告（副議長）

６）第１回中・北空知廃棄物処理広

域連合議会定例会結果報告（議

長）

７）石狩川流域下水道組合議会第１

回定例会結果報告（議長）

８）例月出納検査結果報告（１２・

１・２月分）

第 ４ 発議第 １号 上砂川町議会委員会

条例の一部を改正する条例制定につ

いて

※ 発議第１号は、質疑・討論・採

決とする。

第 ５ 常任委員会委員の選任について

第 ６ 議会運営委員会委員の選任について

※ 常任委員会及び議会運営委員会

正・副委員長互選結果報告につい

て

第 ７ 選挙第 １号 空知中部広域連合議

会議員選挙について

第 ８ 選挙第 ２号 中・北空知廃棄物処

理広域連合議会議員選挙について

第 ９ 町長行政報告

第１０ 教育長教育行政報告

第１１ 報告第 １号 北海道市町村総合事

務組合規約の制定並びに廃止に関す

る専決処分の承認について

第１２ 議案第 ３号 上砂川町一般廃棄物

最終処分場設置条例の一部を改正す

る条例制定について

第１３ 議案第 ４号 上砂川町水道事業給

水条例の一部を改正する条例制定に

ついて

第１４ 議案第 ５号 平成３０年度上砂川

町一般会計補正予算（第６号）

第１５ 議案第 ６号 平成３０年度上砂川

町国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第１号）

第１６ 議案第 ７号 平成３０年度上砂川

町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）

第１７ 議案第 ８号 平成３０年度上砂川

町下水道事業特別会計補正予算（第

３号）

第１８ 議案第 ９号 平成３０年度上砂川

町水道事業会計補正予算（第３号）

※ 議案第３号～第９号までは、提

案理由・内容説明までとする。
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第１９ 町政執行方針

第２０ 教育行政執行方針

〇会議録署名議員

４番 吉 川 洋

５番 数 馬 尚

◎開会の宣告

〇議長（大内兆春） おはようございます。ただ

いまの出席議員は８名です。

理事者側につきましては、全員出席しておりま

す。

定足数に達しておりますので、平成31年第１回

上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、開

会いたします。

（開会 午前１０時００分）

◎開議の宣告

〇議長（大内兆春） 直ちに本日の会議を開きま

す。

◎会議録署名議員指名について

〇議長（大内兆春） 日程第１、会議録署名議員

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第124条の規定に

よって、４番、吉川議員、５番、数馬議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。

◎会期決定について

〇議長（大内兆春） 日程第２、会期決定につい

て議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日か

ら３月20日までの13日間にしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

よって、会期は、本日から３月20日までの13日

間に決定しました。

なお、会期中の会議の予定につきましては、お

手元に配付の日程表のとおりでございます。

◎諸般の報告

〇議長（大内兆春） 日程第３、諸般の報告を行

います。

議会政務報告を行います。報告事項につきまし

ては、それぞれ印刷してお手元に配付していると

おりでありますので、ごらんになっていただき、

報告にかえさせていただきます。

次、空知中部広域連合議会第１回定例会結果に

ついて報告を求めます。吉川議員。

〇４番（吉川 洋） 平成31年度空知中部広域連

合議会第１回定例会が開催をされましたので、ご

報告をいたします。

日時、平成31年２月27日午後２時より。

場所、空知中部広域連合広域介護予防支援セン

ター世代間交流室にて開催をされました。

議件、議案第１号 北海道市町村総合事務組合

規約の制定並びに廃止の専決処分の承認を求める

ことについて、議案第２号 平成30年度空知中部

広域連合一般会計補正予算（第２号）、議案第３

号 平成30年度空知中部広域連合介護保険事業会

計補正予算（第２号）、議案第４号 平成30年度

空知中部広域連合国民健康保険事業会計補正予算

（第２号）、議案第５号 平成30年度空知中部広

域連合障害支援事業会計補正予算（第２号）、議

案第６号 平成31年度空知中部広域連合一般会計

予算について、議案第７号、平成31年度空知中部

広域連合介護保険事業会計予算について、議案第

８号、平成31年度空知中部広域連合国民健康保険

事業会計予算について、議案第９号 平成31年度

空知中部広域連合障害支援事業会計予算につい

て。

結果でございますが、慎重審議の結果、各議件

とも全会一致、原案のとおり可決をされましたの

で、報告といたします。

以上です。
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〇議長（大内兆春） 次、第１回砂川地区保健衛

生組合議会定例会結果と第１回砂川地区広域消防

組合議会定例会結果について報告を求めます。伊

藤議員。

〇３番（伊藤充章） 平成31年第１回砂川地区保

健衛生組合議会定例会が開催されましたので、ご

報告いたします。

日時は、平成31年２月26日午前10時より。

場所でございます。砂川市役所議会委員会室で

ございます。

議件でございます。議案第１号 平成30年度砂

川地区保健衛生組合会計補正予算、議案第２号

平成31年度砂川地区保健衛生組合会計予算、議案

第３号 砂川地区保健衛生組合火葬場条例の一部

を改正する条例の制定について、議案第４号 砂

川地区保健衛生組合一般廃棄物の処理に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、報告第

１号 例月出納検査報告。

結果でございますが、慎重審議の結果、各議件

とも全会一致、原案のとおり可決されました。

続きまして、平成31年第１回砂川地区広域消防

組合議会定例会が開催されましたので、ご報告い

たします。

日時でございます。平成31年２月26日午前11時

より。

場所でございます。砂川市役所議会委員会室。

議件でございます。議案第１号 平成30年度砂

川地区広域消防組合会計補正予算、議案第２号

平成31年度砂川地区広域消防組合会計予算、議案

第３号 専決処分の承認を求めることについて、

報告第１号 例月出納検査報告。

結果でございます。慎重審議の結果、各議件と

も全会一致、原案のとおり可決されました。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 次、中空知広域市町村圏組

合議会第１回定例会結果報告について報告を求め

ます。髙橋副議長。

〇副議長（髙橋成和） 平成31年中空知広域市町

村圏組合議会第１回定例会が開催されましたの

で、ご報告いたします。

日時は、平成31年２月27日水曜日午前10時から。

場所につきましては滝川市議会議場。

議件といたしまして、報告第１号 例月現金出

納検査報告について、議案第１号 平成30年度中

空知広域市町村圏組合交通遺児奨学事業特別会計

補正予算（第１号）、議案第２号 平成31年度中

空知広域市町村圏組合一般会計予算、議案第３号

平成31年度中空知広域市町村圏組合交通災害共

済特別会計予算、議案第４号 平成31年度中空知

広域市町村圏組合交通遺児奨学事業特別会計予

算、議案第５号 平成31年度中空知広域市町村圏

組合ふるさと市町村圏基金事業特別会計予算。

結果でございますが、慎重審議の結果、各議件

とも全会一致、原案のとおり可決されましたので、

ご報告いたします。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 次、第１回中・北空知廃棄

物処理広域連合議会定例会結果と石狩川流域下水

道組合議会第１回定例会結果については私から報

告いたします。

平成31年第１回中・北空知廃棄物処理広域連合

議会定例会が開催されましたので、ご報告いたし

ます。

日時、平成31年２月26日午後１時半。

場所、滝川市議会議場。

議件、平成30年度中・北空知廃棄物処理広域連

合一般会計補正予算（第１号）、議案第２号 平

成31年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計

予算、報告第１号 例月現金出納検査報告につい

て。

結果でございますが、、慎重審議の結果、各議

件とも全会一致、原案のとおり可決されましたの

で、報告いたします。

平成31年石狩川流域下水道組合議会第１回定例

会が開催されましたので、報告いたします。

日時、平成31年２月27日水曜日午前11時。
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場所、滝川市議会議場。

議件、選挙第１号 副議長の選挙について、報

告第１号 例月現金出納検査報告について、議案

第１号 平成31年度石狩川流域下水道組合一般会

計予算。

結果でございますが、慎重審議の結果、各議件

とも全会一致、原案のとおり可決されましたので、

報告いたします。

次、例月出納検査報告を行います。

本件につきましては、お手元に配付の報告書の

12月、１月、２月分のとおりでありますので、ご

らんいただき、報告といたします。

以上で諸般の報告を終わります。

◎発議第１号

〇議長（大内兆春） 日程第４、発議第１号 上

砂川町議会委員会条例の一部を改正する条例制定

について議題といたします。

提出者である数馬議員より内容の説明を求めま

す。数馬議員。

〇５番（数馬 尚） 発議第１号 上砂川町議会

委員会条例の一部を改正する条例制定について。

上記議案を地方自治法第112条及び上砂川町議

会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出

する。

平成31年３月８日

上砂川町議会議長 大 内 兆 春 様

提出議員 数 馬 尚

賛成議員 髙 橋 成 和 吉 川 洋

伊 藤 充 章

提案理由でございますけれども、各委員が共通

認識を持って活動の充実を図るため常任委員会の

数を減じるものである。

本文を読み上げ、内容の説明とさせていただき

ます。上砂川町議会委員会条例の一部を改正する

条例。

上砂川町議会委員会条例（昭和62年上砂川町条

例第９号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項を次のように改める。

第２条 常任委員会の名称は行政常任委員会と

し、委員の定数は議長を除く８人とする。

第２条に次の１項を加える。

第２項、常任委員会の所管は、上砂川町課設置

条例（平成元年条例第13号）第１条に規定する課

及び室、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員

会、固定資産評価審査委員会及び監査委員の所管

する事務とする。

第７条第１項を削り、第２項を第１項とし、第

３項を第２項に繰り上げ、第４項及び第５項を削

る。

附則

この条例は、平成31年３月８日から施行する。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 以上で内容の説明を終わり

ます。

それでは、本件に対する質疑を受けます。質疑

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより発議第１号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。数馬議員ほか３名から提出

されました発議第１号 上砂川町議会委員会条例

の一部を改正する条例制定について提案のとおり

決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、発議第１号 上砂川町議会委員会

条例の一部を改正する条例制定については、提案

のとおり決定いたしました。

◎常任委員会委員の選任について
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〇議長（大内兆春） 日程第５、常任委員会委員

の選任について議題といたします。

常任委員会委員の選任につきましては、委員会

条例第７条第１項の規定により議長において指名

したいと思いますが、これにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

これより指名いたします。行政常任委員会委員

につきましては、議長を除く全議員を指名したい

と思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

それでは、ただいま指名しましたとおり行政常

任委員会委員に選任することに決定いたしまし

た。

◎議会運営委員会委員の選任について

〇議長（大内兆春） 日程第６、議会運営委員会

委員の選任について議題といたします。

議会運営委員会委員の選任についても委員会条

例第７条第１項の規定により議長において指名し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

これより指名いたします。議会運営委員会委員

には、伊藤議員、吉川議員、数馬議員、髙橋副議

長の４名を指名したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

それでは、ただいま指名いたしましたとおり議

会運営委員会委員に選任することに決定いたしま

す。

行政常任委員会及び議会運営委員会の正副委員

長の互選でありますが、選考委員会において申し

合わせておりますので、議長から報告したいと思

いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

それでは、報告いたします。

行政常任委員会委員長、吉川議員、副委員長、

伊藤議員。

議会運営委員会委員長、数馬議員、副委員長、

髙橋副議長。

以上のとおり報告いたします。

なお、各附属機関の委員の選任につきましても、

申し合わせにより決定しておりますので、後ほど

名簿を配付いたします。

◎選挙第１号

〇議長（大内兆春） 日程第７、選挙第１号 空

知中部広域連合議会議員の選挙を行います。

お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法

第118条第２項の規定によって指名推選したいと

思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推選することに

決定しました。

お諮りいたします。指名の方法については、議

長において指名することにしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議長において指名することに決定

しました。

空知中部広域連合議会議員に伊藤議員を指名い

たします。

お諮りいたします。ただいま指名いたしました

伊藤議員を空知中部広域連合議会議員の当選人と

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名いたしました伊藤議

員が空知中部広域連合議会議員に当選されまし
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た。

ただいま当選されました伊藤議員が議場におら

れますので、会議規則第32条第２項の規定により

告知いたします。

◎選挙第２号

〇議長（大内兆春） 日程第８、選挙第２号 中

・北空知廃棄物処理広域連合議会議員の選挙を行

います。

お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法

第118条第２項の規定によって指名推選にしたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推選によること

に決定しました。

お諮りいたします。指名の方法については、議

長において指名することにしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議長において指名することに決定

いたしました。

中・北空知廃棄物処理広域連合議会議員に髙橋

副議長を指名することにいたします。

お諮りいたします。ただいま指名いたしました

髙橋副議長を中・北空知廃棄物処理広域連合議会

議員の当選人とすることにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名いたしました髙橋副

議長が中・北空知廃棄物処理広域連合議会議員に

当選されました。

ただいま当選されました髙橋副議長が議場にお

られますので、会議規則第32条第２項の規定によ

って告知いたします。

◎町長行政報告

〇議長（大内兆春） 日程第９、町長行政報告を

行います。町長。

〇町長（奥山光一） 町長行政報告を申し上げま

す。

今回報告いたします平成30年第４回定例会から

本定例会までの町政執行上の事項について特段報

告申し上げる事項はございませんが、町内外の行

事、会議等につきましてはお手元に配付の報告書

のとおりでございますので、お目通し願いまして、

町長行政報告とさせていただきます。

〇議長（大内兆春） 以上で町長の行政報告を終

わります。

◎教育長教育行政報告

〇議長（大内兆春） 日程第10、教育長教育行政

報告を行います。教育長。

〇教育長（飯山重信） 教育行政報告を申し上げ

ます。

平成30年第４回定例会以降の町内外の主要な会

議、行事につきましてはお手元に配付させていた

だいております報告書のとおりでございますが、

小中学校にて提供される給食費の値上げと英語指

導助手の招聘についての２件につきましてご報告

申し上げます。

１件目の給食費の値上げにつきましては、平成

26年４月に消費税増税等に伴い１食当たり小学校

では266円、中学校においては310円に単価改正を

し、現在までに至っております。改定から５年が

経過しており、給食に使用する多くの食材につい

ては人件費のアップや近年の天候不順により高騰

しており、献立や食材の工夫を行いながら給食の

栄養価の確保を行ってきましたが、現行の給食費

のやりくりは限界となり、また本年10月には消費

税の増税も想定されていることから、昨年７月よ

りＰＴＡ、学校、教育委員会の代表で構成される

学校給食連絡協議会にて今後の対応について検討

を重ねた結果、値上げの必要があると判断し、案
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として本年４月より小中学校それぞれ20円アップ

の小学校286円、中学校330円をしたい旨を昨年12

月に小中学校の全保護者に文書にて提示をし、意

見集約を図ったところです。申し出期限の１月23

日まで保護者から意見がなかったことから、改め

て値上げについて２月上旬に周知をし、本年４月

より給食費の値上げを実施することといたしてお

ります。

なお、今回の値上げ幅の半額部分については給

食費の半額助成を行っておりますことから、当初

予算にて増額計上させていただきたいと考えてお

ります。給食の提供については、栄養価の確保す

ることはもちろんのこと、今後も適正価格での食

材の確保を行いながら安心、安全に提供できるよ

う努めてまいりたいと考えておりますので、ご理

解願います。

２件目、英語指導助手の招聘についてでありま

すが、昨年８月に採用したルシエ・デヴィン氏に

次期任用期間である本年８月６日以降の再任用に

ついて意向を確認したところ、本人から再任用を

辞退したいとの申し出がありました。辞退の理由

といたしましては、カナダにいる祖父が視覚に障

害があり、単身で生活しているため帰国をし、お

世話したいとのことでありましたので、デヴィン

氏の意向を承諾したところであります。

この再任用辞退を受けまして、本町としては新

たな英語指導助手を採用するため現在北海道国際

課に対しカナダ国籍で運転免許を有する男性独身

者を優先する採用条件を付した事前要望調書を提

出しており、６月ごろには決定する予定となって

おります。デヴィン氏に係る帰国経費及び後任の

方の赴任経費については、当初予算にて計上させ

ていただきたいと考えております。

英語指導助手につきましては、生の英語を児童

生徒に十分反映できる英語指導助手となるよう授

業への活用方法についてこれからも学校と協議を

行いながら、子供たちの英語力向上を図ってまい

りたいと考えておりますので、ご理解賜りますよ

うお願い申し上げ、教育行政報告といたします。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 以上で教育長の教育行政報

告を終わります。

◎報告第１号

〇議長（大内兆春） 日程第11、報告第１号 北

海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止に

関する専決処分の承認について議題といたしま

す。

報告の理由を求めます。奥山町長。

〇町長（奥山光一） ただいま上程されました報

告第１号 北海道市町村総合事務組合規約の制定

並びに廃止に関する専決処分の承認について提案

理由を申し上げますので、ご審議くださるようお

願いいたします。

北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃

止について、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により報告し承

認を求める。

提案理由といたしましては、北海道市町村総合

事務組合において石狩東部広域水道企業団、石狩

西部広域水道企業団及び北海道市町村職員退職手

当組合を構成団体とすることができないため、当

該団体の非常勤職員に対する公務災害補償等の事

務を処理できる（事務の委託）よう定める規約を

制定し、現行規約を廃止するため、平成31年２月

１日に専決処分したので、これを報告し、その承

認を求めるものであること。

以下、内容の説明は副町長からいたしますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（大内兆春） 以上で報告理由の説明を終

わります。

引き続き内容の説明を求めてまいりますが、規

約本文の内容が相当量となっておりますので、読

み上げについては省略したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、規約本文の読み上げについては省

略することに決定いたしました。

それでは、内容の説明を求めます。林副町長。

〇副町長（林 智明） それでは、ご指示により

まして、報告第１号について内容の説明をいたし

ます。

このたびの北海道市町村総合事務組合規約の制

定並びに廃止は、複合的一部事務組合については

地方自治法上北海道、または北海道を構成員とす

る一部事務組合が加入できないことから、その是

正を行うため規約を変更するものであります。規

約の変更には本来であれば議会の議決を求めると

ころでありますが、議会を招集する時間的余裕が

なく、緊急を要することから、これを平成31年２

月１日に専決処分したので、報告し、承認を求め

るものであります。

変更の主な内容でございますが、北海道市町村

総合事務組合の構成員及び共同処理する事務を定

めた北海道市町村総合事務組合規約の別表から石

狩東部広域水道企業団、石狩西部広域水道企業団

及び北海道市町村職員退職手当組合を削除し、他

の地方公共団体から事務の委託を受けられる旨を

規定した条文を加えるものであります。また、平

成29年度、平成30年度中に構成団体の名称変更等

があったものにつきましては今回の規約にて変更

するものであります。

以上が変更の内容でございますが、議長のお取

り計らいによりまして規約本文の読み上げは省略

をさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 以上で報告理由及び内容の

説明が終了いたしましたので、これより順次質疑、

討論、採決を行ってまいります。

報告第１号に対する質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより報告第１号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件について承認すること

にご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、報告第１号 北海道市町村総合事

務組合規約の制定並びに廃止に関する専決処分の

承認については、原案のとおり承認されました。

◎議案第３号 議案第４号

〇議長（大内兆春） 日程第12、議案第３号と日

程第13、議案第４号については関連がございます

ので、一括議題とし、提案理由並びに内容の説明

を求めてまいりたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、日程第12、議案第３号 上砂川町

一般廃棄物最終処分場設置条例の一部を改正する

条例制定についてと日程第13、議案第４号 上砂

川町水道事業給水条例の一部を改正する条例制定

についてを一括議題といたします。

それでは、提案理由の説明を求めます。奥山町

長。

〇町長（奥山光一） ただいま一括上程されまし

た議案第３号及び議員第４号について一括提案理

由を申し上げますので、ご審議くださるようお願

いいたします。

初めに、議案第３号 上砂川町一般廃棄物最終

処分場設置条例の一部を改正する条例制定につい

て。
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上砂川町一般廃棄物最終処分場設置条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定するものとす

る。

提案理由といたしましては、学校教育法の一部

を改正する法律の公布により廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行規則が改正されたことに伴

い、関係条項を改正するものであること。

次に、議案第４号 上砂川町水道事業給水条例

の一部を改正する条例制定について。

上砂川町水道事業給水条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定するものとする。

提案理由といたしましては、学校教育法の一部

を改正する法律の公布により布設工事監督者及び

水道技術管理者の資格要件が改正されたことに伴

い、関係条項を改正するものであること。

以下、内容の説明は副町長からいたしますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由の説明を終

わります。

引き続き内容の説明を求めます。林副町長。

〇副町長（林 智明） それでは、ご指示により

まして、議案第３号並びに議案第４号について一

括して内容の説明をいたします。

このたびの改正は、学校教育法の改正により本

年４月より新たな高等教育機関として専門職大学

制度が設けられることに伴い、一般廃棄物最終処

分場設置条例に規定する技術管理者並びに水道事

業給水条例に規定する布設工事監督者と水道技術

管理者の資格要件が一部改正されたことから、条

例の関係条項を改正するものであります。

具体的には専門職大学の前期課程を修了した者

は短期大学の卒業と同様の教育水準を達したもの

とみなされるため、条例に規定する短期大学には

専門職大学の前期課程が含まれ、短期大学卒業者

にも専門職大学の前期課程修了者が含まれること

を明記するものであります。

なお、条例本文の改正箇所につきましては、お

手元に配付の資料ナンバー１と資料ナンバー２の

新旧対照表をご参照願います。

それでは、本文に参ります。初めに、議案第３

号でございます。上砂川町一般廃棄物最終処分場

設置条例の一部を改正する条例。

上砂川町一般廃棄物最終処分場設置条例（平成

14年上砂川町条例第５号）の一部を次のように改

正する。

第４条第１項第６号及び第７号中「短期大学」

の次に「（同法に基づく専門職大学の前期課程を

含む。）」を、「卒業した」の次に「（同法に基づ

く専門職大学の前期課程を修了した場合を含

む。）」を加える。

附則

この条例は、平成31年４月１日から施行する。

続きまして、議案第４号でございます。上砂川

町水道事業給水条例の一部を改正する条例。

上砂川町水道事業給水条例（昭和33年上砂川町

条例第１号）の一部を次のように改正する。

第50条第１項第３号中「短期大学」の次に「（同

法による専門職大学の前期課程を含む。）」を、「卒

業した」の次に「（同法による専門職大学の前期

課程にあっては、修了した）」を加える。

第51条第１項第２号中「卒業した」の次に「（学

校教育法による専門職大学の前期課程にあって

は、修了した）」を、「同項第３号に規定する学

校を卒業した」の次に「（同法による専門職大学

の前期課程にあっては、修了した者）」を加え、

同項第４号中「卒業した」の次に「（当該学科目

を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課

程（以下この号において「専門職大学前期課程」

という。）を修了した場合を含む。）」を、「同項

第３号に規定する学校の卒業者」の次に「専門職

大学前期課程の修了者を含む。次号において同

じ。）」を加える。

附則

この条例は、平成31年４月１日より施行する。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由及び内容の
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説明を終わります。

◎議案第５号

〇議長（大内兆春） 日程第14、議案第５号 平

成30年度上砂川町一般会計補正予算（第６号）に

ついて議題といたします。

提案理由の説明を求めます。奥山町長。

〇町長（奥山光一） ただいま上程されました議

案第５号 平成30年度上砂川町一般会計補正予算

（第６号）について提案理由を申し上げますので、

ご審議くださるようお願いいたします。

平成30年度上砂川町一般会計補正予算（第６号）

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ7,730万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ36億5,320万円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。

平成31年３月８日提出、北海道上砂川町長。

以下、内容の説明は副町長からいたしますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由の説明を終

わります。

引き続き内容の説明を求めます。林副町長。

〇副町長（林 智明） それでは、議案第５号に

ついて内容の説明をいたします。

２ページであります。第１表、歳入歳出予算補

正。１、歳入、１款町税1,400万円の追加で、１

億7,302万9,000円となります。

１項町民税1,400万円の追加で、9,414万4,000

円となります。

９款地方交付税8,807万円の追加で、16億9,024

万1,000円となります。

１項地方交付税、同額であります。

12款使用料及び手数料465万8,000円の減額で、

１億7,388万3,000円となります。

１項使用料465万8,000円の減額で、１億5,692

万円となります。

13款国庫支出金997万7,000円の減額で、２億3,

391万3,000円となります。

１項国庫負担金749万7,000円の追加で、１億5,

582万円となります。

２項国庫補助金1,747万4,000円の減額で、7,66

4万2,000円となります。

14款道支出金380万7,000円の追加で、１億3,39

4万8,000円となります。

１項道負担金342万2,000円の追加で、１億466

万2,000円となります。

２項道補助金38万5,000円の追加で、2,328万4,

000円となります。

15款財産収入221万6,000円の追加で、1,967万7,

000円となります。

１項財産運用収入25万8,000円の追加で、1,768

万8,000円となります。

２項財産売払収入195万8,000円の追加で、198

万9,000円となります。

16款寄附金300万1,000円の追加で、301万2,000

円となります。

１項寄附金、同額であります。

17款繰入金9,010万円の減額で、9,250万円とな

ります。

１項基金繰入金１億6,000万円の減額で、2,260

万円となります。

２項特別会計繰入金6,990万円の追加で、6,990

万円となります。

18款諸収入771万3,000円の追加で、１億98万5,

000円となります。

５項雑入771万3,000円の追加で、9,034万8,000

円となります。

19款町債6,322万8,000円の追加で、８億7,192

万8,000円となります。
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１項町債、同額であります。

歳入合計が7,730万円の追加で、36億5,320万円

となります。

次ページ、歳出であります。２、歳出、２款総

務費4,951万5,000円の追加で、３億7,652万8,000

円となります。

１項総務管理費4,951万5,000円の追加で、３億

4,128万9,000円となります。

３款民生費1,502万2,000円の追加で、13億1,02

9万5,000円となります。

１項社会福祉費1,667万4,000円の追加で、６億

5,234万円となります。

２項児童福祉費165万2,000円の減額で、６億5,

534万5,000円となります。

４款衛生費33万5,000円の減額で、２億5,469万

6,000円となります。

１項保健衛生費69万4,000円の減額で、１億4,5

94万6,000円となります。

２項清掃費35万9,000円の追加で、１億875万円

となります。

７款商工費4,500万円の追加で、１億1,563万9,

000円となります。

１項商工費、同額であります。

８款土木費2,535万円の減額で、３億9,151万9,

000円となります。

１項土木管理費282万7,000円の減額で、１億3,

249万8,000円となります。

２項道路橋りょう費649万9,000円の減額で、１

億4,010万2,000円となります。

３項住宅費1,602万4,000円の減額で、１億1,89

1万9,000円となります。

９款消防費547万8,000円の減額で、２億1,136

万6,000円となります。

１項消防費、同額であります。

10款教育費124万円の追加で、１億1,840万2,00

0円となります。

２項小学校費60万円の追加で、3,222万円とな

ります。

３項中学校費64万円の追加で、4,476万2,000円

となります。

12款公債費269万4,000円の減額で、３億5,909

万3,000円となります。

１項公債費、同額であります。

13款職員費38万円の追加で、４億6,713万7,000

円となります。

１項職員費、同額であります。

歳出合計が7,730万円の追加で、36億5,320万円

となります。

次ページであります。第２表、地方債補正。１、

変更、起債の目的、補正前限度額、補正後限度額。

臨時財政対策、5,800万円、6,542万8,000円。過

疎地域自立促進特別事業、5,680万円、5,030万円。

役場庁舎建設実施設計事業、5,580万円、5,490万

円。認定こども園等複合施設建設事業、４億4,10

0万円、５億5,070万円、末広橋長寿命化補修事業、

210万円、190万円、春日橋長寿命化補修事業、1,

400万円、1,310万円、町道鶉北線路盤改良舗装事

業2,330万円、全額減額であります。下鶉改良住

宅改善事業、990万円、950万円。東山団地改善事

業、3,190万円、3,040万円。鶉改良住宅屋根外壁

塗装事業、1,480万円、全額減額であります。水

槽付消防ポンプ自動車更新事業、5,980万円、5,4

40万円。

事項別明細書14ページ、歳出でございます。こ

のたびの補正につきましては最終補正予算であ

り、各費目の減額につきましてはそのほとんどが

精査であります。また、主なものは基金への積立

金でありますので、予算額の読み上げとさせてい

ただき、減額の大きいものと追加となる費目を中

心に説明をさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。

３、歳出、２款１項１目一般管理費4,157万1,0

00円の追加で、１億821万円となります。４節共

済費は臨時職員の異動による精査で、25節積立金

4,125万9,000円の追加は、ふるさと納税に23件分

をふるさとづくり基金に209万1,000円、公共施設
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整備基金に3,800万円、財政調整基金へ利息分25

万8,000円、一般寄附金７件分を地域振興基金に9

1万円積み立てるものであります。

５目財産管理費740万円の追加で、１億5,357万

6,000円となります。11節需用費263万8,000円の

追加は、福祉医療センター各種修繕料であります。

15節工事請負費は精査であります。18節備品購入

費は、町立診療所の薬剤分包機更新として680万

円計上するものであります。

11目地域振興費294万7,000円の追加で、２億９

万1,000円となります。８節報償費は移住定住奨

励金の精査で、11節需用費25万円の追加と14節使

用料及び賃借料24万円の追加は北海道日本ハムフ

ァイターズ応援大使事業消耗品とバスの借り上げ

料の計上であります。19節負担金、補助及び交付

金325万7,000円の追加は、中央バス路線維持助成

金の計上であります。

12目地域おこし協力隊事業費240万3,000円の減

額で、1,846万5,000円となります。１節報酬から

４節共済費までは人件費の精査で、18節備品購入

費20万円の追加はふらっとに新メニュー制作用の

オーブンを購入するものであります。

３款１項１目社会福祉総務費1,922万6,000円の

追加で、３億6,993万5,000円となります。13節委

託料152万5,000円の追加は、道の請求事務の変更

に伴い事務の簡素化を図るため、北海道医療給付

システムを導入するものであります。20節扶助費

1,880万9,000円の追加は対象者増による精査で、

28節繰出金は精査であります。

２目老人福祉費111万1,000円の減額は精査であ

ります。

〇議長（大内兆春） 続けてください。

〇副町長（林 智明） ５目介護保険費53万5,00

0円の追加と８目後期高齢者医療費197万6,000円

の減額は、いずれも精査であります。

２項１目児童福祉総務費230万円の減額は、対

象者数減による精査であります。

２目保育所費24万8,000円の追加で、1,664万8,

000円となります。７節賃金15万円の追加は臨時

代替調理員分の精査で、19節負担金、補助及び交

付金は９万8,000円の追加は11月に滝川市から転

入してきた園児が１月末まで滝川の保育園に通園

していたことから、広域入所負担金として計上す

るものであります。

３目認定こども園建設費40万円の追加は、施設

概要パンフレットの作成経費の計上であります。

４款１項１目保健衛生総務費69万4,000円の減

額で、１億2,518万8,000円となります。11節需用

費15万円の追加は東鶉歯科診療所の屋根の修繕料

で、28節繰出金は水道事業会計の繰出金の精査で

あります。

２項２目じん芥処理費35万9,000円の追加で、9,

875万円となります。11節需用費69万2,000円の追

加はじん芥車の修繕料で、19節負担金、補助及び

交付金は負担金の精査であります。

７款１項２目企業開発費4,500万円の追加で、8,

140万5,000円となります。19節負担金、補助及び

交付金2,500万円の追加は燃料費の高騰、また昨

年９月の大規模停電による宿泊キャンセルやシン

ガポールの中学生団体のキャンセルなどによる減

収、さらには振興公社に貸与している旧通園バス

が購入後30年を経過し、修理部品もないことから、

バスの更新費用も含め振興公社に助成するもので

あります。25節積立金2,000万円の追加は、産業

振興基金に積み立てするものであります。

８款１項１目土木総務費282万7,000円の減額は

精査であります。

２項１目道路維持費649万9,000円の減額は精査

であります。

３項１目住宅管理費は地方債を借り入れしなか

ったことによる財源内訳の変更で、２目公営住宅

建設費1,602万4,000円の減額は工事費の精査であ

ります。

９款１項１目消防費547万8,000円の減額は、消

防ポンプ自動車入札減に伴う負担金の精査であり

ます。
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10款２項１目学校管理費60万円の追加と３項１

目学校管理費64万円の追加は、教師用パソコン更

新費用の計上であります。

12款１項１目元金37万1,000円の減額と２目利

子232万3,000円の減額は、いずれも臨時財政対策

債利率見直しと一時借入金利子の精査でありま

す。

13款１項１目職員給与費38万円の追加は精査で

あります。

次に、９ページ、歳入であります。２、歳入、

１款１項１目個人400万円の追加は課税人員の

増で、２目法人1,000万円の追加は誘致企業１社

の決算納付の増であります。

９款１項１目地方交付税8,807万円の追加は、

交付決定額の追加であります。

12款１項４目土木使用料465万8,000円の減額は

精査であります。

13款１項１目民生費負担金749万7,000円の追加

は精査であります。

２項４目土木費補助金1,747万4,000円の減額

は、歳入減に伴う精査であります。

14款１項１目民生費負担金341万4,000円の追加

と２目保険基盤安定拠出金8,000円の追加は、い

ずれも精査であります。

２項１目総務費補助金38万5,000円の追加は精

査であります。

15款１項２目利子及び配当金25万8,000円の追

加は、基金利子であります。

２項２目不動産売払収入195万8,000円の追加

は、下鶉分譲団地１区画分の売払収入の計上であ

ります。

16款１項１目寄附金300万1,000円の追加は、歳

出同額を計上するものであります。

17款１項１目基金繰入金１億6,000万円の減額

は、いずれも他の財源が確保できたことによる減

額であります。

２項１目特別会計繰入金6,990万円の追加は、

国民健康保険特別会計から一般会計に繰り入れす

るものであります。

18款５項５目雑入771万3,000円の追加は、空知

中部広域連合の包括的支援事業において特例の上

限額の該当となったことから、678万7,000円を追

加し、その他の雑入は精査であります。

19款１項１目総務債２万8,000円の追加は、同

意予定額を計上するものであります。

３目土木債4,110万円の減額は、歳出の減と借

り入れをとめたことによる精査であります。

４目消防債540万円の減額は、歳出減に伴う精

査であります。

５目民生債１億970万円の追加は、同意予定額

を計上するものであります。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

ここで暫時休憩。

休憩 午前１０時５１分

再開 午前１１時００分

〇議長（大内兆春） 休憩を解きまして、休憩前

に引き続き会議を開きます。

◎議案第６号

〇議長（大内兆春） 日程第15、議案第６号 平

成30年度上砂川町国民健康保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第１号）について議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。奥山町長。

〇町長（奥山光一） ただいま上程されました議

案第６号 平成30年度上砂川町国民健康保険特別

会計（事業勘定）補正予算（第１号）について提

案理由を申し上げますので、ご審議くださるよう

お願いいたします。

平成30年度上砂川町国民健康保険特別会計（事

業勘定）補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ
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れ7,660万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億7,178万7,000円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成31年３月８日提出、北海道上砂川町長。

以下、内容の説明は副町長からいたしますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由の説明を終

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

〇副町長（林 智明） それでは、議案第６号に

ついて内容の説明をいたします。

２ページであります。第１表、歳入歳出予算補

正。１、歳入、１款国民健康保険税122万3,000円

の減額で、4,206万6,000円となります。

１項国民健康保険税、同額であります。

３款繰入金110万8,000円の減額で、4,926万3,0

00円となります。

１項一般会計繰入金、同額であります。

４款諸収入7,893万8,000円の追加で、8,044万

円6,000となります。

２項雑入7,893万8,000円の追加で、8,044万4,0

00円となります。

歳入合計が7,660万7,000円の追加で、１億7,17

8万7,000円となります。

２、歳出、１款総務費7,660万7,000円の追加で、

１億7,163万2,000円となります。

１項総務管理費7,660万7,000円の追加で、１億

7,049万7,000円となります。

歳出合計が7,660万7,000円の追加で、１億7,17

8万7,000円となります。

事項別明細書、５ページ、歳出でございます。

３、歳出、1款１項１目一般管理費7,660万7,000

円の追加で、１億7,049万7,000円となります。19

節負担金、補助及び交付金は広域連合分賦金の精

査で、25節積立金は広域連合分賦金前年度精算還

付金が生じたことから、国民健康保険特別会計基

金に900万円を積み立て、28節繰出金は前年度清

算金のほかに広域化支援給付基金精算還付金も生

じたことから、一般会計繰出金として6,990万円

計上するものであります。

次に、４ページ、歳入であります。２、歳入、

１款１項１目一般被保険者国民健康保険税122万

3,000円の減額は、資格異動及び所得の減による

ものであります。

３款１項１目一般会計繰入金110万8,000円の減

額は、当初見込みの歳出不足分について精算還付

金が生じましたので、精査するものであります。

４款２項３目雑入7,893万8,000円の追加は、各

精算金等の追加であります。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎議案第７号

〇議長（大内兆春） 日程第16、議案第７号 平

成30年度上砂川町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。奥山町長。

〇町長（奥山光一） ただいま上程されました議

案第７号 平成30年度上砂川町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）について提案理由を申

し上げますので、ご審議くださるようお願いいた

します。

平成30年度上砂川町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ433万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ6,995万6,000円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成31年３月８日提出、北海道上砂川町長。

以下、内容の説明は副町長からいたしますので、
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よろしくお願いいたします。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由の説明を終

わります。

引き続き内容の説明を求めます。林副町長。

〇副町長（林 智明） それでは、議案第７号に

ついて内容の説明をいたします。

２ページであります。第１表、歳入歳出予算補

正。１、歳入、１款後期高齢者医療保険料408万1,

000円の減額で、4,350万5,000円となります。

１項後期高齢者医療保険料、同額であります。

３款国庫支出金1,000円の減額で、74万円とな

ります。

１項国庫補助金、同額であります。

４款繰入金25万2,000円の減額で、2,549万3,00

0円となります。

１項一般会計繰入金、同額であります。

６款繰越金3,000円の追加で、3,000円となりま

す。

１項繰越金、同額であります。

歳入合計が433万1,000円の減額で、6,995万6,0

00円となります。

２、歳出、２款後期高齢者医療広域連合納付金

433万1,000円の減額で、6,721万9,000円となりま

す。

１項後期高齢者医療広域連合納付金、同額であ

ります。

歳出合計が433万1,000円の減額で、6,995万6,0

00円となります。

事項別明細書６ページ、歳出でございます。３、

歳出、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付

金433万1,000円の減額は、後期高齢者医療広域連

合負担金の精査であります。

次に、４ページ、歳入であります。２、歳入、

１款１項１目特別徴収保険料322万2,000円の減額

と２目普通徴収保険料85万9,000円の減額は、い

ずれも被保険者数の減によるものであります。

３款１項１目総務費補助金1,000円の減額は確

定精査であります。

４款１項１目事務費繰入金26万3,000円の減額

と２目保険基盤安定繰入金１万1,000円の追加は、

いずれも精査であります。

６款１項１目繰越金3,000円の追加は、前年度

繰越金を全額計上するものであります。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎議案第８号

〇議長（大内兆春） 日程第17、議案第８号 平

成30年度上砂川町下水道事業特別会計補正予算

（第３号）について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。奥山町長。

〇町長（奥山光一） ただいま上程されました議

案第８号 平成30年度上砂川町下水道事業特別会

計補正予算（第３号）について提案理由を申し上

げますので、ご審議くださるようお願いいたしま

す。

平成30年度上砂川町下水道事業特別会計補正予

算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ356万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億6,128万9,000円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。

平成31年３月８日提出、北海道上砂川町長。

以下、内容の説明は副町長からいたしますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由の説明を終

わります。

引き続き内容の説明を求めます。林副町長。

〇副町長（林 智明） それでは、議案第８号に
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ついて内容の説明をいたします。

２ページであります。第１表、歳入歳出予算補

正。１、歳入、２款使用料及び手数料92万円の減

額で、3,162万2,000円となります。

１項使用料、同額であります。

３款国庫支出金50万円の減額で、400万円とな

ります。

１項国庫補助金、同額であります。

４款繰入金204万7,000円の減額で、１億1,217

万円となります。

１項一般会計繰入金、同額であります。

６款町債10万円の減額で、1,290万円となりま

す。

１項町債、同額であります。

歳入合計が356万7,000円の減額で、１億6,128

万9,000円となります。

２、歳出、１款下水道費353万円の減額で、6,2

17万8,000円となります。

１項下水道整備費353万円の減額で、5,348万7,

000円となります。

２款公債費３万7,000円の減額で、9,901万1,00

0円となります。

１項公債費、同額であります。

歳出合計が356万7,000円の減額で、１億6,128

万9,000円となります。

次ページであります。第２表、地方債補正。１、

変更、起債の目的、特定環境保全公共下水道事業

債、補正前限度額450万円、補正後限度額440万円。

事項別明細書７ページ、歳出でございます。３、

歳出、１款１項１目総務管理費12万円の追加は、

消費税及び地方消費税の確定精査であります。

２目下水道建設費365万円の減額は精査であり

ます。

２款１項１目元金61万8,000円の追加と２目利

子65万5,000円の減額は、償還方法、借り入れ利

率の変更によるものであります。

次に、５ページ、歳入であります。２、歳入、

２款１項１目下水道使用料92万円の減額は、１節

現年度使用料は使用料減による精査で、２節滞納

繰越分は滞納繰り越し分の確定精査であります。

３款１項１目下水道事業費補助金50万円の減額

は精査であります。

４款１項１目一般会計繰入金204万7,000円の減

額は、一般会計繰入金を減額するものであります。

６款１項１目下水道事業債10万円の減額は精査

であります。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

◎議案第９号

〇議長（大内兆春） 日程第18、議案第９号 平

成30年度上砂川町水道事業会計補正予算（第３号）

について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。奥山町長。

〇町長（奥山光一） ただいま上程されました議

案第９号 平成30年度上砂川町水道事業会計補正

予算（第３号）について提案理由を申し上げます

ので、ご審議くださるようお願いいたします。

（総則）

第１条 平成30年度上砂川町水道事業会計補正

予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 平成30年度上砂川町水道事業会計予算

（以下「予算」という。）第３条及び平成30年度

上砂川町水道事業会計補正予算（以下「補正予算」

という。）（第２号）第２条に定めた収益的収入

及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（収入）

科目、第１款水道事業収益、既決予算額１億3,

394万4,000円、補正予算額150万円の減額、計１

億3,244万4,000円。

第１項営業収益、8,654万8,000円、300万円の

減額、8,554万8,000円。

第２項営業外収益、4,739万6,000円、150万円、

4,889万6,000円。
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（支出）

科目、第１款水道事業費用、既決予算額１億3,

394万4,000円、補正予算額150万円の減額、計１

億3,244万4,000円。

第２項営業外費用、2,670万1,000円、150万円

の減額、2,520万1,000円。

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条及び補正予算（第１号）第

２条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次

のとおり補正する。

（収入）

科目、第１款資本的収入、既決予算額１億1,85

7万9,000円、補正予算額384万4,000円の減額、計

１億1,473万5,000円。

第２項企業債、3,710万円、110万円の減額、3,

560万円。

第４項他会計補助金、926万3,000円、234万4,0

00円の減額、691万9,000円。

次ページです。

（支出）

科目、第１款資本的支出、既決予算額１億6,96

2万7,000円、補正予算額384万4,000円の減額、計

１億6,578万3,000円。

第２項建設改良費、5,860万円、384万4,000円

の減額、5,475万6,000円。

（企業債）

第４条 予算第５条に定めた、企業債の限度額

「3,710万円」を「3,560万円」に改める。

（他会計からの補助金）

第５条 補正予算（第２号）第４条に定めた、

企業債利息償還等のため、一般会計からこの会計

へ繰入を受ける金額「4,554万6,000円」を「4,70

4万6,000円」に改め、補正予算（第１号）第３条

に定めた、建設改良のため、一般会計からこの会

計へ補助を受ける金額「926万3,000円」を「691

万9,000円」に改める。

平成31年３月８日提出、北海道上砂川町水道事

業管理者、北海道上砂川町長。

以下、内容の説明は副町長からいたしますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由の説明を終

わります。

引き続き内容の説明を求めます。林副町長。

〇副町長（林 智明） それでは、議案第９号に

ついて内容の説明をいたします。

３ページであります。平成30年度水道事業会計

予算実施補正計画書。収益的収入及び支出、収益

的収入、１款水道事業収益150万円の減額で、１

億3,244万4,000円となります。

１項営業収益300万円の減額で、8,354万8,000

円となります。

１目給水収益300万円の減額で、8,340万6,000

円となります。

２項営業外収益150万円の追加で、4,889万6,00

0円となります。

２目繰入金150万円の追加で、4,704万6,000円

となります。

収益的支出、１款水道事業費用150万円の減額

で、１億3,244万4,000円となります。

２項営業外費用150万円の減額で、2,520万1,00

0円となります。

１目支払利息及び企業債取扱費135万円の減額

で、2,064万7,000円となります。

３目消費税及び地方消費税15万円の減額で、36

2万9,000円となります。

次ページであります。資本的収入及び支出、資

本的収入、１款資本的収入384万4,000円の減額で、

１億1,473万5,000円となります。

２項企業債150万円の減額で、3,560万円となり

ます。

１目企業債、同額であります。

４項他会計補助金234万4,000円の減額で、691

万9,000円となります。

１目他会計補助金、同額であります。

資本的支出、１款資本的支出384万4,000円の減

額で、１億6,578万3,000円となります。
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２項建設改良費384万4,000円の減額で、5,475

万6,000円となります。

１目簡易水道等施設整備事業費、193万8,000円

の減額で、4,876万2,000円となります。

２目配水管整備事業費190万6,000円の減額で、

599万4,000円となります。

事項別明細書５ページ、収益的支出でございま

す。収益的支出、水道事業費用、営業外費用、１

目支払利息及び企業債取扱費135万円の減額は、

一時借入金利息の精査であります。

３目消費税及び地方消費税15万円の減額は、消

費税及び地方消費税の確定精査であります。

次に、収益的収入に参ります。収益的収入、水

道事業収益、営業収益、１目給水収益300万円の

減額は、家事用使用量減による精査であります。

水道事業収益、営業外収益、２目繰入金150万

円の追加は、収支不足分について一般会計繰入金

を充当するものであります。

次に、６ページ、資本的支出であります。資本

的支出、資本的支出、建設改良費、１目簡易水道

等施設整備事業費193万8,000円の減額と２目配水

管整備事業費190万6,000円の減額は、工事費等の

精査であります。

次に、資本的収入に参ります。資本的収入、資

本的収入、企業債、１目企業債150万円の減額は、

工事費の減額による精査であります。

資本的収入、他会計補助金、１目他会計補助金

234万4,000円の減額は、一般会計補助金を減額す

るものであります。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由及び内容の

説明を終わります。

ここで昼食のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２２分

再開 午後 零時５９分

〇議長（大内兆春） 昼食休憩を解きまして、休

憩前に引き続き会議を開きます。

◎町政執行方針

〇議長（大内兆春） 日程第19、町政執行方針に

ついて議題といたします。

町政執行方針の説明を求めます。奥山町長。

〇町長（奥山光一） それでは、平成31年度町政

執行方針を申し上げます。お手元に配付しており

ます資料１ページをごらん願います。

平成31年第１回上砂川町議会定例会の開会にあ

たり、私の所信と施策の大綱を申し述べ、皆さん

のご理解とご協力を賜りたいと存じます。

私は、町民各位をはじめ各団体の皆様のご支援

を賜り、町長として２期目の町政執行の重責を担

わせていただくことになり、早１年を経過すると

ころであります。この間、急速な人口減少と少子

高齢化など町政運営に大きな影響を及ぼす課題の

ある中、「第７期上砂川町総合計画」及び「上砂

川町まち・ひと・しごと総合戦略」に基づき、子

育て支援事業や高齢者支援事業及び移住定住対策

などに、議員各位並びに町民の皆さんのご協力を

賜り、課題解決に向け取り組みながら町政を執行

してきたところであります。

本町の財政運営につきましては、自主財源に乏

しく、地方交付税に大きく依存する脆弱な財政基

盤であることから、国の財政状況によっては、さ

らに厳しい行財政運営を強いられることも想定さ

れます。

常に効率的行政運営に努めつつ、多様化する町

民ニーズをしっかりと把握するとともに、限られ

た財源を効果的に活用し、将来に向け持続可能な

行政財政運営がなせるよう全力を傾注してまいる

所存であります。

本年は、上砂川町に開拓の鍬が下ろされ120年、

開町70年の節目の年を迎えます。先人が築き上げ

たこの町を守り、町民の幸せと将来をしっかりと

見据え、住民対話を大切にし、皆さんから寄せら

れた信頼と期待に応えるべく行政運営に努め、職

員とともに「ゆめ・希望・そして輝く・上砂川の

創生」を目指し、全力で取り組んでまいる所存で
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ありますので、一層のご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

以下、平成31年度の主要施策の大綱について申

し上げます。

第一 健康でいきいきと暮らせるまち

１．安心して子どもを産み育てる環境づくりの推

進

子育て支援につきましては、新たな地域の子育

て支援の拠点として４月に開園する認定こども園

において、子育て世代の負担軽減を図るため保育

費用の無償化や医師からの処方による薬に限り投

薬を開始するとともに、音楽、運動を取り入れた

特色ある幼児教育など保育環境の整備に努めてま

いります。

なお、本年度においては、園庭の整備と旧保育

園の除却に着手してまいります。

また、認定こども園に併設する児童館につきま

しては、放課後の子どもの居場所や遊び場を提供

するため、図書室・遊戯室・創作活動室を配置し

児童館機能の充実を図ります。

２．地域共生社会づくりの推進

地域共生社会づくりにつきましては、高齢者や

障がい者が住み慣れた地域で安全で安心して暮ら

せるよう、昨年拡充した除雪サービスや高齢者等

冬の生活支援事業を継続し、在宅福祉サービスの

充実を図ります。

地域見守り活動につきましては、民間事業者に

よる見守り活動に加え、社会福祉協議会など関係

機関との連携により、ボランティア活動の推進と

ネットワークの充実に努めてまいります。

また、障がい者支援につきましては、障がい児

と難病患者を加えた「第５期障がい福祉計画」に

基づき、障がい者福祉施策の推進と充実に努める

とともに、障がい者の重度化や高齢化、親亡き後

を見据え、障がい者の生活を地域全体で支える地

域生活支援拠点等の体制整備について検討してま

いります。

介護保険事業につきましては、要介護状態にな

っても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生

の最後まで続けることができるよう、住まい・医

療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される

体制を目指し、地域ケア会議及び地域包括ケアシ

ステムの推進に努めてまいります。

３．生涯にわたる健康づくりの推進

健康づくりにつきましては、生活習慣病予防と

重症化予防を基本に、昨年から実施している乳が

ん検診の超音波検診及び小中学生の生活習慣病予

防健診を継続するとともに、新たに後期高齢者健

康診査の集団健診の実施や前立腺がん検診を町内

及び砂川市の医療機関でも受診できるよう拡充し

てまいります。

また、自分の健康は自分で守ることを基本に各

種検診の受診を促すため、検診自己負担の軽減を

継続し、早期発見、早期予防に努めてまいります。

高齢者の健康維持と介護予防対策につきまして

は、65歳以上の健診の事後指導並びに各地域で実

施している住民主体の「いきいき百歳体操」を支

援するとともに、引き続き訪問リハビリテーショ

ンや地域おこし協力隊と連携した介護予防事業に

取り組んでまいります。

第二 あらゆる世代が豊かな心を育むまち

１．子どもたちが健やかに成長する教育の推進

総合教育会議において策定された「教育大綱」

に基づき、次代を担う子どもたちの育成とその基

盤となる教育環境づくりに努め、基礎的・基本的

な知識をしっかり身につける教育を支援してまい

ります。

学校教育につきましては、公設学習塾の対象学

年、教科の拡充を支援し、基礎学力の向上と定着

を図ってまいります。

プログラミング教育につきましては、小学校は

2020年度から中学校においては2021年度から必修

になることから、教職員に対し各種研修会への参

加を促すとともに、ソフト・ハードの整備につい

ても検討してまいります。

いじめ問題につきましては、「上砂川町いじめ
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防止等基本方針」に基づき、「いじめを絶対に見

逃さない」という姿勢のもと、早期発見・早期対

応に努めてまいります。

準要保護世帯に対する新入学学用品等就学援助

につきまして、保護者の負担軽減を図るため、入

学前支給を継続してまいります。

２．生涯にわたり学べる環境づくりの推進

社会教育につきましては、乳幼児期から高齢者

までの様々な学習ニーズに応えるため、「フラダ

ンス教室」や「スマホ写真講座」等を新たに開催

し、各世代の学習機会の充実が図られるよう支援

してまいります。

各町児童公園につきましては、年次計画のもと、

引き続き遊具の更新整備を実施してまいります。

このほか、具体的な教育行政の施策につきまし

ては、教育行政執行方針で述べられますので省か

せていただきます。

第三 安全で生活環境が整ったまち

１．快適で住みよい環境づくりの推進

土地利用につきましては、各種計画との調整を

図り、実情に即した土地の利活用を図るとともに、

中心市街地の空地利用計画を検討してまいりま

す。

道路整備につきましては、鶉北線の改良舗装工

事と豪雨に対応するため各所排水工事を行うとと

もに、橋梁長寿命化計画に基づき、末広橋の補修

工事を実施してまいります。

除排雪につきましては、冬期間における除雪体

制を維持し、生活道路の安全・安心対策や通行確

保に努めてまいります。

交通の確保につきましては、路線バス利用者の

減少により減便傾向にあることから、地域住民の

足を守るため便数確保に努めるとともに、現在実

証運行しております乗り合いタクシーの実証結果

を地域公共交通会議において分析検証し、地域交

通体制のあり方について検討してまいります。

水道事業につきましては、水道施設の適正な維

持管理を図るため、老朽化の著しい東鶉及び緑が

丘地区の配水管布設替整備及び浄水場の電気計装

設備の更新を行い、生活水の安定供給と安全確保

に努めてまいります。

下水道事業につきましては、昨年の大規模停電

の経験を踏まえ、マンホールポンプの停電時対応

訓練を実施するとともに、未整備住宅への水洗化

の促進と、適正な維持管理に努めてまいります。

町営住宅整備につきましては、快適な住環境を

提供するため、東山高齢者住宅の陸屋根改修工事

のほか、中央単身者住宅の屋根葺替・外壁改修工

事、鶉地区の屋根・外壁塗装工事を実施してまい

ります。

分譲団地につきましては、昨年、分譲を開始い

たしました下鶉地区分譲地のほか、中町・本町分

譲地の販売促進に努めるため、移住定住奨励金制

度のほか、町の各種施策を積極的に情報発信し、

完売に努めてまいります。

２．安心安全に暮らせるまちづくりの推進

消防・防災体制につきましては、老朽化した高

規格救急自動車と積載するＡＥＤや搬送器具等を

更新し、救急体制の充実強化を図ってまいります。

また、近年多発している大規模自然災害に即応

するため、地域防災計画・水防計画に沿った迅速

かつ的確な防災体制を確立させるとともに、日常

的に危険箇所や要援護者の把握を行い、災害発生

時における迅速適正な対応に備えてまいります。

災害時に適切な行動がとれるよう防災訓練等を

実施するとともに、昨年の大規模停電の教訓も生

かし、被災時の避難生活に備えた災害備蓄品につ

いても計画的に整備してまいります。

防犯対策につきましては、警察署や防犯協会な

どの関係機関と密接な連携を図り、犯罪のない安

心・安全なまちづくりを推進してまいります。

交通安全対策につきましては、警察署や交通安

全推進委員会などと連携し、飲酒運転の撲滅と交

通安全啓発に努め、交通事故死ゼロの日3,500日

を目指すとともに、昨年より開始した高齢者運転

免許証自主返納支援事業についてもさらなる普及



－23－

啓発に努めてまいります。

消費者保護対策につきましては、依然として高

齢者を狙った悪質な特殊詐欺事件が発生している

ことから、消費者被害防止ネットワークを中心に、

関係機関・団体との連携を強化し、消費者被害防

止訪問講座の実施や町広報などによる啓発運動の

推進により、消費者被害の防止に努めてまいりま

す。

鳥獣対策につきましては、ヒグマやエゾシカな

どの目撃が相次いでいることから、駆除体制を強

化し個体駆除を拡大するなど、捕獲、駆除に向け

た対策を猟友会などと連携を図り、実施してまい

ります。

空き家等の危険建物につきましては、町民及び

地域の安全・安心と生活環境の保全を図り、併せ

て空き家やその跡地の有効活用など、空き家に対

する対策を総合的かつ計画的に推進するため、法

令に基づいた「上砂川町空き家等対策計画」の策

定に努めてまいります。

３．やさしい環境づくりの推進

ごみの分別収集につきましては、衛生協力会と

連携し、環境にやさしい循環型社会の形成を進め

るとともに、資源ごみにつきましては、分別方法

の見直しを行い、資源のリサイクルとごみの減量

化を推進してまいります。また、老朽化した塵芥

収集車を更新し、収集体制の円滑化を図ってまい

ります。

一般廃棄物最終処分場につきましては、適正な

管理と延命を図るため計画的に改修整備を行って

まいります。

第四 魅力と活力があふれるまち

１．活力ある商工業の振興

商業の振興につきましては、高齢者等へのきめ

細やかなサービスの提供ができるよう商工会議所

の生活支援コーディネーターが進める地域密着型

サービス等への取り組みについて支援してまいり

ます。

また、工業の振興につきましては、誘致企業を

含む既存企業の経営の安定・強化を図るため、商

工会議所をはじめ関係団体と密接な連携により、

国・道の各種支援制度を活用しながら更なる育成

・助長に努めてまいります。

２．安定した雇用と働きやすい環境づくりの推進

新たな産業の構築につきましては、新たな企業

の誘致に向け、道や関係機関と情報共有を図りな

がら積極的な活動を推進してまいります。

また、既存企業の事業拡大に伴う設備投資につ

きましては、企業助成制度と併せ国・道の支援制

度を活用し支援してまいります。

労働力の確保につきましては、道などで開催す

る合同企業説明会やシェアハウスを活用した就業

体験を実施してまいります。また、近隣高校の生

徒を対象とした職場見学バスツアーを引き続き実

施するとともに、企業パンフレットの制作費用や

求人情報等の掲載料の一部助成による企業支援を

行い、新規学卒者などの労働力確保に努めてまい

ります。

３．観光資源の活用や魅力づくりの推進

観光につきましては、上砂川岳温泉「パンケの

湯」を中心に豊かな自然環境等の資源を有効に活

用するとともに、来館者に喜ばれる新メニューの

開発を進めてまいります。

本町最大のイベントであります仮装盆踊り花火

大会につきましては、町民の期待と町外観光入込

客による経済波及効果も大きいことから引き続き

支援するとともに、日本ハムファイターズの市町

村応援大使として、中田翔選手、石川亮選手が選

ばれたことから日本ハムファイターズ上砂川後援

会と連携しながら各種事業を展開し、交流人口の

増加を図ります。

魅力づくり、地域活性化対策につきましては、

将来を担う若年層や地域おこし協力隊、関係機関

・団体と協力し、今後のまちづくりに対する気運

の醸成に努めてまいります。

特産品の開発につきましては、「まちの駅ふら

っと」において地域おこし協力隊による開発・販
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売促進に努めるほか、振興公社において販売して

おりますニジマスの薫製や薫製醤油のほかに新た

な商品開発について支援してまいります。

第五 みんなで創るまち

１．ともに行動するまちづくりの推進

町民が主体性を持つまちづくりにつきまして

は、自治会連絡協議会等と連携し地域活動を支援

するとともに、まちづくり町民会議や関係機関・

団体との意見交換等を通して町民のニーズや行政

に対する町民の意見を把握しながら、将来に夢と

希望の持てるまちづくりを推進してまいります。

地域コミュニティ活動につきましては、人口減

少と高齢化により活動が停滞傾向にあることか

ら、「地域サポート制度」による職員派遣を継続

し、自治会活動が衰退しないよう、地域と行政が

連携したまちづくりに努めるとともに地域の担い

手となる人材づくり事業につきましても、自治会

と連携を図ってまいります。

また、地域住民の活動拠点であり、避難場所で

もある生活館・集会所については、建築年次の古

い下鶉生活館と鶉若葉生活館の建て替えについて

検討してまいります。

情報発信につきましては、町広報と町ホームペ

ージは、町の最新情報を伝える重要な情報発信源

であることから、情報収集と的確な情報発信に努

めるとともに、地デジ広報により、災害やイベン

ト情報などタイムリーな情報を発信してまいりま

す。

人口減少・移住定住対策につきましては、子育

て・教育・高齢者の各施策の充実や住環境の整

備、移住定住奨励金の拡充等により、人口の定着

化を図るとともに、地域おこし協力隊と連携して

地域の活性化や首都圏でのイベントへの参加な

ど、本町のＰＲに努め移住を推進してまいります。

また、「まちの駅ふらっと」を町民の憩いの場

として提供しつつ、施設を最大限活用した事業の

実施により地域の活性化を推進してまいります。

役場庁舎につきましては、実施設計に基づき20

20年度末の竣工を目指し新築工事に着手するとと

もに、新築工事を円滑に進めるため西館の除却工

事を実施してまいります。

本年は、明治32年に福井県鶉村からの入植によ

る開拓以来120年、昭和24年の開町以来70年の記

念すべき節目の年を迎えます。今日の上砂川町を

築き上げた先人の遺業をしのび、永く後世に伝え

るため、既存事業の協賛拡充を中心とした記念事

業を実施してまいります。

２．持続可能な財政運営の推進

本町の財政運営につきましては、依然として地

方交付税に大きく依存する状況にある中、交付税

の算定においては、人口減少が大きく反映される

など不透明な状況にあります。

重要課題であります人口減少問題に対しては、

長期的な視点に立ち、町外からの転入者等に対す

る施策はもとより、これまで町内に居住している

町民に対しても、町に対する誇りと愛着を深め、

安心して永住することのできる魅力ある町づくり

に、積極的かつ重点的に予算措置をしてまいりま

す。

「ゆめと希望に満ちた輝くまちの創生」の実現

に向けて、これまで展開してきた事業施策を引き

続き確かな形として、次なるステージへと展開す

べく、町民と一体となり、新たな町づくりに限ら

れた財源を有効に活用するため、優先すべき課題

や住民ニーズを見極めながら、効果的な事業の実

施と健全で効率的な財政運営に努めてまいりま

す。

国民健康保険につきましては、昨年４月に保険

者が都道府県となり、療養費が平準化となりまし

たので、事業費納付金の動向を鑑みて、国民健康

保険税の見直しを検討してまいります。

３．広域的連携の推進

広域的な連携につきましては、行政の効率化と

町民の利便性の維持、向上のため広い観点での検

討が重要であることから、滝川市、砂川市を中心

市とした定住自立圏による医療、福祉、教育など
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の生活機能の確保を図ってまいります。

また、行政各般にわたり、多種多様な観点によ

り住民サービスの維持向上と効率的な事務事業の

推進のため、さらなる広域連携、広域行政の推進

に努めてまいります。

以上、平成31年第１回定例会にあたりましての

私の所信を申し述べましたが、地方行政を取り巻

く環境は、今まで以上に大きな変化を見せ、私た

ちはさらに機敏で柔軟な対応を迫られるものであ

ります。

本町は冒頭申し上げましたとおり、本年度にお

いても人口減少問題や少子高齢化問題など、多く

の課題を抱えての行財政運営となりますが、議員

各位や町民の皆さんの英知を賜り、町民の皆さん

が生涯にわたり安心して暮らせるまち上砂川の実

現に向け、職員と一丸となり全力で取り組んでま

いる所存であります。

最後に、議員各位並びに町民の皆さんの町政に

対する、より一層のご理解とご協力を賜りますよ

う心からお願い申し上げ、平成31年度町政執行方

針といたします。

なお、本年度予定している主要施策につきまし

ては、第７期総合計画の５つの柱に沿って別冊に

よりお示ししておりますので、ご高覧いただきご

審議くださいますようお願い申し上げます。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 以上で町政執行方針を終わ

ります。

◎教育行政執行方針

〇議長（大内兆春） 日程第20、教育行政執行方

針について議題といたします。

教育行政執行方針の説明を求めます。飯山教育

長。

〇教育長（飯山重信） 教育行政執行方針を申し

述べます。お手元に配付の教育行政執行方針を読

み上げ、ご提案いたします。

平成31年第１回定例町議会の開会にあたり、平

成31年度の教育行政の執行方針を申し上げ、議員

各位のご理解とご協力を賜り、諸施策の推進に努

めてまいります。

本年度は、総合教育会議において策定された「教

育大綱」に基づき、次世代を担う子どもたちの育

成とその基盤となる教育環境づくりに努め、基礎

的・基本的な知識をしっかり身に着ける教育に取

り組んでまいりますので、一層のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

１．学校教育の推進

「生きる力」を基盤として、基礎・基本の「確

かな学力」の定着と「豊かな心」、そして「健や

かな体」の育成に努めてまいります。

（１）学習指導の充実

学校教育につきましては、平成30年度全国学力

調査において、小学校では国語Ｂ、算数Ａ・Ｂが

全国平均を上回り、中学校では理科が全国平均を

上回ったものの国語Ｂ、数学Ａ・Ｂについては、

全国・全道平均との差が再び広がったことから、

学力調査で明らかになった課題の解決に向け、学

校の教職員で構成される学力向上委員会や、学校

全体で学力調査結果の分析・検証を行い、課題点

をさらに明確にしたうえで、個々の習熟度に応じ

たきめ細かな学習指導に努めてまいります。

学力向上対策として実施しております公設学習

塾につきましては、現行は小学校５・６年生及び

中学生を対象として算数、数学の１科目としてお

りましたが、対象学年を４年生まで引き下げ、さ

らに学習科目を、小学校は国語、中学校では英語

をそれぞれ追加することによって、学習の機会を

拡充することといたします。このことにより今ま

で隔週開設だった公設学習塾を毎週開設とするこ

とにより、更なる基礎学力の向上と学習の習慣化

を図ってまいります。

なお、放課後子ども教室学習の部につきまして

は、参加者が減少しておりますことから廃止する

ことといたします。

朝読や漢字の書き取りを行う朝学習、小学校で
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の夏休み合宿ゼミについては、本年も継続すると

ともに、小学校で実施している漢字検定が国語力

向上に有効であることから、中学校においても各

種検定受検料助成事業を、英語検定と漢字検定の

選択方式とし生徒の意思で、継続して漢字検定を

受検出来るように見直し、段階的に上位の資格を

取得することが可能となるなど、生徒たちの学習

への意欲を向上させながら確かな学力習得を図っ

てまいります。

併せて、児童・生徒に将来の職業への目標意識

を持たせるための「学び応援事業」と、高い文化

に触れられる機会を提供する「芸術鑑賞事業」も

継続してまいります。

家庭学習の推進につきましては、就学時検診時

に保護者に対して、家庭学習や生活習慣の重要性

について説明する「就学予定児童保護者家庭学習

説明会」や、児童・生徒自らが目標を立て取り組

む生活リズムチェックシートを継続し、生活習慣

の改善に努め、家庭に対しては、家庭学習の心構

えや大切さを印刷したクリアファイルを活用し、

家庭学習の啓発を行うとともに、毎日宿題を出す

など学校と家庭が連携し、家庭学習の習慣化に引

き続き努めてまいります。

平成30年度全国体力・運動能力等調査におい

て、小学生はソフトボール投げ、中学生は握力、

上体起こし、反復横跳びなどが全国平均を上回り

ましたが、昨年同様小中学生とも持久力に課題が

あることから、優れている能力はさらに伸ばし、

課題となった部分は改善を図り、更なる子どもた

ちの体力向上に努めてまいります。

教職員の資質向上につきましては、児童生徒の

学力向上には教職員の専門性や指導力を高める必

要があることから、引き続き各種研修への参加を

促すとともに、研究集会や公開授業等を開催する

など、「教師力」「学校力」向上に学校全体で取

り組んでまいります。

また、昨年度策定した「上砂川町立学校におけ

る働き方改革アクションプラン」により、子ども

たちに対して効果的な教育活動を行えるよう、教

職員の負担軽減に取り組み、教育の質を高めてま

いります。

学校運営につきましては、開かれた学校と信頼

される学校づくりを目指す「町民参観日」を引き

続き開催するとともに、学校評議員制度を廃止し、

新たにコミュニティースクールを設置し、学校運

営や学校の課題に対して、広く保護者や地域住民

の皆さんと子どもの教育に対する課題や目標を共

有し、地域とともにある学校づくりに努めてまい

ります。

児童・生徒の育成につきましては、将来社会に

貢献する有為な人材を育成することを目的に、「頑

張った児童・生徒顕彰」制度による表彰を継続し、

児童・生徒のやる気を促進してまいります。

英語教育につきましては、英語指導助手による

中学校での正しい発音や正確な聞き取り能力の指

導のほか、小学校においては英語教育が2020年度

より正式な科目となることから、昨年度同様、指

導方法の確立や、円滑な授業体制への移行に努め

るとともに、その他の学年や保育園児にあっても、

英語に慣れ親しむための授業を継続してまいりま

す。

小中学校のＩＣＴ化につきましては、タブレッ

トを使用したｅライブラリ等のソフトの積極的な

活用を働き掛けるとともに、情報化社会に対応で

きる人材の育成に努めてまいります。

また、生徒に理論的な考える力をつけさせるた

めに小学校は2020年度より、中学校では2021年度

からプログラミング教育が必修となることから、

授業に支障が出ないよう教職員に対し各種研修等

への参加を促し、併せてソフト・ハード面の整備

について検討してまいります。

学校給食につきましては、保護者負担の軽減を

図るため給食費の半額助成やパンと米飯の加工賃

全額公費負担を継続するとともに、安全で安定し

た給食の提供について検討してまいります。

就学援助制度における新入学学用品費について
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は、入学前支給を継続してまいります。

卒業を迎える児童生徒の保護者負担の軽減を図

るため、アルバム購入費の一部助成、高校生がい

る家庭への「高校等就学費等助成事業」や奨学資

金貸付制度についても、継続してまいります。

福井県福井市鶉地区との小学生相互交流事業に

つきましては、本年度は鶉小学校の児童を受け入

れ、引き続き鶉地区との交流促進を図ってまいり

ます。

また、中学校につきましても修学旅行の訪問先

を、本年度も引き続き福井市鶉地区とし、保護者

が負担する修学旅行経費の一部助成を継続してま

いります。

特別支援教育につきましては、障がいのある児

童・生徒に対し、学校における日常生活動作や学

習活動上のサポートのため小学校に特別支援教育

支援員の配置や、砂川市ことばの教室に通学して

いる児童の保護者に対する通学費助成を継続して

まいります。

小学校と保育園の交流事業につきましては、運

動会、芸術鑑賞事業、中央小フェスティバルでの

交流を継続してまいります。

（２）児童・生徒の指導

いじめ問題につきましては、「上砂川町いじめ

防止等基本方針」に基づき、道教委のいじめアン

ケートだけでなく、基本方針に基づき「いじめを

絶対に見逃さない」という姿勢で学校独自の取り

組みを行うなど早期発見・早期対応に努めてまい

ります。

また、遅刻や欠席が増えるなど児童・生徒から

のサインを見逃さず、参観日を活用して保護者面

談などを開催し、学校・家庭・地域が一体となっ

ていじめの未然防止に努めてまいります。

不登校となっている児童・生徒につきまして

は、学級担任が中心となり家庭訪問等で日常生活

の動向把握及び接点を図り、道教委のスクールカ

ウンセラーの活用を継続し、児童・生徒の細やか

なケアに努めてまいります。

（３）教育環境等の整備

教育環境につきましては、登下校中の児童生徒

の安全確保を図るため関係機関と連携し、通学路

の危険箇所の点検等を実施してまいります。

その他教育支援につきましては、教材費の助成

のほか、部活動の各種大会等参加経費、スキー学

習リフト代及びバス代経費、スポーツ振興センタ

ー傷害保険掛け金等の全額公費負担を継続し、保

護者負担の軽減を図ってまいります。

２．社会教育の推進

世代に応じて自ら学び、生涯にわたって実践で

きる学習環境の提供に努めてまいります。

（１）社会教育の充実

社会教育につきましては、第６次社会教育中期

計画に基づき、乳幼児期から高齢者まで、さまざ

まな学習要求に応えるため、「夏休み短期子供水

泳教室」と、「初心者のための手話講座」を引き

続き開催してまいります。

また、今年度は新たに「フラダンス教室」、成

人向けワークショップとして「スマホ写真講座」、

「アロマオイル講座」を開催いたします。

高齢者の学習につきましては、「いきいき大学」

を今年度も多種多様な内容で開催するなど、各世

代の学習機会の充実を図ってまいります。

青少年教育につきましては、「絵本ＤＥコッコ

ロ」や「グッドいんぐりっしゅ」など全ての子ど

も事業が効果的に行えるよう１本化するととも

に、新たに町外の施設を利用した体験活動を実施

するなど事業の充実を図ってまります。

各町の遊園地につきましては、整備計画に基づ

き、該当地区と協議を行い整備を進めてまいりま

す。

読書活動につきましては、「こどもの読書活動

推進計画」に基づき、学力や感性を醸成する礎と

なる本の楽しさをより多くの子供たちに広めるな

ど読書活動の定着化と図書室の利用促進を図って

まいります。

学校支援地域本部事業につきましては、地域ぐ
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るみで子供の教育を推進するため、多くの町民ボ

ランティアが学校に通う子供たちのために様々な

支援を行うことができるよう体制の整備に努めて

まいります。

（２）芸術・文化の振興

芸術・文化の振興については、町民の文化活動

の中心的組織である文化協会の活動を引き続き支

援していくとともに、「芸術鑑賞事業」につきま

しては、今年度は上砂川120年記念事業の一環と

して、本町ゆかりの文化人による講演会を実施し

てまいります。

昨年奉納100年を迎えた「上砂川獅子神楽」に

つきましては、上砂川町唯一の郷土芸能でありま

すので、引き続き普及活動及び指導者の育成につ

いて支援してまいります。

（３）スポーツの振興

社会体育の振興につきましては、体育協会の主

催事業であります「全町混合ミニバレーボール大

会」を引き続き支援・協力してまいります。

（４）施設の整備

鶉プールの上屋シートにつきましては、昨年に

引き続き更新するとともに、プールの支柱等が老

朽化していることから改修を行ってまいります。

また、体育センターのシーリングライト等吊物

設備につきましては、老朽化が著しいことから事

故等未然防止のため、設備の改修を行ってまいり

ます。

奥沢パークゴルフ場内に危険防止のため設置し

ております木製の防球フェンスを、金属パイプを

用いたフェンスへ交換をしてまいります。

体育センターの運動機器につきましては、町民

にとって体力向上や健康増進に資する運動器具の

あり方や更新等の必要性について検討してまいり

ます。

以上、本年度の教育行政の執行に関する主要な

方針を申し上げました。執行にあたりましては、

関係機関及び教育諸団体との密接な連携を保ち、

万全を期し最善の努力をしてまいりますので、町

議会議員並びに町民の皆さんの格別なるご理解と

ご協力を賜りますようお願い申し上げ、教育行政

執行方針といたします。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 以上で教育行政執行方針を

終わります。

◎休会について

〇議長（大内兆春） 以上をもちまして本日の日

程は全部終了いたしました。

お諮りいたします。あす９日と明後日の10日の

２日間、会議規則の規定により休会したいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、９日と10日の２日間は休会するこ

とに決定いたしました。

また、11日午前10時より本会議を再開いたしま

すので、出席方よろしくお願いいたします。

◎散会の宣告

〇議長（大内兆春） 本日はこれをもって散会い

たします。

ご苦労さまでございました。

（散会 午後 １時３９分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 大 内 兆 春

署 名 議 員 吉 川 洋

署 名 議 員 数 馬 尚
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平 成 ３ １ 年

上砂川町議会第１回定例会会議録（第２日）

３月１１日（月曜日）午前１０時００分 開 議

午前１０時４５分 散 会

〇議事日程 第２号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 議案第 ３号 上砂川町一般廃棄物

最終処分場設置条例の一部を改正す

る条例制定について

第 ３ 議案第 ４号 上砂川町水道事業給

水条例の一部を改正する条例制定に

ついて

第 ４ 議案第 ５号 平成３０年度上砂川

町一般会計補正予算（第６号）

第 ５ 議案第 ６号 平成３０年度上砂川

町国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第１号）

第 ６ 議案第 ７号 平成３０年度上砂川

町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）

第 ７ 議案第 ８号 平成３０年度上砂川

町下水道事業特別会計補正予算（第

３号）

第 ８ 議案第 ９号 平成３０年度上砂川

町水道事業会計補正予算（第３号）

※ 議案第３号～第９号までは、質

疑・討論・採決とする。

第 ９ 議案第１０号 平成３１年度上砂川

町一般会計予算

第１０ 議案第１１号 平成３１年度上砂川

町国民健康保険特別会計（事業勘定）

予算

第１１ 議案第１２号 平成３１年度上砂川

町後期高齢者医療特別会計予算

第１２ 議案第１３号 平成３１年度上砂川

町下水道事業特別会計予算

第１３ 議案第１４号 平成３１年度上砂川

町水道事業会計予算

※ 議案第１０号～第１４号まで

は、提案理由・内容説明までとす

る。

第１４ 予算特別委員会設置及び付託につい

て

〇会議録署名議員

４番 吉 川 洋

５番 数 馬 尚

◎開議の宣告

〇議長（大内兆春） おはようございます。ただ

いまの出席議員は８名です。

理事者側につきましては、全員出席しておりま

す。

定足数に達しておりますので、平成31年第１回

上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、休

会を解きまして再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎会議録署名議員指名について

〇議長（大内兆春） 日程第１、会議録署名議員

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第124条の規定に

よって、４番、吉川議員、５番、数馬議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。
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◎議案第 ３号 議案第 ４号 議案第 ５号

議案第 ６号 議案第 ７号 議案第 ８号

議案第 ９号

〇議長（大内兆春） 日程第２、議案第３号から

日程第８、議案第９号につきましては、既に提案

理由及び内容説明が終了しておりますので、これ

より順次質疑、討論、採決を行ってまいります。

日程第２、議案第３号 上砂川町一般廃棄物最

終処分場設置条例の一部を改正する条例制定につ

いて議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより議案第３号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３号 上砂川町一般廃棄物

最終処分場設置条例の一部を改正する条例制定に

ついては、原案のとおり決定いたしました。

日程第３、議案第４号 上砂川町水道事業給水

条例の一部を改正する条例制定について議題とい

たします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより議案第４号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４号 上砂川町水道事業給

水条例の一部を改正する条例制定については、原

案のとおり決定いたしました。

日程第４、議案第５号 平成30年度上砂川町一

般会計補正予算（第６号）について議題といたし

ます。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより議案第５号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５号 平成30年度上砂川町

一般会計補正予算（第６号）は、原案のとおり決

定いたしました。

日程第５、議案第６号 平成30年度上砂川町国

民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１

号）について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより議案第６号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第６号 平成30年度上砂川町

国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

１号）は、原案のとおり決定いたしました。

日程第６、議案第７号 平成30年度上砂川町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより議案第７号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７号 平成30年度上砂川町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり決定しました。

日程第７、議案第８号 平成30年度上砂川町下

水道事業特別会計補正予算（第３号）について議

題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより議案第８号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８号 平成30年度上砂川町

下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、原案

のとおり決定しました。

日程第８、議案第９号 平成30年度上砂川町水

道事業会計補正予算（第３号）について議題とい

たします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより議案第９号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９号 平成30年度上砂川町

水道事業会計補正予算（第３号）は、原案のとお

り決定しました。

◎議案第１０号 議案第１１号 議案第１２号

議案第１３号 議案第１４号

〇議長（大内兆春） 日程第９、議案第10号から

日程第13、議案第14号までにつきましては、関連
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がございますので、一括議題とし、提案理由及び

内容説明を求めてまいりたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、日程第９、議案第10号 平成31年

度上砂川町一般会計予算から日程第13、議案第14

号 平成31年度上砂川町水道事業会計予算まで一

括議題といたします。

それでは、議案第10号から議案第14号につきま

して提案理由の説明を求めます。奥山町長。

〇町長（奥山光一） ただいま一括上程されまし

た議案第10号 平成31年度上砂川町一般会計予算

から議案第14号 平成31年度上砂川町水道事業会

計予算まで提案理由を申し上げますので、ご審議

くださるようお願いいたします。

予算書本文、１ページをごらん願います。議案

第10号 平成31年度上砂川町一般会計予算。

平成31年度上砂川町の一般会計の予算は、次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞ

れ28億8,060万円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（継続費の補正）

第２条 継続費の変更は「第２表 継続費補正」

による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法第214条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。

２ページでございます。

（地方債）

第４条 地方自治法第230条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の目的、限度額、起

債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地

方債」による。

（一時借入金）

第５条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入の最高額は、10億円と定

める。

（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第220条第２項ただし書の

規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおり定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当等、共済

費及び負担金、補助及び交付金（退職手当組合負

担金に限る）に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内で、これらの経費の各項の間の

流用。

平成31年３月８日提出、北海道上砂川町長。

続きまして、105ページをごらん願います。議

案第11号 平成31年度上砂川町国民健康保険特別

会計（事業勘定）予算。

平成31年度上砂川町国民健康保険特別会計（事

業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ8,967万5,000円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成31年３月８日提出、北海道上砂川町長。

続きまして、117ページをごらん願います。議

案第12号 平成31年度上砂川町後期高齢者医療特

別会計予算。

平成31年度上砂川町後期高齢者医療特別会計の

予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ7,152万1,000円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

平成31年３月８日提出、北海道上砂川町長。

続きまして、127ページをごらん願います。議

案第13号 平成31年度上砂川町下水道事業特別会
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計予算。

平成31年度上砂川町下水道事業特別会計の予算

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞ

れ１億3,655万9,000円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第230条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の目的、限度額、起

債の方法、利率及び償還の方法は「第２表 地方

債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入の最高額は、3,000万円

と定める。

平成31年３月８日提出、北海道上砂川町長。

続きまして、147ページをごらん願います。議

案第14号 平成31年度上砂川町水道事業会計予

算。

（総則）

第１条 平成31年度上砂川町水道事業会計の予

算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）給水戸数1,608戸

（２）年間給水量35万3,190立方メートル

（３）１日平均給水量968立方メートル

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次の

とおり定める。

収入、第１款水道事業収益１億2,997万4,000円。

第１項営業収益8,421万7,000円。第２項営業外収

益4,575万7,000円。

支出、第１款水道事業費用１億2,997万4,000円。

第１項営業費用１億819万9,000円。第２項営業外

費用2,167万5,000円。第３項予備費10万円。

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次の

とおり定める。

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

る額5,233万円は、損益勘定留保資金で補てんす

るものとする。）

次のページ、収入、第１款資本的収入１億605

万7,000円。第１項出資金6,255万7,000円。第２

項企業債3,110万円。第３項国庫補助金1,223万1,

000円。第４項他会計補助金16万9,000円。

支出、第１款資本的支出１億5,838万7,000円。

第１項企業債償還金１億1,488万7,000円。第２項

建設改良費4,350万円。

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、次のとおり定める。起債の

目的、簡易水道等施設整備事業。限度額、3,110

万円。起債の方法、普通貸借又は証券発行。利率、

４％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる

資金の場合、利率見直し以降については、当該見

直し後の利率とする。）。償還の方法、政府資金

についてはその融資条件により、銀行その他の場

合についてはその債権者と協定するものによる。

ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期

限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換

することができる。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、8,000万円と

定める。

（議会の議決を経なければ、流用することので

きない経費）

第７条 次にあげる経費については、その経費

の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそ

れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費1,717万6,000円

（他会計からの補助金）

第８条 企業債利息償還等のため、一般会計か
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らこの会計へ繰入を受ける金額は、4,398万円と

し、建設改良のため、一般会計からこの会計へ補

助を受ける金額は、16万9,000円、企業債償還金

のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金

額は、6,255万7,000円とする。

平成31年３月８日提出、北海道上砂川町水道事

業管理者、北海道上砂川町長。

以上、議案第10号から議案第14号まで提案理由

を申し上げましたが、内容の説明は副町長からい

たしますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由の説明を終

わります。

引き続き内容の説明を求めます。林副町長。

〇副町長（林 智明） それでは、ご指示により

まして、議案第10号、平成31年度一般会計予算か

ら議案第14号、平成31年度水道事業会計予算まで

一括して内容の説明をいたします。お手元に配付

しております各会計予算の大綱を読み上げ説明さ

せていただき、その後予算書本文に入らせていた

だきます。

それでは、平成31年度各会計予算の大綱１ペー

ジでございます。平成31年度予算編成方針でござ

います。

本町の財政状況は、財政健全化計画の着実な実

行と効率的な財政運営により一定の成果を上げた

ものの、依然として地方交付税に大きく依存する

状況が続いていることから、引き続き効率的な財

政運営に努めてまいります。

このような厳しい財政状況下ではありますが、

急務となっております人口減少対策として、さら

に実行力のある新たな移住、定住施策を予算化す

るとともに、子育て支援施策のほか、高齢者の総

合的な支援を初め将来の町を担う子供たちの育成

にも引き続き力を注ぐために教育関連施策をさら

に充実を図り、子供からお年寄りまで全ての町民

が誇りと愛着を深め、未来に向かってともに町の

未来を創造する新たな町づくりに向けて限られた

財源の有効活用を図り、第７期上砂川町総合計画

に基づき予算編成を行ったところであります。

その結果、予算規模につきましては、５ページ

にまとめておりますが、一般会計で28億8,060万

円、４特別会計で５億8,612万円、合計が34億6,6

72万円となっております。

以下、平成31年度各会計予算の概要についてご

説明いたします。一般会計の概要でございます。

本年度の一般会計予算規模は28億8,060万円で、

前年度比７％、１億8,960万円の増となりました。

昨年度の当初予算は、町長選挙を控えていたこと

から、骨格予算となり、政策的な予算を除いた経

常的な事務経費等を中心とした予算でありまし

た。本年度の主要的な事業につきましては、子育

て世代に対する魅力ある町づくりの施策として４

月に開園いたします認定こども園ふたば及び児童

館、子育て支援室を設けました複合施設が開設さ

れます。これらの施設を運営する予算及び今年度

に行います園庭の整備工事費の計上のほか、学力

向上対策である公設塾の拡充や移住定住者への奨

励金の拡充、民間賃貸住宅家賃助成等とあわせま

して、若い世代の移住促進を総合的に図ります。

また、公営住宅の修繕や高齢者対策として除雪サ

ービスの充実化や地域包括ケアシステムの推進を

図り、安心して暮らすことのできる環境整備に重

点を置き、予算を計上しました。

歳入の概要でございます。６ページもあわせて

ご参照願います。町税は、法人町民税の増等によ

り、前年度比1.6％増の１億6,155万7,000円とし

ました。

地方消費税交付金は、近年の交付額及び増額が

予定されていることを勘案し、前年度比46.6％増

の6,100万円としました。

地方交付税は、普通交付税で14億3,800万円、

特別交付税で２億1,000万円を見込み、総額では

前年度比4.2％増の16億4,800万円としました。

国庫支出金は、橋梁長寿命化補修事業補助金、

障害者自立支援費負担金などの増により、前年度

比3.1％増の２億3,355万2,000円としました。
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道支出金は、選挙委託金として北海道知事、道

議会議員選挙、参議院議員選挙経費が交付されま

すことから、前年度比5.5％増の１億1,921万9,00

0円としました。

繰入金は、上砂川町120年記念事業、こども園

園庭整備等の財源として3,430万円を計上しまし

た。

町債は、道路橋りょう債、公営住宅債などの増

により、前年度比12.6％増の３億110万円としま

した。

繰越金は、過年度繰越金の実績を勘案し、3,00

0万円を計上いたしました。

歳出の概要でございます。７ページもあわせて

ごらん願います。人件費は、議員報酬や職員の給

与、諸手当など、前年度比1.9％増の５億7,266万

7,000円としました。

扶助費は、障害者自立支援費など、前年度比５

％減の３億3,935万円としました。

公債費は、平成30年まで借り入れしました長期

債の元利償還金と一時借入金利子により、前年度

比6.6％減の３億3,795万円としました。

物件費は、庁舎及び各公共施設の管理経費など、

前年度比10.7％増の３億3,525万7,000円としまし

た。

補助費等は、各団体及び一部事務組合負担金な

ど、前年度比9.2％増の５億7,623万9,000円とし

ました。

投資的経費は、橋梁長寿命化事業及び東山団地

外装改善事業など、前年度比42.5％増の３億6,12

1万3,000円としました。

貸付金は、中小企業融資貸付金により、前年度

比15.8％減の800万円としました。

繰出金は、国民健康保険事業特別会計など４特

別会計繰出金合計で、前年度比0.3％減の２億7,7

00万1,000円としました。

次ページであります。続きまして、各特別会計

予算の概要でございます。国民健康保険事業特別

会計は、空知中部広域連合への分賦金など、前年

度比5.8％減の8,960万5,000円としました。

後期高齢者医療特別会計は、後期高齢者医療に

係る北海道後期高齢者医療広域連合への分賦金な

ど、前年度比3.7％減の7,152万1,000円としまし

た。

下水道事業特別会計は、下水道施設の管理経費

など、前年度比6.2％減の１億3,655万9,000円と

しました。

水道事業会計は、収益的収支では人件費や長期

債償還利子など、資本費では水道施設整備事業な

ど、収益、資本費合計で前年度比2.4％減の２億8,

836万1,000円としました。

一般会計及び各特別会計の詳細な概要につきま

しては、予算審議の中で各担当よりご説明申し上

げますので、ご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。また、平成31年度の主要事業につきまして

は、８ページから14ページに掲載しておりますほ

か、執行方針別冊にも掲載しておりますので、ご

参照願います。

それでは、予算書本文に入ります。初めに、議

案第10号、一般会計予算でございます。予算書４

ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算。

１、歳入、１款町税１億6,155万7,000円、１項町

民税8,138万9,000円、２項固定資産税4,904万3,0

00円、３項軽自動車税631万円、４項町たばこ税1,

950万円、５項入湯税531万5,000円。

２款地方譲与税1,400万円、１項地方揮発油譲

与税300万円、２項自動車重量譲与税1,100万円。

３款利子割交付金50万円、１項利子割交付金、

同額であります。

４款配当割交付金10万円、１項配当割交付金、

同額であります。

５款株式等譲渡所得割交付金10万円、１項株式

等譲渡所得割交付金、同額であります。

６款地方消費税交付金6,100万円、１項地方消

費税交付金、同額であります。

７款自動車取得税交付金300万円、１項自動車

取得税交付金、同額であります。
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８款地方特例交付金10万円、１項地方特例交付

金、同額であります。

９款地方交付税16億4,800万円、１項地方交付

税、同額であります。

10款交通安全対策特別交付金10万円、１項交通

安全対策特別交付金、同額であります。

11款分担金及び負担金121万8,000円、１項負担

金、同額であります。

12款使用料及び手数料１億7,263万2,000円、１

項使用料１億5,626万9,000円、２項手数料246万3,

000円、３項証紙収入1,390万円。

13款国庫支出金２億3,355万2,000円、１項国庫

負担金１億5,016万5,000円、２項国庫補助金8,21

7万9,000円、３項国庫委託金120万8,000円。

14款道支出金１億1,921万9,000円、１項道負担

金１億182万4,000円、２項道補助金687万9,000円、

次ページであります。３項道委託金1,051万6,000

円。

15款財産収入1,641万円、１項財産運用収入1,6

37万9,000円、２項財産売払収入３万1,000円。

16款寄附金１万1,000円、１項寄附金、同額で

あります。

17款繰入金3,430万円、１項基金繰入金、同額

であります。

18款諸収入8,370万1,000円、１項延滞金、加算

金及び過料１万1,000円、２項町預金利子５万円、

３項貸付金元利収入800万円、４項受託事業収入1

26万3,000円、５項雑入7,437万7,000円。

19款町債３億110万円、１項町債、同額であり

ます。

20款繰越金3,000万円、１項繰越金、同額であ

ります。

歳入合計が28億8,060万円であります。

２、歳出、１款議会費3,760万4,000円、１項議

会費、同額であります。

２款総務費２億2,853万9,000円、１項総務管理

費１億8,993万1,000円、２項徴税費646万9,000円、

３項戸籍住民基本台帳費2,387万7,000円、４項選

挙費678万7,000円、５項、統計費41万3,000円、

６項監査委員費106万2,000円。

３款民生費７億6,513万2,000円、１項社会福祉

費６億5,799万7,000円、２項児童福祉費１億481

万3,000円、３項生活保護費208万2,000円、４項

災害救助費24万円。

４款衛生費２億4,137万5,000円、１項保健衛生

費１億3,971万8,000円、２項清掃費１億165万7,0

00円。

５款労働費272万円、１項労働費、同額であり

ます。

次ページであります。６款農林水産業費178万1,

000円、１項林業費、同額であります。

７款商工費5,011万8,000円、１項商工費、同額

であります。

８款土木費４億2,257万3,000円、１項土木管理

費１億728万5,000円、２項道路橋りょう費１億6,

027万2,000円、３項住宅費１億5,501万6,000円。

９款消防費１億9,554万円、１項消防費、同額

であります。

10款教育費１億2,235万1,000円、１項教育総務

費1,575万5,000円、２項小学校費3,237万9,000円、

３項中学校費3,804万2,000円、４項社会教育費83

6万2,000円、５項保健体育費2,781万3,000円。

11款災害復旧費１万4,000円、１項農林水産業

施設災害復旧費、同額であります。

12款公債費３億3,795万円、１項公債費、同額

であります。

13款職員費４億7,190万3,000円、１項職員費、

同額であります。

14款予備費300万円、１項予備費、同額であり

ます。

歳出合計が28億8,060万円であります。

第２表、継続費補正。３款民生費、２項児童福

祉費、事業名、認定こども園等複合施設建設事業、

補正前、総額６億1,350万円、平成30年度、年割

額５億8,850万円、平成31年度、年割額2,500万円、

補正後、総額６億1,282万2,000円、平成30年度、
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年割額５億8,850万円、平成31年度、年割額2,432

万2,000円。

第３表、債務負担行為。事項、じんかい収集車

購入費、期間、平成31年度から平成38年度、限度

額、総額2,000万円以内。

次ページであります。第４表、地方債。起債の

目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法。

臨時財政対策、5,300万円、普通貸借又は証券発

行、４％以内（ただし、利率見直し方式で借り入

れる資金の場合、利率見直し以降については、当

該見直し後の利率とする。）、政府資金について

はその融資条件により、銀行その他の場合につい

てはその債権者と協定するものによる。ただし、

町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮

し、若しくは繰上償還又は低利債に借換すること

ができる。

過疎地域自立促進特別事業、6,770万円、同上、

同上、同上。

認定こども園等複合施設建設事業、1,450万円、

同上、同上、同上。

一般廃棄物処理施設長寿命化事業、2,970万円、

同上、同上、同上。

逢来橋長寿命化補修事業、300万円、同上、同

上、同上。

末広橋長寿命化補修事業、1,570万円、同上、

同上、同上。

町道鶉北線道路改良舗装事業、2,370万円、同

上、同上、同上。

下鶉うぐいす団地擁壁改修事業、440万円、同

上、同上、同上。

下鶉学校線・中央線雨水排水布設替事業810万

円、同上、同上、同上。

東山団地改善事業、1,650万円、同上、同上、

同上。

鶉改良住宅除却事業、3,150万円、同上、同上、

同上。

高規格救急自動車更新事業、3,330万円、同上、

同上、同上。

合計３億110万円。

次に、議案第11号、国民健康保険特別会計予算

でございます。106ページをお開き願います。第

１表、歳入歳出予算。１、歳入、１款国民健康保

険税3,880万3,000円、１項国民健康保険税、同額

であります。

２款使用料及び手数料１万2,000円、１項手数

料、同額であります。

３款繰入金4,908万8,000円、１項一般会計繰入

金、同額であります。

４款諸収入177万2,000円、１項延滞金及び過料

2,000円、２項雑入177万円。

歳入合計が8,967万5,000円であります。

次ページであります。２、歳出、１款総務費8,

952万円、１項総務管理費8,838万1,000円、２項

徴税費113万9,000円。

２款諸支出金５万5,000円、１項償還金及び還

付加算金、同額であります。

３款予備費10万円、１項予備費、同額でありま

す。

歳出合計が8,967万5,000円であります。

次に、議案第12号、後期高齢者医療特別会計で

ございます。118ページをお開き願います。第１

表、歳入歳出予算。１、歳入、１款後期高齢者医

療保険料4,629万1,000円、１項後期高齢者医療保

険料、同額であります。

２款使用料及び手数料1,000円、１項手数料、

同額であります。

３款繰入金2,501万5,000円、１項一般会計繰入

金、同額であります。

４款諸収入21万4,000円、１項延滞金、加算金

及び過料2,000円、２項預金利子1,000円、３項雑

入21万1,000円。

歳入合計が7,152万1,000円であります。

２、歳出、１款総務費167万8,000円、１項総務

管理費48万6,000円、２項徴収費119万2,000円。

２款後期高齢者医療広域連合納付金6,953万3,0

00円、１項後期高齢者医療広域連合納付金、同額
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であります。

３款諸支出金21万円、１項償還金及び還付加算

金、同額であります。

４款予備費10万円、１項予備費、同額でありま

す。

歳出合計が7,152万1,000円であります。

次に、議案第13号、下水道事業特別会計予算で

ございます。128ページをお開き願います。第１

表、歳入歳出予算。１、歳入、１款分担金及び負

担金15万8,000円、１項受益者分担金、同額であ

ります。

２款使用料及び手数料3,100万7,000円、１項使

用料、同額であります。

３款繰入金9,619万2,000円、１項一般会計繰入

金、同額であります。

４款諸収入2,000円、１項延滞金及び過料1,000

円、２項雑入1,000円。

５款町債920万円、１項町債、同額であります。

歳入合計が１億3,655万9,000円であります。

２、歳出、１款下水道費3,730万9,000円、１項

下水道整備費2,837万7,000円、２項下水道維持費

893万2,000円。

２款公債費9,915万円、１項公債費、同額であ

ります。

３款予備費10万円、１項予備費、同額でありま

す。

歳出合計が１億3,655万9,000円であります。

次ページであります。第２表、地方債。起債の

目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法。

流域下水道事業、330万円、普通貸借又は証券発

行、４％以内（ただし、利率見直し方式で借り入

れる資金の場合、利率見直し以降については、当

該見直し後の利率とする。）、政府資金について

はその融資条件により、銀行その他の場合につい

てはその債権者と協定するものによる。ただし、

町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮

し、若しくは繰上償還又は低利債に借換すること

ができる。

資本費平準化債、590万円、同上、同上、同上。

次に、議案第14号、水道事業会計予算でござい

ます。150ページをお開き願います。平成31年度

上砂川町水道事業会計予算実施計画書。収益的収

入及び支出。収益的収入、１款水道事業収益１億

2,997万4,000円、１項営業収益8,421万7,000円、

１目給水収益8,407万5,000円、２目その他の営業

収益14万2,000円、２項営業外収益4,475万7,000

円、１目受取利息及び配当金２万円、２目繰入金

4,398万円、３目他会計負担金170万7,000円、４

目雑収益５万円。

収益的支出、１款水道事業費用１億2,997万4,0

00円、１項営業費用１億819万9,000円、１目原水

及び浄水費1,825万5,000円、２目配水及び給水費

1,584万2,000円、３目業務費141万8,000円、４目

総係費2,034万3,000円、５目減価償却費5,209万3,

000円、６目資産減耗費23万8,000円、７目その他

の営業費用１万円。２項営業外費用2,167万5,000

円、１目支払利息及び企業債取扱費1,729万9,000

円、２目雑支出37万7,000円、３目消費税及び地

方消費税399万9,000円。３項予備費10万円、１目

予備費、同額であります。

次ページであります。資本的収入及び支出。資

本的収入、１款資本的収入１億605万7,000円、１

項出資金6,255万7,000円、１目負担区分に基づか

ない出資金、同額であります。２項企業債3,110

万円、１目企業債、同額であります。３項国庫補

助金1,223万1,000円、１目国庫補助金、同額であ

ります。４項他会計補助金16万9,000円、１目他

会計補助金、同額であります。

資本的支出、１款資本的支出１億5,838万7,000

円、１項企業債償還金１億1,488万7,000円、１目

企業債償還金、同額であります。２項建設改良費

4,350万円、１目簡易水道等施設整備事業費、同

額であります。

以上で内容の説明を終わらせていただきます

が、一般会計及び各特別会計の事項別明細書につ

きましては後日担当課長からご説明いたしますの
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で、ご審議賜りますようお願い申し上げます。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 以上で内容の説明を終わり

ます。

◎予算特別委員会設置及び付託について

〇議長（大内兆春） 日程第14、予算特別委員会

の設置及び付託について議題といたします。

お諮りいたします。ただいま提案されました議

案第10号から議案第14号までについて、委員会条

例の規定により７名で構成する予算特別委員会を

設置し、これに付託し、審査することにしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第10号から議案第14号までに

ついては、７名で構成する予算特別委員会を設置

し、これに付託し、審査することに決定いたしま

した。

お諮りいたします。ただいま設置されました予

算特別委員会の委員の選任については、委員会条

例の規定により議長において指名したいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

それでは、指名いたします。予算特別委員会の

委員については、議長を除く議員７名全員を指名

いたします。

お諮りいたします。本特別委員会の正副委員長

につきましては、委員会条例の規定により委員会

において互選することになっておりますが、申し

合わせによりまして行政常任委員会の正副委員長

が兼ねることになっておりますので、議長におい

て指名したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

それでは、委員長には吉川議員、副委員長には

伊藤議員を指名いたします。

◎休会について

〇議長（大内兆春） 以上をもちまして本日の日

程は全部終了いたしました。

お諮りいたします。明日の12日と明後日の13日

の２日間、議案調査のため休会にしたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、12日と13日の２日間は休会するこ

とに決定いたしました。

なお、休会中の13日につきましては午前10時よ

り常任委員会を開催していただくことになってお

りますので、よろしくお願いいたします。

また、14日は午前10時より本会議を再開いたし

ますので、出席方よろしくお願いいたします。

◎散会の宣告

〇議長（大内兆春） 本日はこれをもって散会い

たします。

ご苦労さまでございました。

（散会 午前１０時４５分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 大 内 兆 春

署 名 議 員 吉 川 洋

署 名 議 員 数 馬 尚
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平 成 ３ １ 年

上砂川町議会第１回定例会会議録（第３日）

３月１４日（木曜日）午前１０時００分 開 議

午前１０時５０分 散 会

〇議事日程 第３号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 町政執行方針に対する質疑

第 ３ 教育行政執行方針に対する質疑

〇会議録署名議員

４番 吉 川 洋

５番 数 馬 尚

◎開議の宣告

〇議長（大内兆春） おはようございます。ただ

いまの出席議員は８名です。

理事者側につきましては、全員出席しておりま

す。

定足数に達しておりますので、平成31年第１回

上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、休

会を解きまして再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎会議録署名議員指名について

〇議長（大内兆春） 日程第１、会議録署名議員

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第124条の規定に

よって、４番、吉川議員、５番、数馬議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。

◎町政執行方針に対する質疑

〇議長（大内兆春） 日程第２、町政執行方針に

対する質疑を行います。

本件につきましては、議長の手元まで通告が参

っておりますので、順を追って許可してまいりた

いと思います。

◇ 髙 橋 成 和 議員

〇議長（大内兆春） 初めに、８番、髙橋副議長、

ご登壇の上ご発言願います。

〇副議長（髙橋成和） 平成31年度第１回定例会

に当たり、町政執行方針の質問をさせていただき

ます。

道道芦別砂川線の早期開通と展望についてです

が、現在西芦別まで通行どめ区間となっている道

路拡幅と歩道整備について空知地方総合開発期成

会を通じて平成27年から本町も要望しているとこ

ろですが、５年目を迎えて、まだ通行どめ解除も

されていない状況です。この道路は、異常気象に

おける災害時の避難ルートの確保と札幌方面から

芦別、富良野を訪問する際の観光ルートとして期

待されていることや本町においてはパンケの湯を

起点としたウォーキングコースの拡充、上砂川の

歴史を学ぶという視点においては石炭産業におい

て重要な道路であったことなどが挙げられること

で必ず交流人口の拡大、地域産業の振興、雇用の

拡大につながると信じているところでございま

す。また、将来道路整備が確立されますと、すば

らしい景観が続いている道路ですので、中空知広

域圏においても新たな観光ルートにつながり、産

業、観光振興事業のＰＲの拡充につながるかと思

うところですし、北海道開発局が窓口となってい

るシーニックバイウェイ北海道において現在空知

地域においても10市14町を含めた民間団体が中心

となり、モデルルートの指定登録を目指している
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とのことですが、この道道芦別砂川線が整備され

るとメインルートである国道12号と国道452号を

結ぶサブルートとしての指定登録の期待もできる

のではないかと感じております。早期開通に向け

てまだまだ険しい道のりではございますが、期成

会要望後の現在の状況と今後の展望についてお伺

いいたします。

２件目でございますが、地下無重力実験センタ

ーの廃業に伴い閉館されたコンベンションホール

ですが、平成19年に休館してから10年以上の月日

が経過しております。施設の老朽化が激しいこと

や設備に多額の費用を要することで再活用は難し

く、民間企業への賃貸も視野に進めていたようで

すが、受け入れ先がなかなか見つからなかったの

ではないかと思います。コンベンションホールに

つきましては、行政や町内の各団体においても空

知管内の式典や大会の受け入れをたくさん開催し

てきた経緯があり、現在も町民の中で再稼働を期

待する声もあります。遊休公共施設の活用につい

て国の補助制度に視野を広げてみますと、全国に

1,145箇所点在している国土交通省の管轄である

道の駅が思い浮かぶのですが、道内においても12

2箇所までふえているようですが、過当競争によ

り業績不振に陥る施設もあるようです。また、本

町の道路状況や施設の条件等を見ると、この施設

を道の駅として指定登録をいただくのは困難なの

ではないかと感じております。遊休公共施設の利

活用の提案として、町内には近年音楽や芸能に精

通した方がふえており、クラシックを初め幅広い

分野で音楽の振興が盛んとなり、町民センター２

階大ホールやまちの駅ふらっとにおいてイベント

を通じてコンサート等が開催されておりますけれ

ども、施設の構造上音楽ホールの用途ではござい

ませんので、本格的な音響を奏でることのできる

施設があると町民にも喜ばれ、今後望ましいのか

と感じております。近隣の砂川市の地域交流セン

ターゆう、新十津川町のゆめりあホールのように

大きな芸能、文化を目的とした音楽ホールを建設

するとなると多額の費用を要しますことから、既

存のコンベンションホール内の一部である映像ホ

ールを内部改修して、期間限定で稼働できる施設

として芸能、文化の振興を目指すことができない

かと思いますが、遊休公共施設の利活用の補助制

度や費用対効果を検証することで再活用の検討の

余地があるのかお伺いいたします。

以上で私の質問を終わります。

〇議長（大内兆春） ただいまの８番、髙橋副議

長の質疑に対し、答弁を求めてまいります。奥山

町長。

〇町長（奥山光一） ８番、髙橋副議長の１件目

のご質問、第４、魅力と活力があふれるまち、道

道芦別砂川線の早期開通と展望についてお答えい

たします。

初めに、現在通行どめとなっている道道芦別砂

川線の奥沢ゲートから西芦別までの区間につきま

しては、平成27年度より災害時の避難ルートの確

保や道東圏への短縮ルート、広域観光ルートとし

ての効果も期待できることから、安全対策も含め

本路線の早期整備と当面夏期間の通行が可能とな

るよう早期全面開通を北海道開発予算要望とあわ

せ空知地方開発期成会を通じて北海道に対し要望

を続けているところであります。

この路線は、もともと道路幅員が狭く、冬期間

は閉鎖されており、夏期間のみの開通でありまし

たが、平成18年の防災点検において落石等による

危険箇所が７カ所確認されたことに伴い、平成23

年の春からは全面通行どめとなっております。北

海道においては、防災、落石対策を進め、夏期間

のみではありますが、開通を目指していたところ

でありますが、平成28年の豪雨により新たに13カ

所の危険箇所が確認され、未整備箇所と合わせ危

険箇所が15カ所となり、開通のめどが立っていな

い状況となっております。しかしながら、粘り強

く要望活動を行いましたところ、北海道では国の

交付金事業による危険箇所の復旧に向け対策が進

められ、平成30年度において１カ所の復旧工事が
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完了したところであります。平成31年度にも箇所

づけ予算にて１カ所復旧させるべく対応している

と聞いているところでございます。

早期に危険箇所の解消とあわせ通行に支障があ

る箇所についても路面対策や舗装補修等を施し、

通年開通は難しいものの、できるだけ早く、夏期

間のみの開通となりますが、何とかこれを目指し

ていきたいとの回答もあったところであります。

本線を通年可能とするためには道路幅員改良、舗

装整備のほかトンネル工事も必要となり、大規模

な事業となることから、事業の必要性、費用対効

果が求められ、北海道の財政状況や交付金の重点

においても本来交付される額の７割程度しか見込

めず、その他の事業にあっては３割程度というこ

とで、現在事業進展に至っていない厳しい状況に

あります。しかしながら、本路線の整備促進につ

いては本町にとりまして大変重要なルートであり

ますことから、引き続き粘り強く要望してまいり

ますことを申し上げ、答弁といたします。

次に、２件目のご質問、第４、魅力と活力あふ

れるまち、コンベンションホール有効活用につい

てお答えいたします。コンベンションホールにつ

きましては、地下無重力実験センターの利用促進

と研究者への利便提供などを目的に平成５年に開

館し、主に研究に携わる大学関係者に利用されて

おりましたが、地下無重力実験センターの廃業に

伴い平成19年度に休館としたところであります。

議員ご質問の町内に音楽や芸能に精通した方がふ

えており、本格的なコンサート等が開催できる施

設としてコンベンションホールの映像ホールを内

部改修し、期間限定で稼働できないかとのご質問

でございますが、平成28年第１回町議会定例会で

のご質問でもお答えしておりますが、コンベンシ

ョンホールは休館してから12年が経過し、施設の

老朽化が著しく、再開するに当たりましては通電

のためキュービクルの設置や浄化槽、暖房設備の

更新のほか、陸屋根の防水改修等に１億円を超え

る多額の費用が生ずるものと思われ、さらに本格

的な演奏ができる施設となりますと、用途にもよ

りますが、専用の建材による内部改修、ドアの取

りかえ、そのほかに音響設備や調光設備の整備も

行う必要があり、さらにはステージの改修等大規

模な経費を要するものと考えるところでありま

す。

しかしながら、ご質問でも触れておりますとお

り本町には音楽に造詣が深い職員や地域おこし協

力隊がおり、町民センターなどみずから主催した

コンサートを開催しているほか、町外でのコンサ

ート鑑賞に出向いている町民の方がいることも承

知しております。他市町村においては、ＮＰＯ法

人や民間団体等が主体となり、音楽、芸能等の講

演を行っております。本町においても個人を含め

民間団体等が主体的に利用促進を図り、相応の需

要があるのであれば、再開後の維持経費を含め費

用に見合う効果が期待できるかを見据えた上で再

開について検討したいと考えておりますことを申

し上げ、答弁といたします。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） ただいまの答弁に対し、再

質疑があれば許可いたします。

〇副議長（髙橋成和） ありません。

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

◇ 越 前 等 議員

〇議長（大内兆春） 次、２番、越前議員、ご登

壇の上ご発言願います。

〇２番（越前 等） 町政執行方針に対する質問

をいたします。

第５、みんなで創るまち、１、ともに行動する

まちづくりの推進。人口減少、移住定住対策につ

きましては、子育て、教育、高齢者の各施策の充

実や住環境の整備、移住定住促進金の拡充等によ

ります。子育て世代に移住していただくためにも

学校給食費の無料化を近い将来実現していただき

たいと思います。一つの施策かなと思います。ま
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た、近隣市町村の親御さんが上砂川町は子育てに

も各施策があり、いいよねという声を聞いており

ます。こういう方々に移住していただくために最

もよいのですが、その都度難しい部分があります。

ますます上砂川町のＰＲ活動が必要であり、ＳＮ

Ｓ等の情報の発信も必要であります。一つ一つの

積み重ねかなと思っております。

２、持続可能な財政運営の推進。国民健康保険

が都道府県に移行して約１年となり、事業費納付

金の動向を見て国民健康保険税の見直しを検討し

てまいりますと述べておりますが、北海道は標準

税率に統一することを目指しているが、当町では

具体的にどう見直していくのか、また国保加入者

の負担がふえるのかお伺いいたします。

具体的に国保は構造的に低所得者が多くなって

いますが、低所得者対策として減免制度はあるの

かお伺いいたします。

抜本的に上げないことが高過ぎる国保料の対策

ではないでしょうか。国保にだけ存在する均等割、

平等割を廃止し、全国知事会が提言、要望してお

ります、公費投入増を求めております。これによ

って、国保は協会けんぽ並みになるようです。そ

のような中でも旭川市など均等割の軽減をする自

治体も出てきておりますが、負担軽減の取り組み

を当町でも検討すべきではないでしょうか。

以上、終わります。

〇議長（大内兆春） ただいまの２番、越前議員

の質疑に対し、答弁を求めてまいります。奥山町

長。

〇町長（奥山光一） ２番、越前議員の１件目の

ご質問、第５、みんなで創るまち、１、ともに行

動するまちづくりの推進についてお答えいたしま

す。

人口減少、少子高齢化問題につきましては、こ

れまでも申し上げておりますとおり、本町の最重

要課題であり、これら諸課題に対し移住定住奨励

金事業、民間賃貸住宅家賃補助などの人口減少、

移住定住対策に積極的に取り組み、高校生以下医

療費助成事業や育児用品購入券贈呈事業、さらに

は本年度より保育費用の無償化のほか、小中学校

修学旅行助成事業、小中学生卒業アルバム助成事

業などの子育て施策の充実や公設学習塾の開設の

学力向上施策に取り組み、高齢者施策といたしま

しては在宅高齢者等除雪サービス、除雪費助成事

業や高齢者等冬の生活支援事業、高齢者運転免許

返納支援事業など、他市町村に決して引けをとら

ない事業展開を実施していると考えているところ

であります。

学校給食費無償化につきましては、平成29年第

１回定例会での教育執行方針での質疑でお答えし

ておりますが、子育て支援と移住定住施策の一環

として平成24年度より学校給食費の半額助成を行

い、そのほかにもパンと米飯加工賃の全額公費負

担を行い、子育て家庭の負担軽減にも努めている

ところであります。学校給食の全額公費負担につ

きましては、近隣市町含め全国的に取り組む自治

体がふえてきておりますが、このことに特化した

だけでは十分な効果は期待できず、マクロ・ミク

ロ的に施策を展開するのではなく、総合的な施策

が重要であると考えております。

次に、上砂川町のＰＲ活動としてＳＮＳ等によ

る情報発信でございますが、町のホームページや

地域おこし協力隊によるフェイスブック、民間放

送の地デジ広報などにより情報発信に努めている

ところであり、ＳＮＳ等による上砂川町のＰＲに

つきましては町だけではなく、議員各位において

も情報の拡散などできるものもございますので、

ぜひご協力をお願いしたいと思います。また、本

年１月には東京都においてＪＯＩＮが主催の移住

交流相談会に参加し、約20名の方から相談を受け

たところであります。今後も移住定住に関する取

り組みについては引き続き行ってまいりますこと

を申し上げ、答弁といたします。

次に、２件目のご質問、第５、みんなで創るま

ち、２、持続可能な財政運営の推進、国民健康保

険税の見直しの検討についてお答えいたします。
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初めに、本年度から開始されました国民健康保険

の都道府県単位化につきましては、平成29年第４

回町議会定例会の一般質問にてご説明しておりま

すが、北海道が国保財政の運営主体となり、安定

的な財政運営や効率的な事業運営など制度の安定

化を図り、将来的には同じ所得水準であれば道内

全ての市町村で同一保険料となることを目標とし

ております。しかしながら、１人当たりの医療費

の格差や算定方法の違いなどがあり、標準税率を

用いることにより大幅な引き上げとなる市町村が

多く、このことにより保険料の平準化がなかなか

進まないと推察するところであります。

本町における国保の状況でありますが、被保険

者の多くは低所得者であることから、所得水準は

全道では下位にあり、一方１人当たり医療費は全

道平均の1.5倍と全道で最上位となっております。

このことにより、従前の自賄い方式での国保運営

では現行税率を２倍程度引き上げなければ運営で

きない状況にありましたが、被保険者の負担軽減

のため厳しい財政状況にはありながらも、一般会

計から法定外繰り入れ、いわゆる赤字補填、もし

くは基金からの繰り入れにより長い間税率を据え

置いてきたところであります。

国保税率の見直しにつきましては、ご質問にも

ありますが、都道府県化の移行に伴い医療費が平

準化されたことにより大幅に引き下がり、基本的

には北海道から示される市町村標準税率をもとに

税額を算出し、現在所得割、資産割、均等割、平

等割の４方式で算出している税額につきましても

北海道の標準算定方式と同じ資産割を除いた所得

割、均等割、平等割の３方式の導入を考えており、

その上で全体のバランスを見ながら被保険者の負

担軽減を考慮しつつ税率を検討していきたいと考

えております。

次に、本町における減免制度でございますが、

町税条例に規定をしておりますが、災害等により

生活が著しく困難になった世帯や当該年度に所得

が皆無になった世帯、またはこれに準ずると認め

られる世帯が対象となり、低所得者につきまして

は、所得などの状況によりますが、２割から７割

の軽減措置を講じております。また、65歳未満の

方が会社都合により離職された場合などには所得

割の算定基礎となる前年の給与所得を30％とみな

して税額を決定する軽減制度も導入しておりま

す。

本町でも負担軽減の取り組みを検討すべきでは

ないかとのご質問ですが、本町の軽減該当世帯数

は被保険者全世帯数、全被保険者の８割を超えて

おり、既に大半の世帯で軽減を受けている状況に

あります。国保税率を引き上げないためには医療

費を引き下げることが肝要であると考えておりま

す。そのために町といたしましては、執行方針で

述べておりますが、健康づくりの推進と各種検診

を実施しており、自己負担の軽減措置も講じてお

ります。国保加入者に限らず、全ての町民の皆さ

んが健診をぜひ受けていただき、再検や要治療な

どの結果が出された方は保健師などによる健康指

導、もしくは速やかに医療機関での受診を勧める

ところであります。その上で、保健師や栄養士、

さらには医師等の指導のもと病の重症化を防ぐこ

とが重要ではないかと考えております。このこと

が早期発見、早期予防であり、健康寿命の延伸を

図ることにより国保税の抑制だけではなく、本人

が支払う医療費も抑制され、さらには介護認定の

リスク回避となり、介護保険料の抑制にもつなが

るものと考えているところであります。

いずれにいたしましても、国保税の見直しにつ

きましては、繰り返しとなりますが、道から示さ

れた標準税率をもとに負担軽減となるよう試算を

行い、国民健康保険審議会にお諮りし、今後開催

される町議会において税率改正のための条例改正

案を提出することとしておりますことを申し上

げ、答弁といたします。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） ただいまの答弁に対し、再

質疑があれば許可いたします。
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〇２番（越前 等） ありません。

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

◇ 小 澤 一 文 議員

〇議長（大内兆春） 次に、１番、小澤議員、ご

登壇の上ご発言願います。

〇１番（小澤一文） 平成31年第１回定例会に当

たり、町政執行方針について質問をいたします。

第３、安全で生活環境が整ったまち、２、安心

安全に暮らせるまちづくりの推進において、近年

多発している大規模自然災害に即応するため地域

防災計画、水防計画に沿った迅速かつ的確な防災

体制を確立させるとあります。従来から国の防災

基本計画があり、自治体が立てる地域防災計画な

どがありますが、今後想定される大規模自然災害

への備えを町民一人一人が災害リスクに関する知

識と心構えを共有し、さまざまな災害に備える防

災意識社会へと変えていかなければならないと考

えます。災害発生時には自治体や消防による公助

が行われますが、より減災に大きな役割を担うも

のとして個人や家庭での備えである自助があり、

地域のコミュニティーにおける自発的な防災活動

である共助があります。この視点から地域防災計

画、公助に自助と共助をかみ合わせることの必要

性が注目され、2013年に改正された災害対策基本

法では共助による防災活動推進の観点から地区防

災計画制度が盛り込まれました。これは、東日本

大震災で自治体の行政機能が麻痺したのを教訓に

導入され、地域の特性に応じ地区の範囲や活動に

ついて柔軟に規定できる制度となっています。こ

の地区防災計画を立てる単位は、自治会や企業、

商店街、学校、医療、福祉施設なども主体となる

ことができます。それぞれが実情に応じた防災活

動の計画を立て、市区町村の地域防災計画の一部

として提案し、災害時に誰が何をどれだけどのよ

うにすべきかを作成し、地域の防災意識と防災力

の向上を目指しています。

内閣府による地区防災計画策定状況の全国調査

結果が初めて公表されました。昨年４月１日時点

で地区防災計画が市区町村の地域防災計画に反映

されているのは、23都道府県の40市区町村248地

区で完成しています。素案作成段階にある地区を

抱えた市区町村が全国に1,741ある自治体の１割

にも満たず、計画作成のための説明会開催や自治

会への呼びかけをしているのは全体の約15％の26

0自治体で、73自治体は制度自体を知らない状況

でありました。制度の普及、啓発活動について行

う必要はあるが、行えていないと答えた自治体は

全体の約６割に及んでいます。今後各地域で地区

防災計画の策定が進むことによって災害対応力の

向上につながるのではないかと考えますが、地区

防災計画についてのご見解をお伺いして、質問を

終わります。

〇議長（大内兆春） ただいまの１番、小澤議員

の質疑に対し、答弁を求めてまいります。奥山町

長。

〇町長（奥山光一） １番、小澤議員のご質問、

第３、安全で生活環境が整ったまち、災害対策、

地区防災計画についてお答えいたします。

初めに、現在の地域防災計画でありますが、20

13年の災害対策基本法の改正に基づき2015年に町

防災会議の承認を経て避難行動要支援者にかかわ

る事項について一部見直しを行い、現在に至って

おります。ご質問の地区防災計画につきましては、

直接的に町の防災計画に記載はございませんが、

災害時の応急対策を迅速かつ的確に実施するため

各町自治会や団体に対し地区内の被害状況の調査

や避難所運営への奉仕、被災地の防災活動の協力

等を得ることを規定した住民組織等の活用や平時

から災害時に至るまで自分たちの地域は自分たち

で守るという共助の体制づくりの推進を目的とし

て自主防災組織指導育成計画を規定しておりま

す。議員ご指摘のとおり、東日本大震災では行政

機構の麻痺から地域住民みずからの自助と地域コ

ミュニティーにおける共助が避難所運営等におい
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て重要な役割を果たしたことから、国が提唱する

地区防災計画は地域住民が自発的に防災活動に取

り組むに当たり、地域の意向が強く反映されたボ

トムアップ型の計画であり、地区住民から行政に

対し計画提案制度も採用されております。

本町においては、このような性質の計画の策定

にあってはまず自治会単位での自主防災組織の結

成が不可欠と考えるものであり、かつて消防本部

が広域加入以前に各町自治会に対し結成に向けた

呼びかけを行った件もございますが、残念ながら

結成には至っておりません。高齢化がますます進

む本町において自助、共助、公助は災害時のみな

らず生活を営む上で基本をなすものであります

が、災害時には公助だけでは賄え切れず、自助で

はいかんともしがたい要支援者や子供、いわゆる

災害弱者を守るすべとして地域の役割、共助の必

要性は強く認識しており、また地域自治会のみな

らず企業、商工業者、ボランティアなどの協力も

不可欠と思うところであります。

このような状況の中、防災力の強化を図る目的

から平成31年度内において退職自衛官の中から災

害対応に高い知識と技能を有します地域防災マネ

ジャーの有資格者の採用について関係機関へ要望

しており、採用となれば災害対応初め関係機関と

の横断的な連携や行方不明者発生の際の初動対

応、さらには地区防災計画策定の基礎単位となり

ます自主防災組織結成に向けた取り組みについて

も詰めてまいりたいと考えております。

さきに述べましたが、本町における自主防災組

織率は皆無であり、議員各位におかれましてもま

ず自治会単位での自主防災組織の結成に向け積極

的な働きかけをお願い申し上げ、答弁といたしま

す。

〇議長（大内兆春） ただいまの答弁に対し、再

質疑があれば許可いたします。

〇１番（小澤一文） ありません。

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

◇ 吉 川 洋 議員

〇議長（大内兆春） 次に、４番、吉川議員、ご

登壇の上ご発言願います。

〇４番（吉川 洋） 第１回定例会に際しまして、

町政執行方針、第４、魅力と活力があふれるまち、

今後の町づくりに対する機運の醸成について質問

をいたします。

町の魅力づくり、地域活性化対策については将

来を担う若者層や協力隊、関係機関、団体と協力

をしてと執行方針の中にあります。まさに町中が

一体となって町づくりをしなければならない時代

かと思います。現在の上砂川の現状を顧みますと、

既存の商店は年々減少して、高齢化が進む地域に

おいて高齢者の方々が歩いて買い物ができる商店

がなくなってきております。時にはゆっくりお酒

を飲みながら憩いたいと思っても、そういう場所

もいまや一軒もありません。そのような状況を考

えますと、まさに若い人やいろいろな団体など多

くの人々の力を結集して町づくりをしていかなけ

れば何もない町になってしまいます。企業誘致も

絶対必要です。それと同じぐらい町の中に普通の

商店や飲食店を誘致するために時には空き店舗を

無償で貸し出すぐらいの特別の優遇措置をする制

度も必要と思うところであります。また、現在あ

るまちの駅ふらっとの積極的な活用の一つとし

て、６時以降に時間貸しをして、いろいろな行事

や、反省会等ができるようにして、町に元気が出

るような仕掛けをつくることも必要と思います。

将来的には北門支店跡等点在する空き店舗を整備

して、いろいろな職種が試験的に一定期間店をあ

けられる貸し店舗等も方法と思います。これらは

ほんの例を並べただけでございますが、これから

の町づくりに今までとまるで違う視点で思い切っ

た制度やサービスするための仕組みをつくり、こ

の町を将来いろいろな機能が欠落したゴーストタ

ウンのようにならないためにも勇気ある大胆な発

想で今までと一味違う町の将来の絵が見えるよう
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な何かをしたいと思う人たちがより使いやすい制

度づくりをお願い申し上げ、質問といたします。

〇議長（大内兆春） ただいまの４番、吉川議員

の質疑に対し、答弁を求めてまいります。奥山町

長。

〇町長（奥山光一） ４番、吉川議員のご質問、

第４、魅力と活力があふれるまち、今後の町づく

りに対する機運の醸成についてお答えいたしま

す。

初めに、急激な人口減少の中、町を明るくする

ため各種イベント等の開催にご尽力いただいてい

る各団体並びに関係者の皆様に敬意と感謝を申し

上げます。

さて、本町においては人口減少などの起因によ

り店を閉じるなど商店が年々減少傾向にあり、議

員のご質問にもございますとおり、このような状

況だからこそ若い人や各団体等初め職員、議員各

位も含め一丸となり町づくりをしていかなければ

ならないと考えているところであります。商店や

飲食店等を誘致するために空き店舗を無償で貸し

出すなどの特別な優遇措置をする制度が必要では

とのご質問でありますが、中央地区を中心に空き

地が多く点在しており、一部の空き地につきまし

ては町に寄贈があり、町所有となってはいるもの

の、そのほかの多くの土地や建物はいまだ個人の

所有であり、行政とはいえども勝手に個人の所有

物を使用することはできません。また、商店や飲

食店等の誘致につきましても状況は認識するもの

の、行政だけが対応するものではなく、商工会議

所等中心となり誘致活動を積極的に展開していた

だき、その上で出店を考えている方がいらっしゃ

り、出店のために特別な優遇制度が必要であれば、

ぜひともそのアイデア等を提言していただき、支

援していただければ検討してまいりたいと考えて

いるところであります。

次に、まちの駅ふらっとの午後６時以降の時間

貸し出しについて行事や反省会等ができるように

とのことでありますが、まちの駅ふらっとは多世

代交流拠点施設として平成29年11月に開設し、現

在は午前10時から午後６時まで開館し、休館日は

木曜日と日曜日となっております。また、施設の

目的上、原則アルコールの提供は禁止としている

ところであります。午後６時以降の貸し出しにつ

きましては、行事等の内容が町振興や町民の利便

性に資する場合貸し出しを許可しており、主催者

が責任を持って管理することを条件に既に手話教

室や、町の行事でありますが、ワークショップな

どの実施を許可しているところであります。反省

会等への利用につきましては、まちの駅ふらっと

は、先ほど申し上げましたとおり、原則アルコー

ルを禁止としておりますが、事業の目的が明確と

されており、その延長上での飲食であれば認める

場合もございます。貸し出しを希望される場合に

ついては、事前に相談をしていただければ内容に

より許可することもあることを申し上げます。し

かしながら、単なる反省会でありましたら、そち

らのほうは町民センターや活性化センター等をご

利用いただきたいというふうに考えております。

いずれにいたしましても、町づくりや町の振興

には思い切った大胆な発想をしなければならない

と考えております。人口減少が進展する中、これ

を少しでも抑制するためにも各関係機関、団体等

の皆様を初め議員各位におかれましても具体的な

アイデアの提言と行動をぜひお願いし、答弁とい

たします。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） ただいまの答弁に対し、再

質疑があれば許可いたします。吉川議員。

〇４番（吉川 洋） 新たな制度、前向きにつく

っていくことをお考えをしていただいたようでご

ざいますけれども、そのような機会がありました

ら会議所等民間の方々も含めて、その中に入って

いろんなアイデアを出せるような、そんな場も提

供していただければ町中からいろいろなアイデア

が集まるかと思いますので、そんなことも含めて

お考えをいただきますよう申し添えておきたいと
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思います。よろしくお願いします。

〇議長（大内兆春） 奥山町長。

〇町長（奥山光一） 実際に効果があるというこ

とであれば制度についての検討はやぶさかでない

ということでお答えを申し上げたところでござい

ます。逆に会議所等も含めて何かそういうアイデ

アがあるのであれば、行政からだけではなく、そ

ちらからもぜひとも声がけをしていただき、行政、

民間団体、両方での話し合いを、もしくは協議と

いうことをこちらからもお願いしたいと思いま

す。

以上です。

〇議長（大内兆春） よろしいですか。

〇４番（吉川 洋） はい、ありがとうございま

す。

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

以上で町政執行方針の質疑を終了いたします。

◎教育行政執行方針に対する質疑

〇議長（大内兆春） 日程第３、教育行政執行方

針に対する質疑を行います。

本件につきましても議長の手元まで通告が参っ

ておりますので、許可してまいりたいと思います。

◇ 小 澤 一 文 議員

〇議長（大内兆春） １番、小澤議員、ご登壇の

上ご発言願います。

〇１番（小澤一文） 平成31年第１回定例会に当

たり、教育行政執行方針について質問いたします。

国際化が日々進展する中、これからの時代を担

う子供たちが外国の人々に対して臆することや偏

見などを持たずに同じ人としてわかり合えるよう

な関係を結ぶことができればすばらしいことだと

考えます。しかし、一般的に言って日常的に外国

人と接する機会はまだまだ多いとは言えません。

特に本町のような地方都市は、その傾向が顕著で

あります。そのような中、30年以上前からＪＥＴ

プログラムによりＡＬＴ、外国語指導助手やＣＩ

Ｒ、国際交流員、ＳＥＡ、スポーツ国際交流員の

業種が日本に招聘されており、現在では54カ国か

ら5,500人の若者が全国で活躍しているそうです。

このＡＬＴ、外国語指導助手は、小学校教師や中

高等学校の英語教師とともに英語の授業に加わり

指導を行うものですが、中には学校の諸活動にも

積極的に参加し、子供たちと日常的な触れ合いを

持つケースもあるようです。小学校においては、

新学習指導要領の全面実施が2020年４月に控えて

おり、2019年度まで３、４年生の外国語活動、５、

６年生の教科としての外国語が先行実施されてい

ます。そのような中、ネイティブスピーカーの発

音を子供たちに聞かせることは大変有効であり、

本町の子供たちが直接的に外国生まれの人と触れ

合う体験は国際人を生み出す意味においても貴重

な教育になるのではないでしょうか。しかも、近

年は日本文化への関心の高まりによって応募する

外国青年も多く、選抜により来日するようで、自

治体の必要人数は100％満たされ、その質にも定

評があるようです。

現在本町においてはカナダ出身のルシエ・デヴ

ィン先生が英語指導助手として本町の英語教育に

大変熱心に取り組んでいただいておりますが、全

国においては群馬県高崎市のように市内の全小中

学校58校全てにＡＬＴを任用している自治体もあ

ります。そこで、本町においても2020年度からの

新学習指導要領の全面実施を見据えた、また生き

生きとした国際教育の展開を期待する意味からも

中央小学校にもＪＥＴプログラムによるＡＬＴの

任用を検討し、英語教育のさらなる充実を図るべ

きではないかと考えますが、この点についてのご

見解を求め、質問を終わります。

〇議長（大内兆春） ただいまの１番、小澤議員

の質疑に対し、答弁を求めてまいります。飯山教

育長。

〇教育長（飯山重信） １番、小澤議員のご質問、

学校教育における英語教育の取り組みについてお
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答えいたします。

英語授業につきましては、平成29年３月に告示

された新学習指導要領により小学校では現在５、

６年生において実施しております外国語活動を20

20年４月からは３、４年生に引き下げ、５、６年

生においては英語が正式教科化となるところでご

ざいます。そのような中、本町においては英語力

向上のため子供たちに生の英語を授業において体

験できるよう平成３年８月より当時の文部省の外

国青年招致事業制度を活用し、１名の英語指導助

手を中学校に配置し、１年生から３年生の英語の

授業において生徒たちに発音等の学習指導を現在

まで継続して実施しているところであります。こ

れからの国際化社会を見据え、幼少期から外国の

言語や文化にもなれ親しむことも大切なことと考

え、平成22年度より保育園にて毎月１回英語指導

助手による英語の絵本の読み聞かせや、さらには

社会教育事業としてグッドいんぐりっしゅにおい

ても中心的に事業にかかわってもらい、小学校低

学年と英語による交流も行っているところであり

ます。

議員より小学校において英語が正式科目となる

ことから、中央小学校にも英語指導助手の配置を

行い、英語教育の充実を図るべきではないかとの

質問につきまして、平成23年４月より当時の指導

要領の改訂において小学校５、６年生に対し外国

語活動が必修とされたことにより小学校において

も中学校配置の英語指導助手の活用を行っており

ました。先ほども申し上げましたが、来年より小

学校において英語の授業が前倒しと教科化となる

ことから、平成30年４月より本格実施と同様に３、

４年生については外国語活動が実施できるよう年

間35時間を割り振り、５、６年生については外国

語として英語授業ができるよう外国語活動をや

め、新たに外国語として年間70時間をそれぞれ確

保する時間割りを編成し、中学校に在籍する英語

指導助手が小学校の授業で指導できるよう小中学

校間で調整を行いながら、試行的に英語の授業を

進めているところであります。そのような中で、

現在本町における外国語活動や英語の授業が必要

な学級数は小学校では３年生以上４学級、中学校

では３学級の合計７学級であり、他市町の１学校

程度の学級数となっております。英語の授業に英

語指導助手を活用するに当たり、小中学校で互い

に時間割り調整を行えば十分１人で対応できる状

態であり、本格導入と同様の時数で授業を展開し

ている小学校から増員等の特段の要請もないこと

から、当面英語指導助手については１名で対応し

ていきたいと考えております。

いずれにいたしましても、議員がおっしゃると

おり東京オリンピックの開催を控え、道内におい

てもインバウンドの増加と子供たちが外国の文化

を理解する上でも将来社会に出て働く上でも英語

学習の重要性が増すと考えられますことから、授

業により英語嫌いがふえることがないよう配慮し

つつ、町においても本年４月より公設学習塾にお

いて中学生対象に英語を追加し、学力の向上を図

ることとしており、あわせて学校、教育委員会、

英語指導助手が一体となって子供たちの英語力向

上を目指すことといたします。また、英語が話せ

る地域おこし協力隊員も在籍していることから、

必要に応じて協力も検討してまいりたいと考えて

いることを申し上げ、答弁とさせていただきます。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） ただいまの答弁に対し、再

質疑があれば許可いたします。

〇１番（小澤一文） ありません。

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

以上で教育行政執行方針に対する質疑を終了い

たします。

◎休会について

〇議長（大内兆春） 以上で本日の日程は全部終

了いたしました。

お諮りいたします。あすの15日から19日までの
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５日間、議案調査等のため休会したいと思います

が、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、15日から19日までの５日間、休会

することに決定いたしました。

なお、休会中の15日、18日につきましては予算

特別委員会を開催し、付託案件の審議をしていた

だくことになっておりますので、よろしくお願い

いたします。

また、20日には午前10時より本会議を再開いた

しますので、出席方よろしくお願いいたします。

◎散会の宣告

〇議長（大内兆春） 本日はこれをもって散会い

たします。

ご苦労さまでございました。

（散会 午前１０時５０分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 大 内 兆 春

署 名 議 員 吉 川 洋

署 名 議 員 数 馬 尚
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平 成 ３ １ 年

上砂川町議会第１回定例会会議録（第４日）

３月２０日（水曜日）午前１０時００分 開 議

午前１０時１４分 閉 会

〇議事日程 第４号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 予算特別委員会委員長報告

議案第１０号 平成３１年度上砂川

町一般会計予算

議案第１１号 平成３１年度上砂川

町国民健康保険特別会計（事業勘定）

予算

議案第１２号 平成３１年度上砂川

町後期高齢者医療特別会計予算

議案第１３号 平成３１年度上砂川

町下水道事業特別会計予算

議案第１４号 平成３１年度上砂川

町水道事業会計予算

※ 報告に対する討論・採決とする。

（質疑は省略とする。）

第 ３ 調査第 １号 所管事務調査につい

て

第 ４ 派遣第 １号 議員派遣承認につい

て

（追加日程）

第 ５ 議案第１５号 平成３１年度上砂川

町一般会計補正予算（第１号）

〇会議録署名議員

４番 吉 川 洋

５番 数 馬 尚

◎開議の宣告

〇議長（大内兆春） おはようございます。ただ

いまの出席議員は８名です。

理事者側につきましては、全員出席しておりま

す。

定足数に達しておりますので、平成31年第１回

上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、休

会を解きまして再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎会議録署名議員指名について

〇議長（大内兆春） 日程第１、会議録署名議員

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第124条の規定に

よって、４番、吉川議員、５番、数馬議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。

◎議案第１０号 議案第１１号 議案第１２号

議案第１３号 議案第１４号

〇議長（大内兆春） 日程第２、予算特別委員会

委員長報告について議題といたします。

お諮りいたします。予算特別委員会に付託いた

しました議案第10号から議案第14号までについて

は、一括して予算特別委員長より審査結果の報告

を願い、その後議案ごとに討論、採決を行ってま

いりたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、予算特別委員会に付託いたしまし

た議案について、その審査結果を委員長より一括

報告することに決定いたしました。

吉川予算特別委員長、ご登壇の上、審査結果の
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報告をお願いいたします。

〇予算特別委員長（吉川 洋） それでは、予算

特別委員会の審査報告を申し上げます。

本特別委員会に付託になりました議案第10号

平成31年度上砂川町一般会計予算ほか特別会計４

件について、３月15日、18日の２日間にわたり慎

重な審査を行った結果、報告書のとおり決定をい

たしましたので、会議規則第76条の規定により報

告をいたします。

なお、審査の経過及び質疑の内容につきまして

は、全員による審査をいたしておりますので、省

略をさせていただきます。

初めに、議案第10号 平成31年度上砂川町一般

会計予算でありますが、討論、採決の結果、原案

可決すべきものと決定をいたしました。

次に、特別会計について報告をいたします。議

案第11号 平成31年度上砂川町国民健康保険特別

会計（事業勘定）予算、議案第12号 平成31年度

上砂川町後期高齢者医療特別会計予算、議案第13

号 平成31年度上砂川町下水道事業特別会計予

算、議案第14号、平成31年度上砂川町水道事業会

計予算について、それぞれ討論、採決の結果、全

て原案可決すべきものと決定をいたしました。

以上、ご報告申し上げます。

〇議長（大内兆春） 以上で予算特別委員長の報

告を終わります。

お諮りいたします。付託されました各議案につ

きましては、予算特別委員会において十分審議が

なされておりますので、質疑を省略して直ちに討

論、採決に入りたいと思います。ご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

それでは、順次討論、採決を行ってまいります。

議案第10号 平成31年度上砂川町一般会計予算

について討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより議案第10号について採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第10号 平成31年度上砂川町

一般会計予算は、委員長報告のとおり可決いたし

ました。

議案第11号 平成31年度上砂川町国民健康保険

特別会計（事業勘定）予算について討論を行いま

す。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより議案第11号について採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第11号 平成31年度上砂川町

国民健康保険特別会計（事業勘定）予算は、委員

長報告のとおり可決いたしました。

議案第12号 平成31年度上砂川町後期高齢者医

療特別会計予算について討論を行います。討論ご

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより議案第12号について採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第12号 平成31年度上砂川町

後期高齢者医療特別会計予算は、委員長報告のと

おり可決いたしました。

議案第13号 平成31年度上砂川町下水道事業特
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別会計予算について討論を行います。討論ござい

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより議案第13号について採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第13号 平成31年度上砂川町

下水道事業特別会計予算は、委員長報告のとおり

可決いたしました。

議案第14号 平成31年度上砂川町水道事業会計

予算について討論を行います。討論ございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより議案第14号について採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第14号 平成31年度上砂川町

水道事業会計予算は、委員長報告のとおり可決い

たしました。

◎調査第１号

〇議長（大内兆春） 日程第３、調査第１号 所

管事務調査について議題といたします。

お手元に配付してありますように、議会運営委

員長から、会議規則第74条の規定により閉会中の

継続調査についての申し出がありましたので、委

員長の申し出のとおりこれを許可してまいりたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

よって、本件は委員長の申し出のとおり許可す

ることに決定いたしました。

◎派遣第１号

〇議長（大内兆春） 日程第４、派遣第１号 議

員派遣承認について議題といたします。

これもお手元に配付のプリントに内容が記され

ておりますように、これを派遣してまいりたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

よって、本件は派遣することに決定いたしまし

た。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時０７分

再開 午前１０時０８分

〇議長（大内兆春） 休憩を解きまして、休憩前

に引き続き会議を開きます。

◎追加日程について

〇議長（大内兆春） ただいま議長の手元に議案

１件が所定の手続を経て提出されておりますの

で、これを追加日程のとおり追加し、議題に付し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、追加議事日程のとおり追加するこ

とに決定いたしました。

◎議案第１５号

〇議長（大内兆春） 日程第５、議案第15号 平

成31年度上砂川町一般会計補正予算（第１号）に

ついて議題といたします。

提案理由の説明を求めます。奥山町長。

〇町長（奥山光一） ただいま上程されました議

案第15号 平成31年度上砂川町一般会計補正予算

（第１号）について提案理由を申し上げますので、

ご審議くださいますようお願いいたします。
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平成31年度上砂川町一般会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ2,100万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ29億160万円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成31年３月20日提出、北海道上砂川町長。

以下、内容の説明は副町長からいたしますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由の説明を終

わります。

引き続き内容の説明を求めます。林副町長。

〇副町長（林 智明） それでは、議案第15号に

ついて内容の説明をいたします。

２ページであります。第１表、歳入歳出予算補

正。１、歳入、17款繰入金2,100万円の追加で、5,

530万円となります。

１項基金繰入金、同額であります。

歳入合計が2,100万円の追加で、29億160万円と

なります。

２、歳出、２款総務費2,100万円の追加で、２

億4,953万9,000円となります。

１項総務管理費2,100万円の追加で、２億1,093

万1,000円となります。

歳出合計が2,100万円の追加で、29億160万円と

なります。

事項別明細書、５ページ、歳出でございます。

３、歳出、２款１項13目役場庁舎建設費2,100万

円の追加で、2,100万円となります。15節工事請

負費は、東館改修工事を早期に着手し、今後予定

している西館の除却並びに新庁舎建設を円滑に進

めるため2,100万円計上するものであります。

次に、４ページ、歳入であります。２、歳入、

17款１項１目基金繰入金2,100万円の追加は、公

共施設等整備基金を繰り入れし、収支の均衡を図

るものであります。

以上でございます。

〇議長（大内兆春） 以上で提案理由及び内容の

説明が終了いたしましたので、これより順次質疑、

討論、採決を行ってまいります。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。吉川議員。

〇４番（吉川 洋） 済みません。東館の改修工

事ということでございますので、理解はしている

のですけれども、これいつごろから始まる工事と

いうことで今回補正は出たのでしょうか。

〇議長（大内兆春） 佐藤課長。

〇建設課長（佐藤康弘） 予定といたしましては、

予算が可決されました後、４月１日に入りまして

すぐ工事の起案を行い、４月11日に入札を執行し

たいと考えております。工事につきましては、６

月中旬の竣工を目指すものでございます。

〇議長（大内兆春） ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 討論なしと認めます。

これより議案第15号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（大内兆春） 異議なしと認めます。

したがって、議案第15号 平成31年度上砂川町

一般会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決

定いたしました。

◎閉会の宣告

〇議長（大内兆春） 以上で本定例会に付議され

ました案件につきましては、全て終了いたしまし

たので、平成31年第１回上砂川町議会定例会を閉
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会いたします。

ご苦労さまでございました。

（閉会 午前１０時１４分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 大 内 兆 春

署 名 議 員 吉 川 洋

署 名 議 員 数 馬 尚
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平成３１年第１回定例会予算特別委員会会議録（第１号）

３月１５日（金曜日）午前１０時００分 開 会

午後 １時４２分 散 会

〇議事日程 第１号

委員長挨拶

町長挨拶

予算特別委員会の日程について

予算審査の方法について

予算審査資料の提出について

その他

議案第１０号 平成３１年度上砂川町一般会

計予算

◎委員長挨拶

〇委員長（吉川 洋） おはようございます。定

刻になりましたので、始めたいと思いますが、開

会に先立ち、一言ご挨拶を申し上げます。

11日の定例本会議におきまして予算特別委員会

が設置をされ、私が委員長に指名をされました。

委員各位のご協力をいただき、本委員会を進めて

まいりたいと思っております。よろしくお願いを

いたします。

予算特別委員会に付託されました案件は、平成

31年度一般会計予算及び４本の特別会計予算で、

一般会計が28億8,060万円、特別会計を合わせま

すと34億6,671万6,000円となり、前年度と比較し

ますと１億6,520万円増の予算となっております。

前年度は町長選挙がとり行われた関係上骨格予算

でありましたが、本年度は政策的経費も取り込ん

だ通常予算となり、人口減少対策、子育て支援施

策、移住定住施策、認定こども園の園庭整備事業

等の投資的経費など重要施策が継続されておりま

すことから、本委員会といたしましてもそのあた

り踏まえ、十分な論議を重ねていただき、効率的

に議事を進めてまいりたいと思っております。

以上、大変簡単ではございますが、委員各位の

ご協力を重ねてお願い申し上げ、開会に当たって

の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお

願いをいたします。

◎開会の宣告

〇委員長（吉川 洋） ただいまの出席委員は７

名でございます。

定足数に達しておりますので、予算特別委員会

は成立をいたしました。

（開会 午前１０時００分）

◎開議の宣告

〇委員長（吉川 洋） 直ちに会議を開きたいと

思います。

◎町長挨拶

〇委員長（吉川 洋） ここで奥山町長からご挨

拶をいただきます。

〇町長（奥山光一） おはようございます。予算

特別委員会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上

げます。

本日と18日の２日間、平成31年度の町づくりに

向けた各種施策など具体的事業を盛り込みました

一般会計予算を初め４特別会計のご審議をいただ

きます。委員の皆様方の活発なご審議を賜ります

ようお願い申し上げます。

平成31年度の予算編成に当たりましては、既に

予算の大綱でも触れさせていただいておりますけ

れども、本町の財政状況は依然として地方交付税

に大きく依存する状況でありますが、一部町内企

業の業績が顕著であり、わずかではありますが、

税収に寄与する明るい兆しも見られております。

しかしながら、引き続き限られた財源を最大限に
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生かし、急がれる人口減少問題への対策を初めと

します諸課題に対応し、若い世代から高齢者まで

幅広く即効性のある事業、施策について予算計上

をしたところであります。

予算の概要でありますが、平成31年度一般会計

予算は28億8,060万円となりまして、特別会計の

５億8,611万6,000円と合わせ、総額34億6,671万6,

000円となっております。昨年度は４月に町長選

挙を控えたため骨格予算でありましたが、本年度

につきましては認定こども園等複合施設の２カ年

目事業として園庭整備を中心とします外構工事、

高規格救急自動車の更新、下鶉生活館の建てかえ

に向けた実施設計等の予算を計上したところであ

り、全会計合計いたしまして前年度対比5.0％、

１億6,520万円の増となったところでございます。

平成31年度の予算の内容につきましては、この後

各担当課長から申し上げますので、ご審議くださ

いますようお願い申し上げ、開会に当たっての挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。

◎予算特別委員会の日程について

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

それでは、これより議事に入りたいと思います。

議題の（１）、予算特別委員会の日程について

内野議会事務局長から説明をいたします。

〇事務局長（内野博之） それでは、お手元に配

付の審査日程表に基づきまして説明させていただ

きます。

予算特別委員会次第書の次のページをごらんい

ただきたいと思います。審査日程は、本日15日と

18日の２日間を予定しております。本日は、審査

の方法、審査資料請求などについて協議していた

だき、その後平成31年度一般会計予算から審査を

いただいております。初めに歳出を審査していた

だき、その後歳入の順で進めてまいります。予定

といたしましては、本日で一般会計の審査を全て

終え、18日は国民健康保険、後期高齢者医療、下

水道事業の各特別会計と水道事業会計について審

査をしていただきたいと思います。以上２日間の

日程で付託になりました案件につきまして審査を

進めてまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

以上でございます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

ただいまの説明に対して質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、日程

については説明どおりといたします。

なお、委員会の開催の通知はいたしませんので、

ご参集のほどよろしくお願いを申し上げます。

◎予算審査の方法について

〇委員長（吉川 洋） では次に、予算審査の方

法について内野議会事務局長から説明をいたしま

す。

〇事務局長（内野博之） それでは、予算審査の

方法について説明をいたします。

11日の本会議において提案理由、内容説明があ

りましたので、本委員会では歳入歳出予算事項別

明細書により款ごとに担当課長から内容の説明を

していただくことになります。

説明手順は、本年度予算額、前年度比較、財源

内訳を説明し、引き続き節の説明に入りますが、

時間の関係上、経常的な経費や前年度と比較して

多少の増減の場合は説明を省略し、前年度に比べ

て大きく変わったところ、あるいは制度、政策の

見直し、重要な事業等について説明していただき

ます。質疑につきましては、款の説明が終了した

後、原則的には目ごとに行うことといたしますが、

場合によっては一括して行うこともございます。

また、討論、採決につきましては議案毎に行うこ

ととしていきます。

なお、説明者には一般会計、特別会計ともに担

当課長にお願いし、補助者として主幹及び係長の

出席をお願いしております。
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以上、審査方法としての説明を終わります。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

ただいまの説明に対して質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、審査

方法については説明どおり進めてまいります。

◎予算審査資料の提出について

〇委員長（吉川 洋） 次、議題の（３）、予算

審査資料の提出について、何か必要な資料があり

ましたらご発言を願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

◎その他

〇委員長（吉川 洋） その他で委員の方から何

かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

◎議案第１０号

〇委員長（吉川 洋） それでは、ただいまから

付託案件の審査に入ります。

初めに、議案第10号 平成31年度上砂川町一般

会計予算について議題といたします。

歳出から審議に入ります。１款議会費から審査

をいたします。内容の説明を求めます。内野議会

事務局長。

〇事務局長（内野博之） それでは、議会費につ

いて説明をいたします。

予算書の32ページをごらんいただきたいと思い

ます。１款議会費、１項議会費、１目議会費、本

年度予算額3,760万4,000円、前年度比較452万7,0

00円の減で、財源は全て一般財源でございます。

主な増減につきまして説明いたします。１節報酬、

本年度予算額1,989万6,000円、前年度比較で222

万円の減、３節職員手当等、本年度予算額811万6,

000円、前年度比較80万5,000円の減、４節共済費、

本年度予算額686万6,000円、前年度比較で110万8,

000円の減となっておりますが、いずれも議員１

名減によるものでございます。その他につきまし

ては、昨年とほぼ同様でございますので、説明を

省略させていただきます。

以上でございます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

それでは、１款議会費の説明が終わりました。

これより質疑に入りたいと思います。

１款議会費全般について質疑を受けます。質疑

のある方、ご発言を願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

以上で１款議会費について質疑を打ち切りま

す。

次、２款総務費に入ります。総務費については

米田総務課長、浅利企画課長、白土住民課長、斉

藤教育次長、西村税務出納課長、内野監査事務局

長に順次説明を求めてまいります。初めに、米田

総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、総務費のう

ち総務課が所管いたします予算につきましてご説

明を申し上げます。

予算書34ページでございます。２款総務費、１

項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額6,

843万5,000円、前年度比較で495万8,000円の増、

財源内訳は全て一般財源でございます。本目は、

行政全般の管理経費を計上するものでございま

す。主な増減につきまして説明を申し上げます。

１節報酬でございますが、本年度予算額31万4,00

0円、前年度比較で３万2,000円の増でございます。

役場庁舎の建設に向けまして昨年に引き続き住民

各層から広く意見を求めますため、既存の町づく

り町民会議の委員で構成いたします庁舎建設検討

委員会の開催回数を１回分ふやしまして、年間６
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回分を見込みまして、委員報酬を計上したもので

ございます。４節共済費でございますが、本年度

予算額1,062万7,000円、前年度比較で216万5,000

円の増及び７節賃金で本年度予算額1,546万5,000

円、前年度比較で429万3,000円の増でございます。

いずれも嘱託職員の新規採用に伴います増額で、

近年の自然災害の多発に対しまして防災力の強化

を図ることを目的に専門的知識と経験を有します

地域防災マネジャーの有資格者１名及び嘱託事務

員１名を採用する予定でありますことから、所要

の経費を計上するものでございます。８節報償費

でございます。本年度予算額29万3,000円、前年

度比較で27万円の減でございますが、従前から実

施しております外部講師によります職員研修につ

きまして年々でテーマを考慮しながら引き続き実

施するための講師謝礼でございます。９節旅費で

ありますが、本年度予算額120万円、前年度比較

で20万円の増で、普通旅費の実績勘案による増額

でございます。11節需用費でございます。本年度

予算額1,326万3,000円、前年度比較で155万3,000

円の増で、燃料費及び電気料の高騰と消費税の増

税に伴います増額でございます。35ページへ参り

まして、14節使用料及び賃借料でございますが、

本年度予算額311万3,000円、前年度比較で22万3,

000円の増でございます。９節旅費の増額と関連

いたしまして、公務出張の際の高速道路使用料を

実績勘案によりまして昨年度までの10万円から30

万円へ増額したことが主な要因でございます。続

きまして、36ページをお開きいただきまして、18

節備品購入費、本年度予算額80万円、前年度比較

で316万7,000円の減でございますが、昨年度全国

瞬時警報システムＪアラートの受信機器の更新整

備を終えたことによります減でございます。

次に、２目文書広報費、本年度予算額749万6,0

00円、前年度比較で225万9,000円の増、財源はそ

の他特定財源で25万円、一般財源で724万6,000円

でございます。総務課が所管いたします予算で増

額の主な要因は、13節委託料におきまして本年度

予算額436万6,000円、前年度比較で177万4,000円

の増でありますが、町例規類集整備業務において

通年で計上しております町例規の加除整備とあわ

せまして、平成32年度より施行されます会計年度

任用職員制度の制度導入に要します例規類の整備

経費を計上するものでございます。

続きまして、３目財政管理費、本年度予算額21

6万6,000円、前年度比較で7,000円の増で、財源

は全て一般財源でございます。本年10月から予定

されております消費税の増税分の増額計上でござ

います。

37ページへ参りまして、４目会計管理費、本年

度予算額126万3,000円、前年度比較で19万9,000

円の増、財源は全て一般財源でございます。本目

は、出納業務にかかわる経費を計上するもので、

増額の主な要因は、12節役務費におきまして昨年

より負担しております指定金融機関派出事務手数

料につきまして、昨年度は要望額に対しまして３

割相当の32万4,000円を計上いたしましたが、北

門信金の要望から滝川市を初めといたします５市

町におきまして５割の負担を決定いたしましたこ

とから、本町におきましても同割合で54万円を負

担計上するものでございます。

次に、５目財産管理費、本年度予算額1,436万4,

000円、前年度比較で６万7,000円の減、財源内訳

はその他特定財源で1,422万8,000円、一般財源で

13万6,000円でございます。本目は、町有財産の

管理経費を計上するものでございます。減額の主

な要因は、13節委託料におきまして昨年度執行い

たしました下鶉分譲団地整備業務委託と本年度計

上の現況図の更新業務88万円との差額でございま

す。

６目企画費でございます。本年度予算額225万3,

000円、前年度比較で42万4,000円の増、財源は全

て一般財源でございます。本目は、主に防災関係

の経費と加盟団体などの負担金を計上するもので

ございます。増額の主な要因は、11節需用費、消

耗品費及び38ページへ参りまして、18節備品購入
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費におきまして災害時避難所で用います毛布やス

トーブ、発電機、食料、飲料水などの必要個数を

年次計画で整備をしており、新年度におきまして

は備蓄しております飲料水の期限到来から、新た

に960本を補充しますほか、冬期間の停電に備え

まして避難所の暖房強化を図るため電気を使用し

ない灯油ストーブ７台の補充整備、また災害対応

に当たります職員の作業服を整備するものであり

ます。そのほか、12節役務費におきましては５年

ごとの防災無線検査に要します手数料といたしま

して５万3,000円を計上するものでございます。

次に、７目公平委員会費でございます。本年度

予算額7,000円、前年度同額でございます。公平

委員３人分の報酬でございます。

39ページへ参りまして、９目諸費でございます。

本年度予算額2,288万6,000円、前年度比較で1,96

5万6,000円の増、財源はその他特定財源で1,960

万円、一般財源で328万6,000円でございます。本

目は、表彰関係の予算や弔慰金、また会議、来客

用など他の費目に属さない予算を計上いたします

もので、増額の要因は８節報償費のうち各種表彰

弔慰金におきまして本年度上砂川120年記念を迎

えるに当たりまして、事業の一環といたしまして

スフェラースティックを記念品とし、全戸贈呈配

布を行うに当たりまして、制作にかかわります経

費1,965万6,000円を計上するものであります。

続きまして、ページ飛びまして45ページをお開

きいただきたいと思います。選挙費でございます。

１目選挙管理委員会費、本年度予算額14万6,000

円、46ページ、次ページへ参りまして、２目選挙

啓発費、本年度予算額9,000円で、それぞれ前年

度同額につき説明を省略させていただきます。

３目北海道知事道議会議員選挙費、本年度予算

額246万4,000円、財源は全て国・道支出金でござ

います。本年４月７日に投開票日を迎えます知事、

道議選挙に要します立会人等の報酬、時間外手当

等の人件費ほか、係る事務経費を計上するもので

ございます。

４目参議院議員選挙費、本年度予算額416万8,0

00円、財源は全て国・道支出金でございます。本

年７月28日に任期満了を迎えます参議院議員の選

挙に要します報酬、手当等の人件費を初めポスタ

ー掲示場の作成費用など投開票に要します事務経

費を計上するものでございます。

なお、昨年度計上いたしました町長選挙費につ

きましては廃目となるものでございます。

以上、２款総務費におきます総務課所管予算の

説明を終わらせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

次に、浅利企画課長。

〇企画課長（浅利基行） それでは、２款総務費

のうち企画課所管事項につきましてご説明申し上

げます。

36ページをごらんください。２目文書広報費で

ございます。広報作成に係る経費を計上してござ

います。11節需用費の印刷製本費において開基12

0年の特集ページの追加で６万2,000円増の157万

7,000円を計上しております。14節使用料及び賃

借料44万7,000円の計上は、昨年10月より北海道

文化放送で配信しております自治体情報提供サー

ビス、いわゆる地デジ広報の経費でございます。

その他については、前年度とほぼ同様の内容につ

き、説明は省略させていただきます。

次に、38ページをごらんください。６目企画費

でございます。企画課所管事項といたしまして19

節負担金、補助及び交付金で、本年度予算額122

万3,000円、前年度とほぼ同様の内容につき、説

明は省略させていただきます。

次に、41ページをごらんください。11目地域振

興費でございます。本年度予算額2,345万7,000円、

前年度対比で840万円の増でございます。財源は、

地方債550万円、その他特定財源といたしまして9

1万円を充当いたしまして、一般財源は1,704万7,

000円でございます。主な増減の要因ですが、地

域公共交通会議に係る経費として１節報酬で４万

8,000円、９節旅費で２万2,000円の計上でありま
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す。また、８節報償費238万円増の577万円の計上

は、移住定住奨励金の増であります。11節需用費

313万6,000円の増の614万1,000円の計上でありま

すが、開基120年記念誌発行によります印刷製本

費の増であります。12節役務費で電話料とシェア

ハウス、まちの駅ふらっとの実績に基づきます26

万3,000円減の36万9,000円の計上、13節委託料で

は乗り合いタクシー業務委託料など159万2,000円

増の336万6,000円、次ページになります。18節備

品購入費で多世代交流拠点施設まちの駅ふらっと

の備品用として20万円増の40万円の計上です。19

節負担金、補助及び交付金では、仮装盆踊り花火

大会補助金で開基120年記念として100万円を上積

みし、121万9,000円増の565万6,000円を計上した

ところでございます。

次に、12目地域おこし協力隊事業費でございま

す。本年度予算額2,019万4,000円、前年度対比で

67万4,000円減でございます。財源は、全て一般

財源でございます。本目につきましては、地域お

こし協力隊６名の人件費と活動経費を予算計上し

ております。人件費においては、１節報酬で47万

6,000円減の1,236万2,000円を計上、３節、職員

手当で住居手当の増により80万6,000円増の321万

4,000円、活動経費につきましては11節需用費で

は新協力隊員の消耗品として28万円減と住居の修

繕料など80万円減の70万円を計上したところであ

ります。その他につきましては、前年度とほぼ同

様の内容につき、説明は省略させていただきます。

次に、48ページをごらんください。５項統計調

査費、１目諸統計調査費でございます。本年度予

算額41万3,000円、前年度と比較いたしまして11

万1,000円の増でございます。財源は、全て国・

道支出金でございます。増額の主な要因ですが、

昨年は住宅・土地統計調査を実施いたしました

が、本年度につきましては経済センサス基礎調査

と農林業センサス、工業統計調査が行われること

による増でございます。１節報酬で６万8,000円

減の16万7,000円を計上、11節需用費では17万7,0

00円増の23万5,000円の計上となっております。

以上、総務費における企画課所管事項について

説明を終わらせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

続きまして、白土住民課長。

〇住民課長（白土ゆかり） それでは、２款総務

費のうち住民課が所管いたします事項につきまし

てご説明申し上げます。

予算書は38ページにお戻りください。８目交通

安全対策費、本年度予算額815万3,000円、前年度

比較209万5,000円の増で、財源内訳は全て一般財

源でございます。本目は、交通安全指導員、婦人

交通指導員、交通安全推進員にかかわる経費及び

交通安全指導車、交通安全対策等にかかわる経費

を計上しております。７節賃金311万9,000円、前

年度比較45万1,000円の増でございます。こちら

は、単価改定等によるものでございます。８節報

償費136万2,000円は、昨年７月から実施しており

ます高齢者運転免許証自主返納支援事業の経費

で、皆増となっております。11節需用費61万円、

前年度比較17万9,000円の増は、交通安全指導者

の夏タイヤ購入及び車検費用並びに高齢者運転免

許証自主返納支援事業の利用券印刷等によるもの

でございます。そのほかにつきましては、前年度

とほぼ同額の予算計上につきまして、説明を省略

させていただきます。

次に、44ページをお開き願います。３項戸籍住

民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、本年度

予算額2,387万7,000円、前年度比較398万4,000円

の増で、財源内訳は国・道支出金245万3,000円、

その他特定財源200万円、一般財源1,942万4,000

円でございます。11節需用費34万9,000円、前年

度比較12万1,000円の減は、隔年購入としており

ます改ざん防止用紙の計上減によるものでござい

ます。13節委託料324万8,000円、前年度比較143

万2,000円の増は本町、雨竜町、北竜町、秩父別

町、月形町、妹背牛町、赤井川村の７自治体で共

同利用しております住民基本台帳ネットワークシ
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ステム機器の更新による経費の増と昨年度計上し

ておりました戸籍システム更新に係る経費の減の

相殺によるものでございます。19節負担金、補助

及び交付金693万8,000円、前年度比較255万円の

増は、社会保障・税番号制度システムのデータセ

ンターである中間サーバープラットホームを平成

31年度から２カ年で更新することに伴う負担金の

増によるものでございます。そのほかにつきまし

ては、前年度とほぼ同額ですので、説明は省略を

させていただきます。

以上で２款総務費のうち住民課所管事項につい

ての説明を終わらせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

では、続きまして斉藤教育次長。

〇教育次長（斉藤琢也） それでは、教育委員会

が所管いたします総務費関係についてご説明申し

上げます。

40ページをお開き願います。10目町民センター

管理費でございます。本年度予算額1,925万7,000

円で、前年度と比較いたしまして181万1,000円の

増となっております。財源内訳は、その他特定財

源が20万円、一般財源が1,905万7,000円でござい

ます。主な項目についてご説明申し上げます。11

節需用費、本年度予算額786万4,000円、前年度と

比較いたしまして128万2,000円の増となっており

ますが、燃料費単価の増額によるものでございま

す。続きまして、13節委託料でございます。本年

度予算額874万1,000円で、前年度と比較いたしま

して72万8,000円の増は、隔年実施で行っており

ます照明器具清掃業務が今年度はガラスサッシ清

掃及び照明器具清掃業務を行うことの差し引きに

よるものでございます。続きまして、18節備品購

入費でございます。本年度予算額56万1,000円、

前年度と比較いたしまして23万1,000円の減は、

昨年町民センターの行事用看板を購入したことに

よる減でございます。

以上で２款総務費に係る教育委員会所管部分の

説明を終わらせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

それでは次、西村税務出納課長。

〇税務出納課長（西村英世） それでは、総務費

のうち税務出納課が所管いたします予算につきま

して説明させていただきます。

予算書43ページをお開き願います。２項徴税費、

１目税務総務費でございます。本年度予算額12万

2,000円、前年度比較で5,000円の減、財源は全て

一般財源でございます。本目は、固定資産評価審

査委員の報酬、税務業務にかかわります旅費と需

用費を計上するものでございますが、税に関する

書籍類の購入、消耗品費におきまして5,000円の

減となるものでございます。

次に、44ページでございます。２目賦課徴収費

でございます。本年度予算額634万7,000円、前年

度比較で113万3,000円の増となっております。財

源内訳は、国・道支出金343万6,000円、一般財源

291万1,000円でございます。主な増減でございま

すが、13節委託料504万2,000円の計上で、前年度

比較で100万7,000円の増となっております。徴税

に係ります電算システムの業務委託費などを計上

するものでございますが、本年度は本年10月から

稼働予定の地方税共通納税システムの運用対応業

務で49万9,000円、また３年に１度行います土地

の評価がえに係ります不動産鑑定委託業務で61万

円を計上することから、増額となるものでござい

ます。また、本年度は徴収業務用車両の車検の年

となりますことから、修繕料、車検手数料、保険

料、公課費におきまして７万7,000円の経費を計

上してございます。

以上で税務出納課が所管いたします予算の説明

を終わらせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

続きまして、内野監査事務局長。

〇監査事務局長（内野博之） それでは、監査委

員費につきまして説明いたします。

48ページをごらんいただきたいと思います。６

項監査委員費、１目監査委員費、本年度予算額10
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6万2,000円、前年度同額で全て一般財源でござい

ます。本費目は、監査業務にかかわります経費を

計上するものでございます。

以上でございます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

以上で２款総務費の説明が終わりました。これ

より質疑に入りたいと思います。

まず初めに、34ページから36ページ、１項総務

管理費、１目一般管理費について質疑を受けます。

質疑のある方、ご発言を願います。ございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

それでは次に、36ページから38ページ、２目文

書広報費から６目企画費について一括質疑を受け

たいと思います。質疑のある方、ご発言を願いま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

次に、38ページから43ページ、７目公平委員会

費から12目地域おこし協力隊事業費までについて

一括質疑を受けます。質疑のある方、ご発言を願

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

次に、43ページから44ページ、２項徴税費全般

について質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

それでは次、44ページから45ページ、３項戸籍

住民基本台帳費全般について質疑を受けたいと思

います。質疑ございます……

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

次に、45ページから47ページ、４項選挙費全般

について質疑を受けます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

では次、５項統計調査費、６項監査委員費につ

いて一括質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

以上で２款総務費について質疑を打ち切りま

す。

次に、３款民生費に入ります。民生費につきま

しては、山崎福祉課長、白土住民課長に順次説明

を求めてまいります。初めに、山崎福祉課長。

〇福祉課長（山崎数浩） それでは、３款民生費

のうち福祉課及び地域支援推進室の所管事項につ

きまして主な増減を中心に説明申し上げます。

予算書49ページをごらんください。３款民生費、

１項社会福祉費、１目社会福祉総務費でございま

す。本年度予算額３億5,646万7,000円、前年度比

較で782万2,000円の増、財源内訳は国・道支出金

２億2,276万8,000円、地方債1,470万円、その他

特定財源3,111万3,000円、一般財源8,788万6,000

円でございます。８節報償費927万円の計上で、

前年度比較19万円の減となっております。全世帯

配布入浴券の世帯数の減少によるものでございま

す。次に、50ページをごらんください。13節委託

料891万8,000円の計上で、前年度比較210万5,000

円の増となっております。増額の主な要因は、平

成30年度に拡充した在宅老人等除雪サービス事業

の屋根除雪２階建ての分で、120万円増の420万円

を計上しております。19節負担金、補助及び交付

金746万8,000円の計上で、前年度比較49万5,000

円の増となっております。増額の主な要因は、社

会福祉協議会補助金304万4,000円につきまして１

名分の人件費と社会福祉士取得経費として52万4,
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000円増となるものです。20節扶助費２億7,587万

2,000円の計上で、前年度比較で675万8,000円の

増となっております。増額の主な要因は、障害者

自立支援医療費及び障害者自立支援給付費の利用

者数の増によるものでございます。

次に、２目老人福祉費、本年度予算額810万6,0

00円、前年度比較59万4,000円の減、財源内訳は

国・道支出金23万3,000円、地方債160万円、一般

財源627万3,000円でございます。本目は、主に高

齢者福祉に関する経費を計上しております。８節

報償費は520万3,000円の計上で、前年度比較54万

1,000円の減となっております。主な要因は、敬

老祝い品贈呈事業におきまして対象者数の減によ

り45万5,000円の減によるものでございます。そ

の他については、前年度とほぼ同様の内容につき、

説明は省略させていただきます。

次に、３目社会福祉施設費、本年度予算額1,31

7万1,000円、前年度比較628万3,000円の増、財源

内訳はその他特定財源430万円、一般財源887万1,

000円でございます。本目は、東山高齢者住宅、

中央集会所、各町生活館にかかわる経費を計上し

ております。52ページをごらんください。18節備

品購入費12万1,000円の計上で、前年度比較、皆

増となっております。東山高齢者住宅集会室のＡ

ＥＤ導入によるものでございます。

次に、４目介護保険費、本年度予算額１億3,73

4万6,000円、前年度比較1,017万7,000円の増、財

源内訳はその他特定財源3,203万円、一般財源１

億531万6,000円でございます。包括的支援事業に

つきましては、地域包括ケアシステムの推進に伴

い関係予算を介護保険費に計上するものでござい

ます。11節需用費70万7,000円の計上で、前年度

比較29万1,000円の増は新たに在宅医療関係のパ

ンフを作成するものでございます。53ページです。

13節委託料1,316万5,000円の計上で、前年度比32

万2,000円の減は包括的支援事業の地域ケア会議

推進事業の会議形態の変更により37万8,000円の

減でございます。14節使用料及び賃借料41万9,00

0円の計上で、皆増、６目介護予防費で計上して

おりました機器使用料を介護保険費に組みかえた

ことによるものでございます。その他につきまし

ては、前年度とほぼ同様の内容につき、説明は省

略させていただきます。

次に、５目地域包括支援センター費、本年度予

算額3,067万1,000円、前年度対比51万3,000円の

増、財源内訳は全てその他特定財源でございます。

本目は、地域包括支援センターの運営に係る４名

の人件費等を計上するものであります。２節給料、

３節職員手当等、４節共済費、19節、退職手当組

合負担金を合わせた人件費総額は2,703万4,000円

で、前年度比較44万3,000円の増となっておりま

す。その他については、前年度とほぼ同様の内容

につき、説明は省略させていただきます。

54ページをお開き願います。次に、６目介護予

防費、本年度予算額548万4,000円、前年度比較68

万3,000円の減、財源内訳はその他特定財源320万

円、一般財源228万4,000円でございます。本目は、

高齢者の介護予防に関する各種事業経費を計上し

ております。事業実施に当たっての臨時職員賃金

や委託料が主なもので、各種リハビリ専門職等に

よる機能の維持、向上のための指導や高齢者の筋

力維持を目的とした各地区で行う百歳体操、まち

の駅ふらっとで行うふらっとヘルシー体操が主な

事業でございます。14節使用料及び賃借料13万円

の計上で、前年度対比46万5,000円の減で、事業

用機器使用料を４目介護保険費に組みかえたこと

によるものでございます。その他につきましては、

前年度とほぼ同様の内容につき、説明は省略させ

ていただきます。

次に、55ページ中段の複合施設費につきまして

は、児童館運営に係る経費につきまして２項３目

認定こども園複合施設費に計上することから、廃

目となります。

次に、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、

本年度予算額3,626万6,000円、前年度比較57万8,

000円の増となっております。財源内訳は、国・
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道支出金2,099万1,000円、その他特定財源20万円、

一般財源1,507万5,000円でございます。本目は、

子育て支援としての育児用品購入券贈呈事業やこ

ども園で実施のおひさまルーム事業、児童手当、

乳幼児医療及びひとり親家庭等医療費などの経費

を計上しております。56ページをお開き願います。

13節委託料419万5,000円の計上で、前年度比較34

1万7,000円の増となっております。平成27年度に

策定した子ども・子育て支援事業計画が平成31年

度末をもって終了することから、本町の現状と課

題を再度分析、整理するためのアンケートを実施

し、2020年度から５年間の第２期計画を策定を進

めるため341万円を計上しております。20節扶助

費2,968万7,000円の計上で、前年度比較254万1,0

00円の減となっております。児童手当2,269万5,0

00円につきましては、支給対象となります中学生

までの子供の数の減少によりまして319万円の減

となるものです。その他につきましては、前年と

ほぼ同様の内容につき、説明は省略させていただ

きます。

次に、２目認定こども園建設費でございます。

本年度予算額3,932万2,000円、前年度比較で皆増

となっております。財源内訳は、地方債2,950万

円、その他特定財源980万円、一般財源が２万2,0

00円でございます。15節工事請負費3,932万2,000

円の計上で、前年度からの継続事業としてこども

園園庭、南側園舎の整備で2,432万2,000円、保育

園解体工事として1,500万円を計上するものです。

次に、３目認定こども園等複合施設費でござい

ます。本年度予算額2,922万5,000円、皆増となっ

ております。財源内訳は国・道支出金70万6,000

円、その他特定財源60万円、一般財源が2,791万9,

000円でございます。本目は、新たに認定こども

園複合施設として児童館と認定こども園の運営に

係る経費を計上しております。１節報酬は、認定

こども園の嘱託医師２名分として35万3,000円の

計上、７節賃金は児童厚生員、嘱託、臨時調理員、

臨時保育教諭等の賃金として1,046万1,000円の計

上、次、57ページでございます。８節報償費は児

童館の集会室を活用し、有償ボランティアによる

習い事分として13万8,000円の計上、11節需用費

は燃料、水道、電気料、園児の給食としての給食

食糧費として1,172万9,000円の計上、12節役務費

は電話料、各種手数料、各種検査、火災保険料と

して109万9,000円の計上、13節委託料は電気保安

業務、夜間機械警備委託料として69万9,000円の

計上、15節工事請負費はこども園外構工事として

園庭に遊具設置工事として290万円の計上、16節

原材料費はこども園用として６万円の計上、18節

備品購入費は児童館用は書籍分で50万円、こども

園用は備品で10万円、計60万円の計上、58ページ

でございます。19節負担金、補助及び交付金は、

施設型給付費負担金等で118万6,000円を計上して

おります。

次に、保育所費につきましては廃目となります。

次に、３項生活保護費、１目生活保護総務費、

本年度予算額１万円、前年度同額、財源は全て一

般財源でございます。

２目扶助費、本年度予算額207万2,000円、前年

度比較173万4,000円の増で、財源は国・道支出金

50万円、一般財源157万2,000円でございます。20

節扶助費205万円の計上で、前年度比較171万2,00

0円の増となっております。増額の主な要因は、

平成30年度新たに創設しました高齢者等冬の生活

支援事業として200万円を計上しております。

４項災害救助費、１目災害救助費、本年度予算

額24万円、前年度同額、財源は全て一般財源でご

ざいます。災害見舞金の予算を計上するものでご

ざいます。

以上で３款民生費に係ります福祉課及び地域支

援推進室所管予算の説明を終わらせていただきま

す。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

それでは、ここで暫時休憩をとりたいと思いま

す。10分間の休憩をとります。

休憩 午前１０時５４分
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再開 午前１１時０５分

〇委員長（吉川 洋） それでは、休憩を解きま

して、引き続き会議を開きたいと思います。

続きまして、白土住民課長。

〇住民課長（白土ゆかり） ３款民生費のうち住

民課が所管いたします事項につきましてご説明申

し上げます。

予算書49ページをお開き願います。１目社会福

祉総務費、12節役務費のうち重度医療事務手数料

16万2,000円につきましては、昨年８月診療分か

ら開始されたレセプト併用化に伴い原則事務手数

料が不要となったことにより前年度比較37万5,00

0円の減となっております。50ページに移ります。

13節委託料のうち医療費助成システム保守業務81

万9,000円につきましては、レセプト併用化に伴

い導入したシステムの保守料でございます。20節

扶助費のうち重度心身障害者医療費につきまして

は、前年度実績を勘案し、181万7,000円減の770

万4,000円を計上しております。28節繰出金4,908

万8,000円につきましては、国民健康保険特別会

計にてご説明いたします。そのほかにつきまして

は、前年度とほぼ同額の予算計上につき、内容の

説明を省略させていただきます。

次に、52ページをお開き願います。４目介護保

険費、19節負担金、補助及び交付金の空知中部広

域連合負担金は１億2,030万1,000円の計上で、第

８期介護保険事業計画の中で介護保険料の上昇が

見込まれることから、これに備えるために基金積

み立てと介護サービス利用の増加等により前年度

比較990万6,000円の増となっております。

続きまして、55ページをお開き願います。７目

後期高齢者医療費、本年度予算額１億675万2,000

円、前年度比較612万8,000円の増で、財源内訳は

国・道支出金1,553万5,000円、その他特定財源12

6万3,000円、一般財源8,995万4,000円でございま

す。本目は、北海道後期高齢者医療広域連合から

受託しています後期高齢者健診に要する費用と同

連合への負担金並びに後期高齢者医療特別会計の

繰出金を計上しております。13節委託料185万7,0

00円、前年度比較40万5,000円の増は、後期高齢

者の健診機会を拡充し、医療機関での個別健診に

加え、集団健診も実施することにより受診者数を

40人増の250人と見込んだことによるものでござ

います。19節負担金、補助及び交付金7,974万1,0

00円、前年度比較644万6,000円の増は、北海道後

期高齢者医療広域連合へ支出する療養給付費等の

増によるものでございます。28節繰出金2,501万5,

000円につきましては、後期高齢者医療特別会計

にて説明をさせていただきます。そのほかにつき

ましては、前年度とほぼ同額の計上につき、内容

の説明は省略させていただきます。

続きまして、56ページをお開き願います。２項

児童福祉費、１目児童福祉総務費、12節役務費に

つきましては、先ほど社会福祉総務費でご説明し

ましたレセプト併用化による事務手数料の減でご

ざいます。ひとり親家庭等医療事務用手数料につ

きましては前年度比較17万2,000円減の６万7,000

円、乳幼児医療事務用手数料では前年度比較７万

2,000円減の７万1,000円を計上しております。20

節扶助費につきましては、前年度実績を勘案し、

ひとり親家庭等医療費では24万1,000円減の225万

5,000円、乳幼児医療費では38万6,000円増の393

万3,000円、養育医療費では50万4,000円増の80万

4,000円を計上しております。

以上で３款民生費のうち住民課の所管事項につ

いての説明を終わらせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

続きまして、浅利企画課長。

〇企画課長（浅利基行） ３款民生費のうち企画

課所管事項につきまして内容のご説明を申し上げ

ます。

52ページをごらんください。３目社会福祉施設

費でございます。企画課所管事項といたしまして

は、生活館等の管理業務となっております。13節

委託料で昭和47年建設の下鶉生活館建てかえに伴

う実施設計委託432万円を新たに計上しておりま
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す。また、中央ふれあいセンターの管理業務でご

ざいますが、複合施設費より振りかえたことによ

り各町生活館管理業務145万9,000円増の483万9,0

00円の計上となっております。

以上、民生費における企画課所管事項につきま

して説明を終わらせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

以上で３款民生費の説明が終わりました。これ

より質疑に入りたいと思います。

まず初めに、１項社会福祉費、１目社会福祉総

務費について質疑を受けたいと思います。質疑ご

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

次に、50ページから52ページ、２目老人福祉費、

３目社会福祉施設費について一括質疑を受けたい

と思います。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

それでは次に、52ページから55ページ、４目介

護保険費から７目後期高齢者医療費までについて

一括質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

次、55ページから58ページ、２項児童福祉費全

般について質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

次、58ページ、３項生活保護費、４項災害救助

費について一括質疑を受けます。髙橋委員。

〇８番（髙橋成和） 58ページの３項生活保護費、

２目扶助費の20節扶助費です。高齢者等冬の生活

支援事業ということで、昨年３つの制度を９月補

正で１つにして、12月１日から２月28日までたし

か受け付け期間となっていたと思うのです。今ま

たことしも予算組まれていて、実績というのです

か、そういったのをまずひとつ聞かさせ……わか

る範囲でいいのですけれども、終わったばかりな

ので。

あと、ちょっと中に、これほとんど灯油とか除

雪が中心なのですけれども、町長前に言っていた

ときにいろんなものに使えるのだよと言われてい

たのですけれども、結構恐る恐る出してくる町民

の方がいたのです。その辺のところいろいろ、初

めての、今まであったのだけれども、１つにした

のですけれども、それで戸惑っている方もいるの

かななんて思ったのですけれども、現状ちょっと

もしあれでしたらお伺いしたいのですけれども、

いいですか。

〇委員長（吉川 洋） これ山崎課長かな。

〇福祉課長（山崎数浩） 高齢者等冬の生活支援

事業、今資料持ってきていないのですが、ちょっ

と私の記憶の中でしゃべらせていただきたいので

すが、現在650世帯ぐらいの申請となっておりま

す。申請率につきましては65％ぐらいです。

あと、使用なのですが、主にどこでも使えるよ

うな形にはなっているのですが、灯油が多いよう

な状況になっております。

〔発言する者あり〕

〇福祉課長（山崎数浩） あと、使用できる各町

の商店でございますが、商工会議所で実施してお

りますプレミアム商品券とほぼ同様の商店で利用

できるようになっておりまして、交付券配布時に

は使用できる商店の一覧をお渡ししております。

〇８番（髙橋成和） ありがとうございます。

〇委員長（吉川 洋） よろしいですか。

〇８番（髙橋成和） はい。どうも除雪と灯油だ

けというイメージが何か強いのか、それで不安が

ったのかちょっとわからないのですけれども、全

部一応使えるということで認識していいですか。

〇委員長（吉川 洋） 林副町長。

〇副町長（林 智明） 髙橋副議長言われたよう
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に、使用実績を見ますとやはり灯油は多いのです

けれども、各コンビニさんだとか商店さんで使わ

れている方も相当数おりますので。

〇委員長（吉川 洋） よろしいですか。

〇８番（髙橋成和） はい、ありがとうございま

す。

〇委員長（吉川 洋） 次ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

それでは、以上で３款民生費について質疑を打

ち切ります。

次、４款衛生費に入ります。衛生費については、

山崎福祉課長、白土住民課長に順次説明を求めて

まいりたいと思います。初めに、山崎福祉課長。

〇福祉課長（山崎数浩） それでは、衛生費のう

ち福祉課が所管いたします予算につきまして説明

いたします。

予算書59ページをお開き願います。４款衛生費、

１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、本年度予

算額１億1,808万2,000円、前年度比較23万8,000

円の増でございます。財源内訳は、地方債50万円、

その他特定財源360万円、一般財源１億1,398万2,

000円でございます。本目は、医師の確保対策、

救急医療対策に係る負担金や分担金、妊婦の健診

費用等を計上しております。11節需用費58万7,00

0円、前年度比較19万7,000円の増は、消耗品にお

いて公用車２台分の冬タイヤ更新による15万4,00

0円の増によるものでございます。60ページをご

らんください。20節扶助費231万9,000円、前年度

比較８万8,000円の増でございます。妊婦健診の

単価改定によるものでございます。

次に、２目予防費でございます。本年度予算額

1,157万4,000円、前年度比較６万3,000円の増で

ございます。財源内訳は、国・道支出金51万2,00

0円、地方債770万円、一般財源336万2,000円でご

ざいます。本目は、各種検診や予防接種にかかわ

る経費につきまして計上しており、30年度より各

種がん検診の自己負担の軽減、本年度は前立腺が

ん検診の受診を町内及び砂川市内の医療機関でも

受診できるよう拡充しております。13節委託料92

7万4,000円の計上で、前年度比較11万3,000円の

減はインフルエンザ予防接種を初めとする各種予

防接種、がん検診等の実績精査によるものでござ

います。

以上で４款衛生費に係ります福祉課所管予算の

説明を終わらせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

続きまして、白土住民課長。

〇住民課長（白土ゆかり） それでは、４款衛生

費のうち住民課が所管いたします事項につきまし

てご説明申し上げます。

予算書は61ページでございます。３目環境衛生

費、本年度予算額1,006万2,000円、前年度比較14

5万円の増で、財源内訳はその他特定財源が９万5,

000円、一般財源996万7,000円でございます。11

節需用費249万6,000円、前年度比較107万6,000円

の増につきましては、さわやかトイレの電気料の

15万円の増並びに修繕費において下鶉共同浴場の

修繕費、鶉共同浴場の地下タンクライニング工事

費の計上と昨年度実施しましたさわやかトイレの

柱修繕費工事の減との相殺で99万円の増となって

おります。続きまして、62ページ、19節負担金、

補助及び交付金602万7,000円、前年度比較41万2,

000円の増は、吉野斎苑のトイレ改修工事等によ

る砂川地区保健衛生組合負担金の増でございま

す。そのほかにつきましては、前年度とほぼ同額

の予算につき、内容の説明は省略させていただき

ます。

次に、２項清掃費、１目清掃総務費、本年度予

算額22万8,000円、前年度比較２万円の増で、財

源内訳は全て一般財源でございます。本目は、衛

生車庫と事務所の諸経費を計上しております。前

年度とほぼ同様の予算計上につき、内容の説明は
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省略をさせていただきます。

次に、２目じん芥処理費、本年度予算額9,098

万1,000円、前年度比較641万円の減でございます。

財源内訳は、地方債2,970万円、その他特定財源9

80万円、一般財源5,148万1,000円でございます。

本目は、ごみ収集処理費用及びごみ最終処分場の

経費を計上しております。７節賃金630万6,000円、

前年度比較64万4,000円の増は、単価改定による

増でございます。11節需用費1,445万3,000円、前

年度比較423万5,000円の増は、じんかい車及び４

トンタンクのタイヤ更新と計画的修繕を行ってお

ります一般廃棄物最終処分場の修繕経費の増等

で、本年度は遮光シート補修で704万円、脱水機

分解清掃と整備を含む各種修繕で65万9,000円を

計上しております。続きまして、63ページ、13節

委託料693万1,000円、前年度比較42万6,000円の

増は、分別収集業務委託料の増でございます。昨

年６月定例会でご質問のありました資源ごみの分

別方法につきまして衛生協力会等と協議し、住民

の負担軽減として瓶、缶、紙類の分別につきまし

て一部を緩和したことにより収集委託料が増とな

ったものでございます。具体的な変更内容につき

ましては、別冊の平成31年度各会計予算の大綱11

ページに記載してございますので、後ほどお目通

しを願います。19節負担金、補助及び交付金6,25

6万4,000円、前年度比較1,173万5,000円の減でご

ざいます。砂川地区保健衛生組合負担金4,950万1,

000円、前年度比較で830万3,000円の減となって

ございます。前年度と本年度で実施するクリーン

プラザくるくるの長寿命化工事の減等によるもの

でございます。中・北空知廃棄物処理広域連合負

担金は、施設の長期包括委託事業費の減等により

前年度比較343万2,000円減の1,306万3,000円を計

上しております。23節償還金、利子及び割引料１

万円は、平成17年に更新した現在のじん芥収集車

が老朽化したため、北海道市町村備荒資金組合の

車両譲渡事業により更新することに伴い、初年度

経費として利子分のみを計上しております。その

ほかにつきましては、前年度とほぼ同額の計上に

つき、内容の説明は省略させていただきます。

続きまして、３目し尿処理費、本年度予算額1,

044万8,000円、前年度比較65万6,000円の増で、

財源内訳はその他特定財源447万8,000円、一般財

源597万円でございます。７節賃金624万5,000円、

前年度比較74万3,000円の増は、単価改定による

ものでございます。11節需用費80万8,000円、前

年度比較３万4,000円の増は、し尿収集車の夏タ

イヤ購入の減と修繕料の増との相殺によるもので

ございます。19節負担金、補助及び交付金328万2,

000円、前年度比較12万1,000円の減は石狩川流域

下水道組合の負担金の減でございます。そのほか

につきましては、前年度と同額の予算計上につき、

内容の説明を省略させていただきます。

以上で４款衛生費のうち住民課の所管事項につ

いての説明を終わらせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

以上で４款衛生費の説明が終わりました。これ

より質疑に入ります。

59ページから62ページ、１項保健衛生費全般に

ついて質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

次に、62ページから64ページ、２項清掃費全般

について質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

以上で４款衛生費について質疑を打ち切りま

す。

次に、５款労働費に入ります。内容の説明を求

めます。浅利企画課長。

〇企画課長（浅利基行） それでは、労働費につ

きましてご説明申し上げます。

65ページをごらんください。５款労働費、１項

労働費、１目労働諸費、本年度予算額272万円、
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前年度比較で39万1,000円の減でございます。財

源は、全て一般財源でございます。19節負担金、

補助及び交付金におきまして上砂川地区連合から

の申請により助成金43万2,000円減の231万3,000

円の計上で、負担金全体といたしましては265万1,

000円の計上でございます。その他につきまして

は、前年度とほぼ同額につき、説明は省略させて

いただきます。

以上です。

〇委員長（吉川 洋） 以上で５款労働費の説明

が終わりました。質疑に入りたいと思います。

５款労働費全般について質疑を受けます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

以上で５款労働費について終わります。

次に、６款農林水産業費に入ります。内容の説

明を求めます。白土住民課長。

〇住民課長（白土ゆかり） ６款農林水産業費の

うち住民課が所管します事項につきましてご説明

申し上げます。

予算書66ページにございます。１項林業費、１

目林業振興費、本年度予算額178万1,000円、前年

度比較28万3,000円の増で、財源内訳は全て一般

財源でございます。本目は、有害鳥獣駆除等に係

る経費を計上しております。13節委託料155万3,0

00円、前年度比較22万円の増は、エゾシカの捕獲

数を80頭から100頭にふやしたことによる増でご

ざいます。14節使用料及び賃借料４万4,000円は、

熊捕獲用の箱わな設置に伴う車両借り上げ料を計

上しております。８節報償費、11節需用費につき

ましては、ほぼ前年度と同額の予算計上としてお

ります。

以上で６款農林水産業費の説明を終了させてい

ただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

それでは、農林水産業費の説明が終わりました

ので、質疑に入りたいと思います。

６款農林水産業費全般について質疑を受けま

す。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

以上で６款農林水産業費について質疑を終わり

ます。

次、商工費に入りたいと思います。７款商工費

については、浅利企画課長、白土住民課長に順次

説明を求めます。初めに、浅利企画課長。

〇企画課長（浅利基行） それでは、７款商工費

のうち企画課所管事項につきましてご説明申し上

げます。

67ページをごらんください。７款商工費、１項

商工費、１目商工振興費、本年度予算額2,494万1,

000円、前年度と比較いたしまして521万4,000円

の増でございます。財源につきましては、国・道

支出金17万4,000円、その他特定財源といたしま

して841万2,000円を充当し、一般財源は1,635万5,

000円でございます。企画課所管事項といたしま

しては、産業活性化センターの管理経費や商工会

議所等への補助金、中小企業原資預託金などでご

ざいます。産業活性化センター管理経費につきま

しては、13節委託料で隔年実施のガラスサッシ清

掃17万6,000円増の146万5,000円を計上しており

ます。19節負担金、補助及び交付金で開基120年

記念としてプレミアムつき商品券発行事業、1,00

0セット増の3,000セット分を当初予算に計上した

ことにより640万円増の1,227万3,000円を計上し

ております。68ページをごらん願います。21節貸

付金では、中小企業融資について償還終了に伴い

原資預託金150万円減の800万円を計上したところ

でございます。

次に、企業開発費でございます。２目企業開発

費、本年度予算額1,480万5,000円で、前年度同額

でございます。財源につきましては、地方債1,40

0万円、一般財源80万5,000円でございます。前年

度同額につき、説明は省略させていただきます。
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次に、３目観光費、本年度予算額1,037万2,000

円、前年度比較で11万5,000円の増でございます。

財源内訳につきましては、その他特定財源531万5,

000円、一般財源505万7,000円でございます。11

節需用費、印刷製本費で観光パンフレット印刷の

11万4,000円増の22万8,000円の計上となっており

ます。そのほかにつきましては、前年度とほぼ同

様の内容につき、説明を省略させていただきます。

以上、商工費のうち企画課所管事項について説

明を終わらさせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

続きまして、白土住民課長。

〇住民課長（白土ゆかり） ７款商工費のうち住

民課が所管いたします事項につきましてご説明申

し上げます。

予算書67ページにお戻りください。１目商工振

興費のうち消費者行政にかかわる経費といたしま

して、７節賃金、９節旅費、11節需用費、13節委

託料、19節負担金、補助及び交付金で、前年度比

較13万8,000円増の総額199万5,000円を計上して

おります。増額の主な要因は、単価改定による賃

金の増でございます。

以上で７款商工費のうち住民課所管事項につい

ての説明を終わらせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

以上で７款商工費の説明が終わりました。これ

より質疑に入りたいと思います。

67ページから69ページ、７款商工費全般につい

て質疑を受けたいと思います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

以上で７款商工費について質疑を打ち切りま

す。

次、８款土木費に入ります。内容の説明を求め

ます。三原建設課技師長。

〇建設課技師長（三原浩明） それでは、８款土

木費についてご説明申し上げますので、予算書70

ページをお開き願います。１項土木管理費、１目

土木総務費、本年度予算額１億728万5,000円、前

年度比較200万円の増額で、財源内訳につきまし

ては国・道支出金７万6,000円、その他特定財源1

15万2,000円、一般財源１億605万7,000円でござ

います。本目は、主に街路灯の維持費と下水道事

業特別会計への繰出金にかかわる予算を計上する

ものでございます。11節需用費990万5,000円、前

年度比較47万8,000円の増額は、街路灯及び車庫

詰所の電気料単価増額によるもので、19節負担金、

補助及び交付金94万円、前年度比較18万4,000円

の増額は電気料単価増に伴う街路灯補助金と各種

協会負担金の増によるものでございます。71ペー

ジをごらん願います。28節繰出金9,619万2,000円、

前年度比較131万5,000円の増額は、下水道事業特

別会計への繰出金の増によるものでございます。

その他につきましては、前年同様の内容につき、

説明は省略させていただきます。

２項道路橋りょう費、１目道路維持費、本年度

予算額１億6,027万2,000円、前年度比較5,090万1,

000円の増額で、財源内訳につきましては国・道

支出金3,866万7,000円、起債5,490万円、一般財

源6,670万5,000円でございます。本目の増額の主

な要因は、昨年は工事請負費が骨格予算となって

いたことによるものでございます。本年度の除排

雪経費につきましては、７節賃金、11節需用費の

うち燃料費、13節委託料の除排雪業務、14節使用

料及び賃借料の排雪ダンプ借り上げ料を合わせま

して総額2,702万2,000円を計上しており、前年度

比較297万3,000円の増額となっておりますが、増

額の主な要因は賃金で運転手８名、作業員３名の

総員11名について計上しておりましたものを作業

員３名を減とし、それにかえて通年雇用運転手を

２名ふやし、冬のみの運転手も１名増の総員11名

に組みかえることによるものと燃料、委託料につ

きましても単価増分を計上しております。また、

11節需用費のうち消耗品費268万円、前年度比較1

00万円の増額は、タイヤショベルのスノータイヤ
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４本を更新するものでございます。資料ナンバー

４をあわせてご参照お願いいたします。13節委託

料1,912万3,000円、前年度比較278万1,000円の増

額で、橋梁長寿命化継続事業であります逢来橋補

修調査設計業務を実施するものでございます。予

算書72ページをお開き願います。15節工事請負費

につきましては9,395万円、前年度比較4,405万円

の増額で、主な要因は昨年度の骨格予算となって

いるものによるものでございます。今年度につき

ましては、橋梁長寿命化事業として末広橋補修事

業と下鶉うぐいす団地積みブロック擁壁改修工

事、町道下鶉中央線、学校線雨水排水布設がえ工

事、町道鶉北線道路改良舗装工事、町道下鶉学校

線ガードケーブル補修工事を実施するものです。

19節負担金、補助及び交付金12万円の皆増は、刈

り払い機、チェーンソーの取り扱い作業講習を受

講するものでございます。その他につきましては、

前年同様の内容につき、説明を省略させていただ

きます。

次に、３項住宅費、１目住宅管理費についてご

説明いたします。73ページをごらん願います。本

年度予算額5,793万9,000円、前年度比較3,367万3,

000円の増額で、財源内訳につきましては起債240

万円、その他特定財源4,560万6,000円、一般財源

993万3,000円でございます。本目は、町営住宅の

維持管理経費を計上するものでございます。資料

ナンバー５から６をあわせてご参照お願いいたし

ます。11節需用費5,135万円、前年度比較3,425万

円の増額となっておりますが、中央単身者住宅３

棟24戸の屋根ふきかえ及び外壁改修工事と昨年に

引き続き鶉若葉改良住宅屋根外壁塗装工事４棟18

戸を実施するものです。13節委託料439万2,000円、

前年度比較20万8,000円の減額は、消防設備点検

費の減によるものでございます。19節負担金、補

助及び交付金15万7,000円、前年度比較36万8,000

円の減額は、下水道受益者分担金として昨年度よ

り21件減の９件を計上するものでございます。そ

の他につきましては、昨年同様の内容につきまし

て、説明を省略させていただきます。

次に、２目公営住宅建設費、本年度予算額9,70

7万7,000円、前年度比較578万7,000円の増額で、

財源内訳につきましては国・道支出金3,934万円、

起債4,800万円、一般財源973万7,000円でござい

ます。本目は、１名の職員給与費と住宅整備を計

上するものでございます。74ページをお開き願い

ます。あわせまして資料ナンバー７から８をあわ

せてご参照お願いいたします。主な増額の要因は、

平成27年度に作成いたしました公営住宅等長寿命

化計画に基づき、東山団地外壁塗装及び屋根防水

工事２棟12戸の継続工事と鶉改良住宅10棟50戸を

除却するものでございます。その他につきまして

は、前年度と同様の内容につきまして、説明を省

略させていただきます。

以上で８款土木費の内容について説明を終わら

せていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

それでは、以上で土木費の説明が終わりました

ので、ここで質疑に入りたいと思います。

初めに、１項土木管理費について質疑ございま

すか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

次、２項道路橋りょう費について質疑を受けた

いと思います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

次に、３項住宅費全般について質疑を受けたい

と思います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

それでは、以上で８款土木費について質疑を打

ち切ります。

ここで昼食のために暫時休憩をいたします。



－73－

休憩 午前１１時４３分

再開 午後 零時５９分

〇委員長（吉川 洋） それでは、昼食休憩を解

きまして、休憩前に引き続き会議を再開をいたし

ます。

それでは、９款消防費に入ります。内容の説明

を求めます。米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、消防費につ

きまして説明いたします。

75ページをお開き願います。９款消防費、１項

消防費、１目消防費、本年度予算額１億9,554万

円、前年度比較で2,130万4,000円の減で、財源は

地方債で3,330万円、一般財源が１億6,224万円で

ございます。減額の主な要因でございますが、昨

年度組合負担金におきまして水槽つき消防ポンプ

自動車の更新整備で6,720万円を計上いたしまし

たが、本年度におきましては高規格救急自動車の

更新で3,400万円の計上及び職員の退職に伴いま

す退職手当組合の追加負担金で1,000万円を計上

したものでございます。現在上砂川支署で保有し

ております高規格救急車ですが、平成13年に導入

をしまして、経年に伴います老朽化が著しいとい

うことから、住民生活の安心確保に向け更新を図

るものでございます。

以上、９款消防費の説明を終わらせていただき

ます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

９款消防費の説明が終わりました。質疑に入り

たいと思います。

９款消防費全般について質疑を受けます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

消防費について質疑を打ち切ります。

それでは、10款教育費に入ります。教育費につ

いては、斉藤教育次長、浅利企画課長に順次説明

を求めてまいります。初めに、斉藤教育次長。

〇教育次長（斉藤琢也） それでは、76ページを

お開き願います。教育費関係についてご説明申し

上げます。

10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会

費、本年度予算額121万8,000円、財源内訳は全額

一般財源でございます。内容につきましては、前

年同様でございます。

続きまして、２目事務局費、本年度予算額1,45

3万7,000円、前年度と比較いたしまして120万7,0

00円の増となっております。財源内訳は、国・道

支出金が16万4,000円、地方債500万円、一般財源

が937万3,000円でございます。８節報償費でござ

いますが、本年度予算額85万6,000円、前年度対

比41万4,000円の減となっております。これは、

公設学習塾開設事業の拡充したことと参加する児

童の数が減少した放課後子ども教室学習事業を今

年度から廃止したことによるものでございます。

77ページをごらんください。13節委託料でござい

ます。本年度予算額478万7,000円、前年度対比で

246万9,000円の増となっております。これは、公

設学習塾開設事業の拡充で、対象学年を小学校４

年生まで引き下げるとともに、学習科目につきま

しては小学校は国語、中学校は英語をそれぞれふ

やしたことによるものでございます。また、行政

常任委員会で数馬委員からご質問ありました塾に

参加している子供の割合についてですが、小学校

では56％、中学校では25％、全体で35％となって

おります。続きまして、19節負担金、補助及び交

付金でございますが、本年度予算額579万6,000円

で、前年度と比較いたしまして68万4,000円の減

額となっております。これは、2020年度から使用

する小学校の教科書を採択するに当たり、教科用

図書採択事務負担金が10万円の増額となっており

ますが、本町の小学生が通級している砂川市の言

語障害児教室、子ども通園センターでございます

が、こちらの負担金が35万6,000円の減額、また

福井市鶉地区小学生交流事業におきまして福井市

児童の受け入れの年に当たることから、実行委員

会への補助金が23万円が減額、生徒指導連絡協議
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会負担金及び問題行動児対策委員会補助金が教育

振興会等の補助金に包含され、８万6,000円の減

額となることによるものでございます。

続きまして、２項小学校費へ参ります。２項小

学校費、１目学校管理費、本年度予算額2,389万9,

000円で、前年度と比較いたしまして200万7,000

円の増額となっております。財源内訳は、全て一

般財源でございます。７節賃金でございますが、

本年度予算額1,026万8,000円で、前年度と比較い

たしまして45万7,000円の増となっております。

これは、臨時職員及び特別支援学級支援員の賃金

単価増額分によるものでございます。78ページを

お開き願います。11節需用費でございますが、本

年度予算額1,003万4,000円で、前年度と比較いた

しまして92万4,000円の増となっております。こ

れは、隔年で支給する白衣や前かけ等の給食調理

用の消耗品の購入と燃料費単価の増額によるもの

でございます。13節委託料でございます。本年度

予算額206万2,000円で、前年度と比較いたしまし

て11万9,000円の増となっております。これは、

３年ごとに実施される消防設備保守点検の実施年

によるものでございます。18節備品購入費でござ

います。本年度予算額65万6,000円で、前年度対

比50万4,000円の増額となっております。これは、

小学校で使用している教員用パソコンのＯＳサポ

ートが終了することもあり、耐用年数が経過した

古いパソコンを更新することによる増でございま

す。

79ページをごらんください。続きまして、２目

教育振興費でございます。２目教育振興費、本年

度予算額848万円で、前年度対比80万5,000円の増

となっております。財源内訳は、国・道支出金が

３万円、地方債65万円、一般財源が780万円でご

ざいます。主な項目につきましてご説明申し上げ

ます。19節負担金、補助及び交付金でございます

が、本年度予算額306万6,000円で、前年度と比較

いたしまして42万4,000円の増となっております。

これは、学校給食費の値上げに伴う半額分の助成

金と卒業アルバム助成金を当初予算に計上したこ

とによるものでございます。20節扶助費でござい

ます。本年度予算額215万7,000円で、前年度対比

23万5,000円の増となっております。これは、準

要保護の新入学学用品費と給食費単価の増額分に

よるものでございます。

続きまして、３項中学校費でございます。３項

中学校費、１目学校管理費、本年度予算額2,983

万7,000円で、前年度と比較いたしまして36万1,0

00円の増となっております。財源内訳は、全て一

般財源でございます。１節報酬でございますが、

本年度予算額336万円で、前年度対比24万円の減

となっております。これは、昨年帰国した外国語

指導助手と新たに来日する外国語指導助手との報

酬額の差額により減額となるものでございます。

80ページをお開き願います。７節賃金でございま

す。本年度予算額1,015万円、前年度対比34万5,0

00円の増となっております。これは、小学校費と

同様に臨時職員の賃金単価の増額によるものでご

ざいます。９節旅費でございます。本年度予算額

42万6,000円で、前年度と比較いたしまして25万9,

000円の減額となっております。これは、前任の

外国語指導助手と現任の外国語指導助手の帰国先

による旅費の差額による減額でございます。11節

需用費でございます。本年度予算額1,242万9,000

円で、前年度と比較いたしまして99万9,000円の

増となっております。これは、燃料費単価の増に

よるものでございます。13節委託料、本年度予算

額156万3,000円で、前年度と比較いたしまして15

万5,000円の増となっております。これは、小学

校費と同様に３年ごとに実施される消防設備保守

点検の実施年によるものでございます。81ページ

をごらんください。18節備品購入費でございます。

本年度予算額68万8,000円で、前年度と比較いた

しまして58万8,000円の増となっております。小

学校費と同様に中学校で使用している教師用のパ

ソコンのＯＳサポートが終了することもありまし

て、耐用年数が過ぎた古いパソコンを更新するこ
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とによる増でございます。19節負担金、補助及び

交付金でございます。本年度予算額21万8,000円

で、前年度と比較いたしまして11万7,000円の減

となっております。これは、これまで本節で計上

しておりました英語指導助手の渡航来日負担金を

今年度は旅費で計上したことによる減でございま

す。

続きまして、２目教育振興費でございます。２

目教育振興費、本年度予算額820万5,000円で、前

年度と比較いたしまして70万8,000円の減となっ

ております。財源内訳は、国・道支出金が14万円、

地方債65万円、一般財源が741万5,000円でござい

ます。19節負担金、補助及び交付金でございます

が、本年度予算額186万5,000円で、前年度と比較

いたしまして34万6,000円の減でございます。こ

れは、生徒数の減による学校給食費助成事業等の

対象者が減ったことによるものでございます。82

ページをお開き願います。20節扶助費でございま

す。本年度予算額276万7,000円で、前年度と比較

いたしまして37万8,000円の減となっております。

これは、準要保護の人数が21人から17人に減った

ことによるものでございます。

続きまして、４項社会教育費でございます。１

目社会教育総務費、本年度予算額165万2,000円、

前年度と比較いたしまして38万円の減となってお

ります。財源内訳は、その他財源が４万円、一般

財源が161万2,000円でございます。８節報償費で

ございます。本年度予算額75万1,000円で、前年

度と比較いたしまして13万6,000円の減となって

おりますが、今年度から新たに実施をいたします

写真講座、アロマオイル講座、フラダンス講座の

経費を計上したことと昨年当初予算で計上してお

りました町民芸術観賞用の報償費を今年度は当初

予算に計上しなかったことによる差額でございま

す。

83ページをごらんください。２目青少年対策費、

本年度予算額430万1,000円、前年度と比較いたし

まして23万2,000円の増となっております。財源

内訳は、全て一般財源でございます。７節賃金で

ございます。７節の賃金、８節報償費及び14節使

用料及び賃借料でございますが、主要事業であり

ますキッズ体験クラブに係る経費を計上するもの

で、これまで絵本Ｄｅコッコロ、グッドいんぐり

っしゅなど単独の事業名で行っていた事業をキッ

ズ体験クラブに一本化をし、新たに町外施設への

体験活動やパフォーマーの招聘などを行い、子供

事業の内容の充実を図るもので、賃金として６万

7,000円、報償費として10万円、使用料及び賃借

料として４万2,000円を計上するものでございま

す。

続きまして、３目社会教育施設費でございます。

本年度予算額240万9,000円、前年度と比較いたし

まして２万4,000円の減となっております。財源

内訳は、全て一般財源でございます。本目は、趣

芸館及び炭鉱館に関する予算を計上するもので、

教育委員会が所管いたします趣芸館に係る予算は

98万6,000円となっております。

84ページをお開き願います。続きまして、５項

保健体育費でございます。１目保健体育総務費、

本年度予算額302万7,000円で、前年度と比較いた

しまして16万1,000円の増となっております。財

源内訳は、全て一般財源でございます。８節報償

費と12節役務費でございますが、昨年から実施し

ております夏休み子供水泳教室の講師謝金及び保

険料を当初予算に計上したことによる増でござい

ます。

85ページをごらんください。２目体育施設費で

ございます。本年度予算額2,478万6,000円で、前

年度と比較いたしまして1,050万1,000円の増とな

っております。財源内訳は、その他特定財源が75

万円、一般財源が2,403万6,000円でございます。

７節賃金でございますが、本年度予算額247万9,0

00円、前年度と比較いたしまして13万1,000円の

減でございますが、プールの開館時間を午後１時

から午後６時まで短くしたことによるものでござ

います。11節需用費でございますが、本年度予算
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額1,808万7,000円で、前年度と比較いたしまして

1,070万6,000円の増となっておりますが、鶉プー

ルの上屋シート及び建屋のブレス及び支柱の修

繕、奥沢パークゴルフ場の防球フェンスと体育セ

ンターの照明つり物修繕を行うことによる増でご

ざいます。86ページをお開きください。13節委託

料でございますが、本年度予算額402万2,000円で、

前年度と比較いたしまして10万3,000円の増でご

ざいます。奥沢パークゴルフ場の管理委託料の増

によるものでございます。

以上で10款教育費の説明を終わらせていただき

ます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

では次に、浅利企画課長。

〇企画課長（浅利基行） それでは、10款教育費

のうち、企画課所管事項につきまして内容のご説

明を申し上げます。

83ページをごらんください。３目社会教育施設

費のうち、炭鉱館の管理経費であります。炭鉱館

につきましては、５月から10月までの土曜日と日

曜日及びお盆期間の開館となっております。予算

につきましては、前年度とほぼ同額につき、説明

は省略させていただきます。

以上、10款教育費のうち企画課所管事項につい

て説明を終わらさせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

以上で10款教育費の説明が終わりました。これ

より質疑に入りたいと思います。

まず初めに、76ページから77ページ、１項教育

総務費全般について質疑を受けます。髙橋委員。

〇８番（髙橋成和） 77ページの２目事務局費の

19節負担金、補助及び交付金の中の言語障害児治

療教室負担金151万1,000円ということで予算つい

ておりますが、これは砂川市のほうで多分広域で

やっているものだと思うのですけれども、うちの、

本町の、多分これは小学生だけだと思うのですけ

れども、何名ぐらい通っている方がいるのかとい

うのと、今砂川市でもちょっと課題になっている

のですけれども、中学生の受け入れが、これ今で

きていない状況なのです。滝川市と美唄市は中学

生のそういう対象になった子たちを受け入れるこ

とができているのですけれども、この辺について

砂川市も多分構成市町と話し合いをしていかなけ

ればいけない……これから見出せないというとこ

ろがあると思うのですけれども、本町としてはど

ういう……中学生になってから、中学生の子たち

対象の……に対しての受け入れという部分につい

てはどのようにちょっとお考えかお伺いしたいの

ですけれども、よろしくお願いします。

〇委員長（吉川 洋） 斉藤次長かな。それでは、

福祉課長。

〔発言する者あり〕

〇委員長（吉川 洋） そうですか。では、山崎

課長。

〇福祉課長（山崎数浩） ただいまありました言

語障害児治療教室負担金でございますが、これに

つきましては砂川市で行っております子ども通園

センターでやっている事業でございます。構成に

つきましては２市４町で行っておりまして、障害

のある子供の療養を週１回程度通園で行っている

状況でございます。上砂川から今現在行っている

方につきましては、年度当初は３名ほどいました

が、現在は２名だと思われます。小学生と、あと

就学前の子供１名ずつとなっております。

それで、中学生の受け入れの関係でございます

が、これ２市４町広域で実施しておりますので、

町単独ではございませんので、今後、砂川地域療

育推進協議会がございますので、構成市町と協議

するような形になると思いますが、よろしいでし

ょうか。

〇委員長（吉川 洋） はい。

〇８番（髙橋成和） ありがとうございます。砂

川でも２市４町で結構たくさんそういう対象の児

童がいると思うのですけれども、なるべく円滑に

そういう中学生になってからもできるような環境

ができればなと思うので、ぜひ砂川市のほうと協
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議していただければと思います。ありがとうござ

います。

〇委員長（吉川 洋） よろしいですか。

〇８番（髙橋成和） はい。

〇委員長（吉川 洋） ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

それでは次、77ページから82ページ、２項小学

校費、３項中学校費について一括質疑を受けます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ございませんか。ないよ

うですので、打ち切ります。

それでは次に、82ページから84ページ、４項社

会教育費全般について質疑を受けます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

次、84ページから86ページ、５項保健体育費全

般について質疑を受けます。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

以上で10款教育費について質疑を打ち切りま

す。

それでは次に、11款災害復旧費に入ります。内

容の説明を求めます。佐藤建設課長。

〇建設課長（佐藤康弘） 予算書87ページでござ

います。

11款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧

費、１目治山施設災害復旧費、本年度予算額１万

4,000円で、前年同額となっており、財源につき

ましては一般財源でございます。災害対応の賃金

を計上するものでございます。

以上です。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

災害復旧費の説明が終わりましたので、11款災

害復旧費全般について質疑を受けたいと思いま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

11款災害復旧費については、質疑を打ち切りた

いと思います。

次に、12款公債費、13款職員費、14款予備費に

入ります。12款公債費から14款予備費まで続けて

内容の説明を求めます。米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、初めに公債

費につきまして説明をいたします。

88ページでございます。12款公債費、１項公債

費、１目元金、本年度予算額３億1,189万8,000円、

前年度比較で2,185万円の減、財源内訳はその他

特定財源が１億269万9,000円、一般財源で２億91

9万9,000円でございます。23節償還金、利子及び

割引料につきましては、平成７年度から平成29年

度借り入れの長期債95件分の償還元金で平成27年

度借り入れの臨時財政対策債などの長期債６件の

償還開始と昭和63年度借り入れの老健施設整備事

業債など６件の償還が終了したことによる減でご

ざいます。

２目利子、本年度予算額2,605万2,000円、前年

度比較で198万7,000円の減、財源内訳はその他特

定財源が801万4,000円、一般財源が1,803万8,000

円でございます。23節償還金、利子及び割引料に

つきましては、平成７年度から平成30年度借り入

れ予定までの128件の長期債償還利子、また一時

借入金利子の計上で、長期債など償還終了に伴う

利子の減でございます。

続きまして、89ページ、職員費でございます。

13款職員費、１項職員費、１目職員給与費、本年

度予算額４億7,190万3,000円で、前年度比較268

万9,000円の増、財源内訳は全て一般財源でござ

います。本目は、職員総数71人から広域連合への

派遣や各特別会計などに計上しました８人分を除

きます一般職62人に特別職３人を含めました65人

分の人件費を計上するものでございます。２節給
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料、本年度予算額２億3,736万7,000円、前年度比

較で359万7,000円の減となっております。退職者

３名による減額に対しまして人事院勧告実施を取

り入れた昇給分を計上したものでございます。３

節職員手当等、本年度予算額１億1,614万円、前

年度比較で604万7,000円の増となっております。

人勧実施分の0.05月分を取り入れたことや民間賃

貸住宅借り上げに伴います住居手当の増、また扶

養家族の増に伴います扶養手当、児童手当の増に

よるものでございます。４節共済費、本年度予算

額7,478万円、前年度比較で89万6,000円の増でご

ざいます。昇給等に伴う共済負担金の増でござい

ます。19節負担金、補助及び交付金、本年度予算

額4,361万6,000円、前年度比較で65万7,000円の

減で、職員の退職に伴います減でございます。

最後に、90ページ、予備費でございます。14款

予備費、１項予備費、１目予備費、本年度予算額

300万円で、財源は全て一般財源でございます。

前年度同額でございます。

以上で12款公債費、13款職員費、14款予備費の

説明を終わらせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

12款公債費、13款職員費、14款予備費の説明が

終わりましたので、質疑に入りたいと思います。

12款公債費全般について、また13款職員費全般

について及び14款予備費全般について一括で質疑

を受けたいと思います。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

以上で12款公債費、13款職員費、14款予備費に

ついて質疑を打ち切ります。

以上で歳出についての審査を終了いたします。

それでは次に、歳入に入りたいと思います。歳

入全般について内容の説明を求めます。米田総務

課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、歳入につき

まして一括説明をいたします。

予算書14ページをお開き願います。前年度と比

較しまして増減の著しいものにつきまして説明と

させていただきたいと思います。

初めに、町税、町民税でございます。１目個人、

本年度予算額6,310万円、前年度比較で60万円の

増でございます。所得割額の増によるものでござ

います。

２目法人、本年度予算額1,828万9,000円、前年

度比較で64万5,000円の増でございます。均等割

の増が主な要因でございます。

固定資産税、１目固定資産税、本年度予算額4,

900万円、前年度比較18万3,000円の増で、家屋の

増築等に伴います増でございます。

15ページへ参りまして、軽自動車税、１目軽自

動車税、本年度予算額631万円、前年度比較20万

円の減額で、軽自動車の登録台数の減少によるも

のでございます。

次ページ、16ページへ参りまして、町たばこ税、

１目町たばこ税、本年度予算額1,950万円、前年

度比較130万円の増でございます。たばこ１本当

たりの税率の引き上げによる増を見込むものでご

ざいます。

17ページへ参りまして、地方消費税交付金でご

ざいます。１目地方消費税交付金、本年度予算額

6,100万円、前年度比較で1,940万円の増額で、消

費税が本年10月から８％から10％への増税が予定

されておりまして、交付実績を勘案いたしまして

増額を見込むものでございます。

次ページ、18ページへ参りまして、地方交付税

でございます。１目地方交付税、本年度予算額16

億4,800万円、前年度比較6,600万円の増となって

おります。国の地方財政計画や人口急減補正及び

交付実績を勘案いたしまして、普通交付税では前

年度当初比較で5,600万円増の14億3,800万円、ま

た特別交付税におきましては胆振東部地震を初め

とします全国的な災害復興の状況のおくれから交

付実績を勘案いたしまして、前年度比較1,000万

円増の２億1,000万円を見込むものでございます。
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19ページへ参りまして、分担金及び負担金、負

担金でございますが、１目民生費負担金、本年度

予算額121万8,000円、前年度比較で252万9,000円

の減額で、４月から開園となります認定こども園

の利用者負担金を国の施策に先行いたしまして無

償化といたしますため、収入の減を見込むもので

ございます。

使用料及び手数料、使用料で、１目総務使用料、

本年度予算額51万円、前年度比較10万円の減額で、

１節町民センター使用料の実績から減収を見込む

ものでございます。

20ページへ参りまして、４目土木使用料、本年

度予算額１億5,498万9,000円、前年度比較525万9,

000円の減で、２節住宅使用料におきまして公営

改良住宅等の入居戸数の減に伴います使用料の減

収でございます。

21ページへ参りまして、証紙収入でございます。

１目証紙収入、本年度予算額1,390万円、前年度

比較60万円の減で、公営改良住宅の水洗化に伴い

ますし尿処理分の証紙収入の減収を見込むもので

ございます。

国庫支出金、国庫負担金でございます。１目民

生費負担金、本年度予算額１億5,016万5,000円、

前年度比較で206万5,000円の増額でございます。

１節社会福祉費負担金で障害者総合支援法に基づ

きます利用者の増などを見込むものでございま

す。

続きまして、国庫補助金でございます。１目総

務費補助金、本年度予算額229万5,000円、前年度

比較で197万1,000円の増額は、主に社会保障・税

番号制度システム更新事業に伴います増でござい

ます。

次ページ、22ページへ参りまして、３目衛生費

補助金、本年度予算額16万2,000円、前年度比較

で14万7,000円の増額は、がん検診推進事業に対

します対象経費の増が主な要因でございます。

４目土木費補助金、本年度予算額7,800万7,000

円、前年度比較で311万3,000円の増額は、１節道

路橋りょう費補助金で橋梁長寿命化補修事業の増

収と２節公営住宅建設費補助金で平成30年度計上

の下鶉改良住宅屋根改善事業及び東山団地外装改

善事業に対しまして本年度予定の鶉改良住宅除却

事業、また東山団地の外装改善事業の減収から１

節、２節を合わせまして前年度比較で311万3,000

円の増収を見込むものでございます。

次に、国庫委託金、２目民生費委託金、本年度

予算額105万円、前年度比較で24万3,000円の減収

は、平成31年度に行われます年金生活者支援給付

事業のシステム改修が平成30年度で終えたことに

よります減額でございます。

23ページへ参りまして、道支出金、道負担金で

ございます。１目民生費負担金、本年度予算額8,

628万9,000円、前年度比較で63万6,000円の増額

でございます。１節社会福祉費負担金で障害者総

合支援法に基づきます該当者の増を見込むもので

ございます。

次に、道補助金、２目民生費補助金、本年度予

算額614万9,000円、前年度比較で82万7,000円の

減額は、１節社会福祉費補助金において24ページ、

次ページにございます昨年の冬から開始しました

高齢者等の冬の生活支援事業に対します補助金の

増収に対しまして重度心身障害者医療費の減及び

２節の児童福祉費補助金におきます乳幼児医療、

ひとり親家庭等医療費の該当者の減による減収で

ございます。

５目教育費補助金、本年度予算額16万4,000円、

前年度比較25万5,000円の減額は、放課後子ども

教室推進事業におきまして学習事業の廃止に伴い

ます減収でございます。

次に、道委託金でございます。１目総務費委託

金、本年度予算額1,048万2,000円、前年度比較で

664万1,000円の増額でございます。４節選挙費委

託金で４月に執行されます知事・道議会議員選挙

費委託金及び７月に執行予定の参議院議員選挙費

委託金の増によるものでございます。

続きまして、財産収入、財産運用収入でござい
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ます。１目財産貸付収入、本年度予算額1,637万7,

000円、前年度比較で105万1,000円の減額は、主

に職員住宅貸付収入の減によるものでございま

す。

次ページへ参りまして、繰入金、基金繰入金で

ございます。１目基金繰入金、本年度予算額3,43

0万円、前年度比較で3,370万円の増額で、１節地

域振興基金繰入金につきましては前年度同額での

計上、２節公共施設等整備基金繰入金につきまし

ては下鶉生活館建設実施設計委託事業及び継続事

業となります認定こども園等複合施設建設事業の

財源として、また３節ふるさとづくり基金につき

ましては上砂川町120年記念事業の一環でありま

すスフェラースティックの全戸配布の財源といた

しましてそれぞれ基金から繰り入れをし、計上す

るものでございます。

27ページの下段へ参りまして、諸収入、貸付金

元利収入でございます。１目中小企業融資資金貸

付金収入、本年度予算額800万円、前年度比較で1

50万円の減額は、中小企業融資貸付金事業の緊急

運転資金について減収を見込むものでございま

す。

次ページ、28ページへ参りまして、雑入でござ

います。５目雑入、本年度予算額7,437万3,000円、

前年度比較で178万9,000円の増額で、主に空知中

部広域連合の交付金事業で包括的支援事業等に対

します増収を見込むものでございます。

続きまして、町債でございます。29ページでご

ざいます。１目総務債、本年度予算額１億2,070

万円、前年度比較940万円の増額でございます。

臨時財政対策債の減に対しまして過疎ソフト事業

の増によります過疎対策事業債の増でございま

す。

２目民生債、本年度予算額1,450万円でござい

ます。皆増でございます。認定こども園の２カ年

目事業の財源とします起債の計上でございます。

３目衛生債、本年度予算額2,970万円、前年度

比較860万円の減でございます。砂川市にござい

ます一般廃棄物処理施設くるくるの長寿命化事業

に対します負担金減に伴います起債の減でござい

ます。

４目土木債、本年度予算額１億290万円、前年

度比較で4,500万円の増でございます。１節道路

橋りょう債に記載しております橋梁、町道等各事

業に対します起債の合計で、前年度比較3,880万

円の増に、２節公営住宅債に計上しております鶉

改良住宅除却事業の増で、前年度比較620万円の

増額となるものでございます。

５目消防債、本年度予算額3,330万円、前年度

比較で2,650万円の減でございます。昨年度の消

防ポンプ自動車の更新事業と本年度の高規格救急

自動車の起債借入額の差によります減額でござい

ます。

続きまして、29ページから30ページへかけまし

ての繰越金でございます。１目繰越金、本年度予

算額3,000万円、皆増でございます。繰越金につ

きましては、従前より当初予算において計上して

おりませんでしたが、過年度におきまして繰越金

の実績がありますことから、本年度より当初予算

へ計上するものでございます。

以上で歳入全般の説明を終わらせていただきま

す。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

歳入の説明が終わりました。14ページから30ペ

ージ、歳入全般について質疑を受けたいと思いま

す。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

以上で歳入についての審査を終了いたします。

ここで歳出、歳入全般について質疑を受けたい

と思います。質疑のある方、ご発言を願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ございませんか。ないよ

うですので、打ち切ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。



－81－

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） 討論なしと認めます。

これより議案第10号について採決をいたしま

す。

お諮りをいたします。本件は、原案のとおり可

決すべきものとすることにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） 異議なしと認めます。

よって、議案第10号 平成31年度上砂川町一般

会計予算は、原案のとおり可決すべきものとして

決定をいたしました。

◎散会の宣告

〇委員長（吉川 洋） それでは、以上で一般会

計予算の審査が終了いたしましたので、本日はこ

れにて散会をいたします。

なお、18日は午前10時から委員会を再開いたし

ますので、出席のほどよろしくお願いを申し上げ

ます。

本日はどうもありがとうございました。ご苦労

さまでした。

（散会 午後 １時４２分）
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平成３１年第１回定例会予算特別委員会会議録（第２号）

３月１８日（月曜日）午前１０時００分 開 議

午前１０時４０分 閉 会

〇議事日程 第２号

議案第１１号 平成３１度上砂川町国民健康

保険特別会計（事業勘定）予算

議案第１２号 平成３１年度上砂川町後期高

齢者医療特別会計予算

議案第１３号 平成３１年度上砂川町下水道

事業特別会計予算

議案第１４号 平成３１年度上砂川町水道事

業会計予算

◎開議の宣告

〇委員長（吉川 洋） おはようございます。た

だいまの出席委員は、堀内委員から欠席の届け出

がありましたので、６名でございます。

定足数に達しておりますので、予算特別委員会

は成立をいたしました。

直ちに会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎議案第１１号

〇委員長（吉川 洋） それでは、ただいまから

付託案件の審査に入りたいと思います。

議案第11号 平成31年度上砂川町国民健康保険

特別会計（事業勘定）予算について議題といたし

ます。

内容の説明を求めます。白土課長。

〇住民課長（白土ゆかり） それでは、平成31年

度国民健康保険特別会計予算につきましてご説明

申し上げます。

歳出でございます。予算書114ページをお開き

願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理

費、１目一般管理費、本年度予算額8,838万1,000

円、前年度比較550万9,000円の減で、財源内訳は

その他特定財源4,971万6,000円、一般財源3,866

万5,000円でございます。13節委託料で昨年度導

入した標準システムの円滑な稼働のため保守委託

料として48万4,000円を新たに計上しております。

19節負担金、補助及び交付金は、空知中部広域連

合分賦金で、北海道に納める事業費納付金等の減

により、前年度比較625万7,000円減の8,430万3,0

00円を、北海道クラウド運営負担金で機能強化の

ため前年度比較27万5,000円増の328万5,000円を

計上しております。

続きまして、２項徴税費、１目賦課徴収費、本

年度予算額113万9,000円、前年度比較4,000円の

増で、財源内訳はその他特定財源でございます。

前年度とほぼ同額の予算計上のため、内容の説明

は省略をさせていただきます。

２款諸支出金、３款予備費につきましては、い

ずれも前年度同額の予算計上のため、内容の説明

を省略させていただきます。

歳入に参ります。戻りまして、110ページをお

開き願います。２、歳入、１款国民健康保険税、

１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康

保険税、本年度予算額3,869万円、前年度比較412

万4,000円の減と２目退職被保険者等国民健康保

険税、本年度予算額11万3,000円、前年度比較36

万2,000円の減につきましては、後期高齢者医療

制度への移行や転出等に伴う被保険者数の減など

によるものでございます。保険税合計では、前年

度比較448万6,000円減の3,880万3,000円を計上す

るものでございます。

次に、112ページでございます。２款使用料及

び手数料、１項手数料、１目督促手数料は前年度

同額につき、内容の説明は省略させていただきま

す。
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３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会

計繰入金、本年度予算額4,908万8,000円、前年度

比較128万3,000円の減でございます。内訳につき

ましては、保険税の低所得者軽減に伴います税収

分を補填する保険基盤安定分が2,651万2,000円、

低所得者や高齢者が多いことでの財政安定化支援

分として1,290万円、空知中部広域連合職員給与

費分等で967万6,000円を繰り入れし、収支の均衡

を図るものでございます。

４款諸収入、２項雑入、３目雑入、本年度予算

額176万8,000円、前年度比較26万4,000円の増は、

空知中部広域連合を経由して交付される北海道ク

ラウド運用等に対する北海道特別調整交付金の増

によるものでございます。

以上で国民健康保険特別会計の説明を終わらせ

ていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございました。

以上で内容の説明が終わりました。これより質

疑に入りたいと思います。

114ページから115ページ、歳出全般にわたって

質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

では次に、110ページから113ページ、歳入全般

にわたって質疑を受けたいと思います。質疑のあ

る方、ご発言を願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） 討論なしと認めます。

これより議案第11号について採決をいたしま

す。

お諮りをいたします。本件は、原案のとおり可

決すべきものとすることにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） 異議なしと認めます。

よって、議案第11号 平成31年度上砂川町国民

健康保険特別会計（事業勘定）予算は、原案のと

おり可決すべきものと決定をいたしました。

◎議案第１２号

〇委員長（吉川 洋） それでは次に、議案第12

号 平成31年度上砂川町後期高齢者医療特別会計

予算について議題といたします。

内容の説明を求めます。白土住民課長。

〇住民課長（白土ゆかり） それでは、平成31年

度後期高齢者医療特別会計予算につきましてご説

明申し上げます。

歳出でございます。予算書125ページをお開き

願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理

費、１目一般管理費、本年度予算額48万6,000円、

前年度比較１万8,000円の減で、財源内訳は全て

その他特定財源でございます。前年度とほぼ同額

でございますので、内容の説明は省略させていた

だきます。

続きまして、２項徴収費、１目徴収費、本年度

予算額119万2,000円、前年度比較で73万1,000円

の増でございます。財源内訳は、全てその他特定

財源となっております。昨年度計上しておりまし

た制度改正に伴うシステム改修が終了したため、

委託料で73万1,000円の皆減となっております。

そのほかにつきましては、ほぼ前年度同額の計上

につき、説明は省略をさせていただきます。

続きまして、２款後期高齢者医療広域連合納付

金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後

期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額6,95

3万3,000円、前年度比較201万7,000円の減で、財

源内訳はその他特定財源2,333万7,000円、一般財

源4,619万6,000円でございます。126ページ、19

節負担金、補助及び交付金につきましては、北海

道後期高齢者医療広域連合への負担金で、保険料

等負担金は医療給付にかかわるもので前年度比較
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121万7,000円の減で6,700万5,000円、事務費負担

金につきましては広域連合のシステム改修が終了

したことにより、前年度比較80万円減の252万8,0

00円を計上しております。

３款諸支出金と４款予備費につきましては、前

年度同額につき、内容の説明を省略させていただ

きます。

歳入に参ります。122ページをお開き願います。

２、歳入、１款後期高齢者医療保険料、１項後期

高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、本年度

予算額3,464万3,000円、前年度比較97万1,000円

の減でございます。

２目普通徴収保険料、本年度予算額1,164万8,0

00円、前年度比較32万4,000円の減でございます。

保険料全体では4,629万1,000円の計上で、前年

度比較129万5,000円の減となってございます。被

保険者数の減等によるものでございます。

２款使用料及び手数料につきましては、前年度

同額につき、内容の説明を省略させていただきま

す。

３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費

繰入金、本年度予算額430万1,000円、前年度比較

80万8,000円の減は、北海道後期高齢者医療広域

連合への事務費負担金の減によるものでございま

す。

２目保険基盤安定繰入金、本年度予算額2,071

万4,000円、前年度比較７万8,000円の増で、繰入

金全体では73万円減の2,501万5,000円を繰り入れ

し、収支の均衡を図るものでございます。

４款諸収入につきましては、前年度同額につき、

内容の説明を省略させていただきます。

国庫支出金につきましては、廃款としておりま

す。

以上で後期高齢者医療特別会計の説明を終わら

せていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

以上で内容の説明を終わります。これより質疑

に入ります。

125ページから126ページ、歳出全般にわたって

質疑を受けます。質疑のある方、ご発言を願いま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

それでは次に、122ページから124ページ、歳入

全般にわたって質疑を受けます。質疑のある方、

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） 討論なしと認めます。

それでは、これより議案第12号について採決い

たします。

お諮りをいたします。本件は、原案のとおり可

決すべきものとすることにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） 異議なしと認めます。

よって、議案第12号 平成31年度上砂川町後期

高齢者医療特別会計予算は、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

◎議案第１３号

〇委員長（吉川 洋） それでは、議案第13号

平成31年度上砂川町下水道事業特別会計予算につ

いて議題といたします。

内容の説明を求めます。佐藤建設課長。

〇建設課長（佐藤康弘） それでは、平成31年度

下水道事業特別会計予算につきましてご説明申し

上げます。

歳出からご説明いたしますので、135ページを

お開き願います。１款下水道費、１項下水道整備

費、１目総務管理費、本年度予算額2,343万7,000

円、前年度比較22万2,000円の増額で、財源内訳
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につきましては全額一般財源でございます。136

ページ、19節負担金、補助及び交付金、本年度予

算額749万2,000円、前年度比較１万7,000円の減

額は石狩川流域下水道組合の維持管理負担金の減

によるもので、27節公課費649万9,000円、前年度

比較17万円の増額は平成30年度の消費税確定申告

額の見込みによるものでございます。

２目下水道建設費、本年度予算額494万円、前

年度比較952万2,000円の減額で、財源内訳につき

ましては起債330万円、その他特定財源164万円で

ございます。減額の主な要因は、15節工事請負費

100万円、前年度比較945万7,000円の減額は昨年

認定こども園までの管渠工事を実施したことによ

るものでございます。

２項下水道維持費、１目維持管理費、本年度予

算額893万2,000円、前年度比較24万1,000円の増

額で、財源内訳につきましてはその他特定財源14

6万2,000円、一般財源747万円でございます。１

節需用費451万1,000円、前年度比較18万4,000円

の増額は、修繕料で広報車の車検整備費を計上す

るもので、マンホールポンプの詰まりを解消する

ための装置は前年度に引き続き今年度は春日橋西

側マンホール、旧白須商店向かいに設置いたしま

す。137ページです。13節委託料249万6,000円、

前年度比較６万5,000円の減額は、使用件数の減

少に伴う水道への賦課徴収事務委託料の減による

ものでございます。

２款公債費、１項公債費、１目元金、本年度予

算額8,233万8,000円、前年度比較147万3,000円の

増額で、財源内訳につきましては起債590万円、

その他特定財源7,643万8,000円でございます。増

額の要因は、平成26年度借入債の償還が始まった

ことによるものでございます。

２目利子、本年度予算額1,681万2,000円、前年

度比較137万1,000円の減額で、財源内訳につきま

しては全額その他特定財源でございます。平成９

年度から30年度までの起債借り入れにかかわる10

7件分を計上するものでございます。

次に、歳入についてご説明をいたしますので、

133ページをお開き願います。１款分担金及び負

担金、１項受益者分担金、１目受益者分担金、本

年度予算額15万8,000円、前年度比較43万7,000円

の減額は、公営住宅で前年度より25戸減の５戸分

と認定こども園分を計上するものでございます。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水

道使用料、本年度予算額3,100万7,000円、前年度

比較153万5,000円の減額となっておりますが、１

節現年度使用料で公的住宅、一般住宅を合わせ、

前年度より50戸減の1,193戸分を計上するもので

ございます。

３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会

計繰入金、本年度予算額9,619万2,000円、前年度

比較131万5,000円の増額は、主に下水道使用料の

減によるもので、収支不足額を一般会計から繰り

入れし、収支の均衡を図るものでございます。

次ページでございます。５款町債、１項町債、

１目下水道事業債、本年度予算額920万円、前年

度比較380万円の減額となっております。減額の

主な要因は、昨年度管渠布設工事に特定環境保全

公共下水道事業債として450万円を充当したこと

によるもので、１節流域下水道事業債、本年度予

算額330万円、前年度比較20万円の減額は処理場

等建設負担事業分の減によるもので、２節資本費

平準化債、本年度予算額590万円、前年度比較90

万円の増額は平成30年度借入債が算定方法に加わ

ったことによるものでございます。

国庫支出金は、昨年度実施事業の完了とともに

廃款としております。

以上で下水道事業特別会計予算の内容の説明を

終わらせていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

以上で内容の説明を終わります。これより質疑

に入りたいと思います。

135ページから138ページ、歳出全般にわたって

質疑を受けます。質疑のある方、ご発言を願いま

す。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

次、133ページから134ページ、歳入全般にわた

って質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） 討論なしと認めます。

それでは、これより議案第13号について採決い

たします。

お諮りをいたします。本件は、原案のとおり可

決すべきものとすることにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） 異議なしと認めます。

よって、議案第13号 平成31年度上砂川町下水

道事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。

◎議案第１４号

〇委員長（吉川 洋） 次に、議案第14号 平成

31年度上砂川町水道事業会計予算について議題と

いたします。

内容の説明を求めます。佐藤建設課長。

〇建設課長（佐藤康弘） それでは、平成31年度

水道事業会計予算につきましてご説明申し上げま

す。

収益的支出からご説明いたしますので、154ペ

ージをお開き願います。水道事業費用、１項営業

費用、１目原水及び浄水費、本年度予算額1,825

万5,000円で、前年度比較229万4,000円の減額と

なっております。賃金147万2,000円、前年度比較

173万2,000円の減額は浄水場勤務ローテーション

の見直しによるもので、委託料216万6,000円、前

年度比較89万4,000円の減額は浄水場のガラス清

掃業務と配水池排泥作業等が隔年での休止の年に

当たることによるものでございます。薬品費260

万円、前年度比較35万2,000円の増額は次亜塩素

等薬品の単価改正によるものでございます。

次に、２目配水及び給水費、本年度予算額1,58

4万2,000円、前年度比較102万1,000円の増額とな

っております。155ページでございます。委託料1

18万5,000円、前年度比較84万5,000円の増額は、

配水管排泥作業業務が隔年での実施の年に当たる

ことによるものでございます。修繕料1,374万6,0

00円、前年度比較10万6,000円の増額で、検満量

水器の取りかえとして前年同様270台分、1,144万

6,000円を計上しております。

３目業務費、本年度予算額141万8,000円、前年

度比較3,000円の減額は、賃金単価の改正による

増と委託料の検針業務件数50件減の相殺によるも

のでございます。

４目総係費、本年度予算額2,034万3,000円、前

年度比較118万8,000円の増額となっております。

人件費等の本年度予算額は1,717万6,000円となっ

ており、浄水場職員２名と嘱託職員１名の計３名

分を計上するもので、前年度比較118万6,000円の

増額は嘱託員報酬の改正等によるものでございま

す。

次のページをお開き願います。５目減価償却費、

本年度予算額5,209万3,000円、前年度比較177万6,

000円の増額は簡易水道設備事業に伴う償却資産

の増によるもので、資産減耗費23万8,000円、前

年度比較49万4,000円の減額は平成30年度更新事

業により町道鶉北線の配水管布設がえを実施した

ことにより旧配水管施設を除却するものでござい

ます。

２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱

費、本年度予算額1,729万9,000円、前年度比較46

9万8,000円の減額は昭和63年度借入債の償還が終

了したことによることと一時借入金の限度額を引

き下げたことによる利息70万円の減によるもの

で、２目雑支出、本年度予算額37万7,000円、前



－87－

年度比較54万8,000円の減額は料金の不納欠損で

昨年よりも６件減の平成25年度及び26年度分の10

件分を計上するものでございます。

３目消費税及び地方消費税、本年度予算額399

万9,000円、前年度比較22万円の増額は、本年10

月の消費税率改定増を見込むものでございます。

次に、収益的収入のご説明をいたしますので、

153ページをお開き願います。水道事業収益、１

項営業収益、１目給水収益、本年度予算額8,407

万5,000円、前年度比較233万1,000円の減額とな

っております。家事用件数は、一般分として40件

減の1,110件、福祉料金該当分として10件減の400

件の合計1,510件を見込み、前年度比較211万3,00

0円減の5,522万7,000円を計上し、業務用は前年

同数の90件ではありますが、使用水量の減少を見

込み、前年度比較62万7,000円減の2,427万5,000

円を計上しております。

２項営業外収益、２目繰入金は、収支不足補填

のための一般会計からの繰入金で、前年度比較14

2万8,000円減の4,398万円の計上で、給水収益の

減額と人件費等の増額との相殺によるものでござ

います。

３目他会計負担金170万7,000円、前年度比較７

3,000万円の減額は、下水道会計から使用料等賦

課徴収事務の委託負担金で、事務費の件数の減に

よるものでございます。

次に、資本的支出についてご説明をいたします

ので、159ページをお開き願います。資本的支出、

１項企業債償還金、１目企業債償還金、本年度予

算額１億1,488万7,000円、前年度比較386万円の

増額は、平成29年度借り入れの償還が始まること

によるもので、平成元年から平成29年度までの企

業債28件分を計上するものでございます。

２項建設改良費、１目簡易水道等施設整備事業

費、本年度予算額4,350万円、前年度比較720万円

の減額は、簡易水道等施設整備事業の減によるも

のでございます。資料ナンバー９をあわせてご参

照願います。１節工事請負費は、昨年に引き続き

町道鶉北線に昭和50年に埋設された配水管の更新

で、東鶉職員住宅付近160メートルと町道鶉下鶉

線に昭和49年に埋設された配水管、緑が丘地区を

170メートルの布設がえに1,840万円、また浄水場

で平成７年度から稼働しているフロキュレーター

４台のうち２台目の更新整備に1,900万円を計上

するものでございます。

続きまして、158ページ、資本的収入につきま

してご説明いたします。資本的収入、１項出資金、

１目負担区分に基づかない出資金、本年度予算額

6,255万7,000円、前年度比較257万8,000円の増額

は、企業債償還元金のうち内部留保資金にて補填

し、さらに不足する額を一般会計出資金として補

填を受けるものでございます。

２項企業債、１目企業債、本年度予算額3,110

万円、前年度比較600万円の減額と３項国庫補助

金、１目国庫補助金、本年度予算額1,223万1,000

円、前年度比較6,000円の減額は簡易水道等施設

整備事業の補助対象経費の振り分けによるもの

で、４項他会計補助金、１目他会計補助金、本年

度予算額16万9,000円、前年度比較119万4,000円

の減額は起債対象外の給水管接続など単独事業費

の減によるものでございます。

以上で水道事業会計予算の内容の説明を終わら

せていただきます。

〇委員長（吉川 洋） ありがとうございます。

それでは、内容の説明が終わりましたので、こ

れより質疑に入りたいと思います。

154ページから157ページ及び159ページ、歳出

全般にわたって質疑を受けたいと思います。質疑

のある方、ご発言を願います。髙橋委員。

〇８番（髙橋成和） 155ページの４目の総係費

の中の職員の給与の関係についてお伺いしたいの

ですけれども、今の勤務体制についてまず……人

数はいろいろ書いてあるのですけれども、昔より

減っているのかななんとも思いながら、参考にち

ょっと聞かさせていただきたいのと技術者という

方は何名ぐらい……やっぱり配置基準みたいとい
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うのがあるのかどうか、その辺ちょっと教えてい

ただければなと思うのですけれども。

〇委員長（吉川 洋） 佐藤課長。

〇建設課長（佐藤康弘） 浄水場に配置している

職員については正職員が２名、嘱託職員が１名で、

勤務内容につきましては一日を１番勤務、午前８

時から午後６時まで、２番勤務を午後８時から翌

朝の６時までということで、１番勤務、２番勤務

に分けてローテーションで行っております。その

ほか週休ですとか特別休暇の休暇を与えるために

賃金雇用の職員を２名確保しておりまして、年間

のローテーションに割り振っているところでござ

います。

〇８番（髙橋成和） ありがとうございます。

〔発言する者あり〕

〇建設課長（佐藤康弘） 配置基準については特

にございません。また、浄水場職員の技術に関し

ましても特別な技術講習会があるわけではなく

て、浄水場、今まで勤務してきた技術の積み重ね

を代々継承しているような形でございます。

〇８番（髙橋成和） ありがとうございます。あ

れだけのやっぱり機器がいっぱいあって、去年も

ブラックアウトとかあって、もし壊れた場合、故

障した場合の対応というのはどういうふうな流れ

になっているのかちょっとお伺いしたいのですけ

れども、よろしいですか。

〇委員長（吉川 洋） 佐藤課長。

〇建設課長（佐藤康弘） 浄水場には72時間の自

家発電装置を兼ね備えておりまして、主に取水と

浄水の処理に使用しております。そのほかにつき

ましては、浄水場から配水池まで、配水池から各

家庭までは全て自然流下となっておりますので、

自家発電装置が故障しない限りは断水することは

なく対応できると考えております。

〇８番（髙橋成和） ありがとうございます。そ

れでは、緊急時においても別に何とか動くという

か、問題ないということ。

〔発言する者あり〕

〇建設課長（佐藤康弘） ブラックアウトもそう

ですけれども、その前日に台風21号で倒木により

送電線が切れるという事故が起きまして、ブラッ

クアウトの前日に停電を経験しております。その

際も非常用発電機が稼働しましたし、それにより

まして燃料タンク500リットルの軽油を満タンに

していたということで、ブラックアウトについて

も72時間については確実に対応できますととも

に、そのほかにも燃料の確保に努めてきたところ

でございます。

以上です。

〇８番（髙橋成和） ありがとうございます。そ

れでは、発電機が何とか動けば大丈夫ということ

と、あとそのほかの部品の故障というのも職員さ

んで対応できるということでよろしい……。

〇建設課長（佐藤康弘） 今は、機械的には全自

動になっております。ただ、一部手動に切りかえ

て操作することも可能で、配水池の流入ですとか

排水量、バルブの開閉とかも現地に行きまして、

操作盤で手動に切りかえれば手動で全ての操作す

ることができますので、よっぽどの故障がない限

り、発電機が本当に壊れてしまわない限りは断水

することはありません。

〇８番（髙橋成和） ありがとうございます。

〇委員長（吉川 洋） よろしいですか。

〇８番（髙橋成和） はい。

〇委員長（吉川 洋） ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

それでは、153ページと158ページ、歳入全般に

わたって質疑を受けたいと思います。質疑ござい

ませんか。髙橋委員。

〇８番（髙橋成和） ここでいくと153ページの

水道事業収益の１目給水収益の水道料金の関係な

のですけれども、10月１日に消費税がまた増税さ

れるということなのですけれども、これの移行の

準備というか、どういうふうな流れで支払いとい
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うのですか、町民の皆さん方に周知していくとい

うのが１点目と、あとさっき業務用の水道のほう

が90件あるということなのですけれども、一番使

用量が多い企業というのは町内でどういうところ

があるのか教えていただければなと思うのですけ

れども。

〇委員長（吉川 洋） 佐藤課長。

〇建設課長（佐藤康弘） 消費税の増税の関係に

つきましては、今後町広報等で何回かに分けて説

明をしていきたいと思っております。それで、前

回５％から８％に上がったときの場合なのです

が、町の水道の検針というのは毎月20日になって

おりまして、10月１日に増税になったときの10月

の検針につきましては９月20日分から10月20日分

までの料金を請求することになりますので、一部

８％の料金が重複しております。それで、10月に

検針しまして、請求する金額については８％、11

月から検針をして請求する分についてが10％にな

っていくのかなと思っております。

〇８番（髙橋成和） あと、業務用のほうの。

〇建設課長（佐藤康弘） 業務用の、90件ありま

すけれども、一番多く使っているのは製造業でご

ざいます。

〇委員長（吉川 洋） よろしいですか。

〇８番（髙橋成和） はい、ありがとうございま

す。

〇委員長（吉川 洋） ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

それでは、これより討論を行います。討論ござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） 討論なしと認めます。

これより議案第14号について採決いたします。

お諮りをいたします。本件は、原案のとおり可

決すべきものとすることにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） 異議なしと認めます。

よって、議案第14号 平成31年度上砂川町水道

事業会計予算は、原案のとおり可決すべきものと

決定をいたしました。

この際ですので、全体を通して何かございませ

んでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（吉川 洋） ないようですので、打ち

切りたいと思います。

◎閉会の宣告

〇委員長（吉川 洋） 以上をもちまして本予算

特別委員会に付託になりました議案の審査が全て

終了いたしました。

全議案が原案のとおり可決すべきものと決定を

されましたので、その旨本会議において報告いた

します。

以上をもちまして予算特別委員会を閉会をいた

します。

委員各位のご協力をいただきまして、無事終了

できましたこと、心から感謝申し上げます。あり

がとうございました。

（閉会 午前１０時４０分）


